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平成２３年第１回蟹江町議会定例会会議録 

 

 

招 集 年 月 日    平成２３年３月９日（水） 

招 集 の 場 所    蟹江町役場 議事堂 

開 会 （ 開 議 ）    ３月９日 午前９時００分宣告（第２日） 

 １番 松 本 正 美  ２番 伊 藤 俊 一 
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○議長 伊藤正昇君 

  皆さん、おはようございます。 

  平成23年第１回蟹江町議会定例会を開催しましたところ、定刻までにご参集いただきまし

て、まことにありがとうございます。 

  議会広報編集委員長より、広報掲載のための写真撮影をしたい旨の申し出がありましたの

で、代表質問される議員の皆さんは、昼の休憩中に本会議場で写真撮影を行いますので、ご

協力をお願いいたします。 

  ここで、齋藤民生部長より行政報告の申し出がありましたので、許可をいたします。 

○民生部長 齋藤 仁君 

  恐れ入ります。貴重なお時間をいただきまして、まことにありがとうございます。議長の

お許しをいただきましたので、報告をいたします。 

  先日、ヒブワクチンを含むワクチンの同時接種後の死亡報告についてお知らせいたしまし

たところ、３月８日、さらにお一人がお亡くなりになったという通知が参りました。その概

要を御報告申し上げます。 

  残念ながら、５例目となりました方につきましては、同時接種のワクチンはヒブワクチン、

そしてＢＣＧ、これは肺炎予防ワクチンでございますが、ＢＣＧワクチンを同時接種された

方ということでございます。６カ月未満の男性の方、報告医の評価としては、評価不能、報

告されましたのは３月５日に宮崎県の都城市から報告がされたということです。詳細につき

ましては、現在調査中ということで、前の４例と同様で調査中ということでございます。 

  次に、配付してあります資料をお願いいたします。 

  まず、小児用肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンの安全性についてという資料でございます。 

  これは３月８日の夜６時から８時までということで、厚労省のほうで子宮頸がん等のワク

チン予防接種後副反応検討会と合同で開かれた会議の概要でございます。報告されました５

例、今申し上げました１例を追加して５例の症例評価ということで、（１）番から５例はゼ

ロ歳から２歳代の乳幼児、基礎疾患を有する方が３例、基礎疾患が明確でない方がお二人と

いうことであった。 

  ２番目ですが、翌日死亡が３人の方、２日後死亡がお一人の方、３日後死亡がお一人の方

ということがわかっております。 

  ３番目ですが、現在やられている経過や所見に基づいて評価したところ、現段階の情報に

おいては、いずれもワクチン接種との直接的な明確な因果関係は認められない。さらに、入

手可能な情報を次回までに収集する。 

  ４番目ですが、先天性の心疾患など、基礎疾患を有する患者さんについては、その状況に

十分注意が必要であるということでございます。 

  次に、ワクチン自体の検定結果が出ております。症例に投与されたロットについての試験
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結果は、すべて予測された変動域内にとどまっており、なお、これ以上は製造工程等の逸脱

等について確認する必要があるというものでございます。 

  また、諸外国での状況、それから、そういったようなものについても、情報を収集し、次

回検討するということでございます。ということで、一時ワクチンの接種の見合せというこ

とについては、今後も継続されるものというふうに私どもは考えておるところでございます。 

  次に、もう１枚の資料をお願いいたします。 

  これは、もう既に始まっております子宮頸がん等のワクチンの緊急接種の促進事業という

ことで、先ほどありました子宮頸がんのほかに、ヒブですとか、肺炎球菌もやっておるんで

すけれども、そのうちの子宮頸がんのワクチンが予想に反しまして非常に需要がふえてきた

ということで、供給が今十分確保されていない。これにつきましては、各地方公共団体と医

師のほうにつきましては、できる限り初回接種されている方を優先して２回目、３回目の接

種をしていただきたい。当分の間、初回接種は見合わせていただきたいということの通知で

ございます。 

  これにつきましては、その資料の下、記の１番にありますように、事業を開始し、高校１

年生までの方を対象としている市町村、私どももそうでございますが、平成23年３月末、こ

の３月末までに１回目の接種ができなかった１年生の方については、23年４月以降について

も１回目を接種した場合、当分の間、事業対象とするという通知でございます。 

  次に、裏面をお願いいたします。 

  これは、その供給元でありますグラクソ・スミスクライン株式会社からのおわびといった

関係の報道関係各位にあてられたプレスリリースでございます。ワクチン名「サーバリック

ス」の供給が不足し、一部地域に対して接種事業を行っている国及び地方公共団体との協議

を行っていない段階で、弊社の判断により接種開始時期の遅延依頼を行ったということで、

かかる供給不足の事態を招くことについては、おわび申し上げる次第という文書でございま

す。 

  また、可能な限り、早急に現在の供給状況を改善すべく努力する、公費助成の対象者とな

られる方々への年間供給量は必ず確保していくというようなことが記載されております。で

すから、今のところ、どれぐらいの量が供給されるのか、いつごろ供給されるのかというの

は、まだ不明ではございますが、また、そういったようなことが解消次第、広報には努めて

まいりたいと思っております。 

  なお、２年生までにつきましての通知がございましたので、私ども要綱で実施しておりま

す。こちらの要綱の改正も早急に行って、こちらの通知にあわせ、できる限り皆様方にご迷

惑をおかけしないような対応はとっていきたいというふうに考えております。 

  なお、広報につきましては、広報「かにえ」、キスかにえに掲載するとともに、ホームペ

ージにも掲載し、なお、学校を通じての各年齢の方にお知らせをし、それ以外の方は、例え
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ば高校生の方なんかについては、個別通知をしていきたいというふうに考えておるところで

ございますので、よろしくご理解のほどいただきたいと思います。 

  大変貴重なお時間いただきまして報告させていただきました。まことにありがとうござい

ました。 

  以上でございます。 

○議長 伊藤正昇君 

  鈴木総務部次長より、体調不良のため欠席したい旨の届け出がありましたので、許可をい

たしました。 

  大原龍彦君より、検査入院のため本日は欠席ということで届けが出ておりますので、許可

をいたしました。 

  ただいまの出席議員は15名です。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

  代表質問される皆さんに、議長と広報委員長からお願いします。 

  質問を行った後の議場で読み上げた質問書の原稿の写しを事務局へ提出いただき、広報及

び会議録の作成にご協力ください。 

○議長 伊藤正昇君 

  日程第１ 「代表質問」を行います。 

  １番 清新クラブ代表 米野秀雄君、ご登壇ください。 

（４番議員登壇） 

○４番 米野秀雄君 

  おはようございます。 

  ４番 清新クラブ 米野秀雄でございます。 

  議長のお許しをいただきましたので、清新クラブを代表して、さきの施政方針について、

また、予算編成上という観点から質問させていただきますが、その前に、先月末に発生しま

したニュージーランド地震について一言申し述べさせていただきます。 

  地震が発生して、はや２週間が過ぎましたが、いまだ27名の日本人の方の身元が判明して

おりません。ご家族の方、親族の方々のご心痛には察するに余りあるものがあります。報道

によれば、語学の研さんに同国に留学された方々とのことでありますが、痛恨のきわみでご

ざいます。心からお見舞い申し上げたいと思います。 

  本題に入ります。 

  方針説明の前段で社会経済の現状と動向、並びに政治情勢について述べられました「きめ

細かな交付金制度」「住民生活に光をそそぐ交付金制度」など、一定の枠はあるものの一括

交付金の制度が報道されました。しかし、報道によれば、予算の取り扱いに苦慮されている

自治体があるとのことですし、新知事が誕生した当県では、県知事議員選挙が近々告示され、
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中央、地方ともあすが見えない政治情勢であります。編成に当たって相当のご苦心があった

と推測し、質問に先立ち、その労をねぎらい申し上げたいと存じます。 

  では、質問に入ります。 

  平成23年度の施政方針は、５章28項目に及んでいますので、方針の順に沿って質問させて

いただきます。 

  最初に、第１章 心身とも健やかに支え合って暮らせるまちづくりから２点お尋ねいたし

ます。 

  疾病予防事業について、その意義や正しい理解を求めるための啓発事業に取り組むと述べ

られました。施政方針に述べられた以降、けさもございましたけれども、小児用肺炎球菌ワ

クチン、ヒブワクチンを含む同時接種について、全国で数件の重大事例が発生し、接種の一

時見合せが発表されましたが、疾病予防の重大性にかんがみ質問させていただきます。 

  私の不勉強を恥じ入りますけれども、意義や正しい理解が得られていない実態があるので

しょうか。もし、あるとすれば、差し支えのない範囲で結構ですので、現状をご説明いただ

きたいと思います。 

  啓発活動というのは、簡単なようで非常に難しいことでございます。腹に落としていただ

くことが目的ですから、いわゆる周知・伝達とは意を異にします。従前に問題があるとする

ならば、どのような啓発活動をお考えかご説明ください。 

  次に、高齢者福祉事業として、小規模特別養護老人ホームを開設したいとの説明がござい

ました。包括支援センターは、中学校区に１カ所が標準と聞いていますけれども、現在は他

の市町村のホームに入所中の方も多いと聞き及んでおります。現状において、待機数及び潜

在的待機数、これは想像の域を出ないとは思いますけれども、何名程度とお考えかお伺いい

たします。 

  次に、第２章 次代につなぐ教育と生涯学習のまちづくりについて質問いたします。 

  昨年の夏は非常な猛暑であり、今後も続くであろうと言われております。施政方針で小学

校に扇風機、中学校には空調設備をと説明がございました。35度を超える猛暑の中、健全な

教育環境を整えたいとのお考えは共感いたします。昨年の猛暑対策として、最上階の教室の

不使用、夏休み期間の見直し、遮光シールの窓への貼付、ユニークな事例としては、すだれ

の使用等々があったと聞いております。当町では扇風機、中学校は空調設備を導入されるに

当たり、さまざまな検討がなされたかと存じます。検討内容について、ご説明いただきたい

と存じます。 

  次に、第３章 豊かな環境と安全がもたらす持続可能なまちづくりから３点質問いたしま

す。 

  １番です。昨年、本町にエコステーションがつくられました。本町では学戸に次いで２カ

所目ですけれども、当初の予定より利用が少ないと聞いております。資源ごみは月に１回、
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環境美化指導員のご指導のもと分別して出しておりますけれども、１カ月間空き缶などを家

庭内に保管するのはスペースからしても非常に大変でございます。そのために、毎週の不燃

物ごみに出したり、不法投棄の原因になっていると思われます。エコステーションは町の美

化の観点からも、また、再利用可能な資源の観点からも、ごみの減量化の意味からも非常に

重要な拠点であると思います。協働の原点からでもあります。周辺の方々のみならず、ご理

解、ご協力いただくよう、わかりやすいように要所に地図を付した案内看板を立てるなどし

て、次のステップに向けていただきたいと考えます。お考えをお伺いいたします。 

  ３番の蟹江川水辺スポットについて質問いたします。 

  昨年、県と共同で蟹江川の水辺スポットが完成しました。蟹江川をきれいにする、見直そ

うという町内では他に類を見ない公園ですけれども、これで、この公園を含む一帯の造園事

業は完了でしょうか。将来を見据えたお考えをお尋ねいたします。 

  ７の消防指令台等を５消防本部が共同整備するについて質問いたします。 

  デジタル化によって膨大な経費を要するところ、共同整備することにより、およそ３分の

１の経費で対応可能であり、非常に有効であると思います。規模、機能、おおよその経費に

つきましては承知いたしましたが、消防署の機能の面でデメリットはないでしょうか。また、

計画段階で詳細は後日のようでございますけれども、次の２点についてお伺いいたします。 

  25年度から運用の計画ですけれども、現行の消防署機能は維持できますか。例えで申し上

げます。現在、救助者のいる交通事故等が発生した場合、消防車も出動して二次災害防止等

をしていますが、本件稼働後も同様措置ができるでしょうか。 

  ２つ目です。地震等の広域災害が発生した場合、他消防本部内の被害状況にかかわず、当

町に被害があれば優先出動でできるでしょうか。この２点についてお伺いいたします。 

  ８の防災事業について質問いたします。 

  木造住宅の耐震化につきましては、実数を承知していますが、無料耐震診断の申し込みは

年何件ありましたでしょうか。倒壊のおそれはあると思うが、改修には高額な経費が要る、

診断を受けても改修できない、どうせ改修できないなら診断を受けても仕方がないというよ

うな声を聞きます。補助制度のお話をしても無言になられます。地震対策について、数回に

わたり一般質問いたしましたけれども、今回が私の最後の質問になります。 

  一昨年でしたか、駿河湾を震源地とする中規模の地震が発生しました。東名高速道路の上

り線、相良付近の路肩が崩れたあの地震でございます。震度は６程度であったかと記憶して

おりますけれども、家屋の倒壊はゼロであったと聞いております。これは知人からの情報で

すので、詳細で責任を持ったものでございませんけれども、地盤の強弱もありましょうが、

対策には何がしかのヒントがあるのかなと思いました。個人住宅は個人の責任においては十

分承知いたしておりますけれども、対策をどのようにお考えか大綱をお伺いいたします。 

  第５章 町民・行政の協働と効率的な行政運営によるまちづくりからお尋ねいたします。 
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  川の駅構想についてであります。 

  情報が、ひとり言がうわさを呼び、ひとり歩きしているように思われます。主要な一般道

に道の駅があります。高速道路にはサービスエリアやパーキングエリアがございます。いず

れもドライバーの安息やトイレの休憩機能を有している施設であります。また、附帯サービ

スとして、地域産出物を主に一般商品の販売している施設と私は承知いたしております。 

  一方、総合福祉センターは災害時における避難所として耐震が十分でない、分館、いわゆ

る憩いの家も損傷が著しいことも承知いたしております。しかし、憩いの家は１日300人を

超す利用者があり、各地域の高齢者が集い語る交歓の場でもあります。また、シルバー人材

センターが管理を受託し、生き生きと活動しておられることも承知いたしております。 

  冒頭で申し上げましたように、川の駅がひとり歩きしております。うわさがうわさを呼び

疑心暗鬼にかられる状況も散見されます。引き続き協議・検討すると述べられましたが、お

考えの川の駅はどのような性格か、規模、設備、現時点での方向をご説明ください。 

  なお、蛇足ながら私見、私の見解として申し上げます。 

  町の特産品としていちじくが上げられますが、いちじくは通年を通して最大でも１カ月で

ございます。いちじくを真空乾燥させパウダー化できないかと私の知人に尋ねてみました。

試験は必要であるが可能であると回答を得ました。いちじくを主としたソフトクリームはで

きないかの発想からでございます。通年を通した商品、安定した商品はできないかと思い立

ったものでございます。採用をと具申するものではございません。足がかりとしてお考えい

ただければと存じます。 

  最後の質問でございます。 

  昨年の施政方針の中で、事業仕分けを導入したい意向を示されました。私たち清新クラブ

は、仕分けの項目について、仕分け会場の設定、仕分人の依頼、市民の皆さんの反響などを

小田原市に学び、亀山市で研さんを重ねてまいりました。今回の予算案策定に当たり、事業

仕分けの名称は使わずとも留意された事項があればお示しいただきたいと存じます。 

  施政方針の説明の結びに当たり、国や県の動向がどうあろうとも、町としてやるべきこと、

やり抜くべきことをしっかりやると意思表明されました。人のニーズは多様化しております。

町の施策を展開するに当たり、町民各位のご理解、ご協力を仰がねばなりません。従前以上

にお知らせ活動を積極的に展開していただくよう切にお願いし、質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

（４番議員降壇） 

○町長 横江淳一君 

  それでは、ご答弁を申し上げたいと思います。 

  10点以上質問がございますので、一つ一つ答弁をさせていただきますけれども、答弁漏れ

等々ございましたら、その都度、また後ほど指摘をいただければありがたいというふうに思
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います。 

  まず、実は所信表明をことしから施政方針という形に変えさせていただきました。ご質問

はなかったんでありますけれども、議員各位の中では、あれと思っておみえになる方がある

と思いますし、どうして変えたんだというご質問も、あとほかの議員さんからも実はいただ

いておりますので、また、そのときにと思ったんでありますが、私の中では、かねてから所

信表明と施政演説を分けたほうがいいんじゃないかというのを、この庁舎内で検討をさせて

いただいた経緯が実はございます。首長、議員さん各位もそうでありますけれども、４年に

一度町民の審判を受けて、自分の考えをマニフェストという形で出すのか、選挙公約という

形で出すのか、それはいろいろあると思いますけれども、その中で、４年間の自分の思いを

しっかりと形にあらわし、そして蟹江町の行く末を皆様の中で出すという、長期展望にわた

っての話を織りまぜて皆様の前で話をさせていただくのが私は所信だというにかねてから考

えております。 

  施政方針も中に当然入るわけでありますけれども、施政方針というのは、当然毎年、毎年、

皆様の貴重な税金をいただいて予算を組まさせていただく中で、その予算の中で単年度何が

できるんであろうか。当然これは繰り越しをして、次の年度にかかるものも当然ございまし

ょうけれども、きちっと分類をした中で、１年１年皆様方にお示しをして、議会でご討議を

願うという、これがこれからの町政を占うということでの施政方針という形に今回からさせ

ていただいたというのが事実であります。これも行政改革推進室から政策推進室への転向の

中での検討の一環だというふうにご理解をいただければありがたいというふうに思います。 

  すみません、前置きが長くなりましたので、それでは、一つ一つご答弁をさせていただき

たいというふうに思います。 

  まず、疾病予防の事業の件についてのご質問でありますけれども、実を言いますと、我々

子供のころに、法定伝染病、これは恐ろしい病気だということで、いろいろ数掲げるとたく

さんございますが、それが何かこのごろの風潮では、すべて撲滅をしたというような、そう

いう流れにある、これも私だけじゃないというふうに思います。 

  そんな中で、特に生活環境の変化だとか、それから海外旅行等々で地球全体が一つのつな

がりになってしまっている中でのいろいろなウイルスの蔓延等々がございます。また、抗体

の強いウイルスがどんどん出てきてしまったという状況の中で、ひょっとするとこの疾病の

ことに関しての意識が町民のみならず、日本国民の中にひょっとしたら弱まってしまってい

るんじゃないかということも含めて、とりあえずは蟹江の町民の皆さんに周知徹底をするべ

きいろいろな活動をしなければいけないと、これが23年度に、当初に健康対策の一番の柱と

いうことで各部署にいろいろお願いをして、今後啓発をどういう形でやったらいいんじゃな

いかなということを皆さんの前で所信の中でお示しをさせていただきました。 

  いろいろな媒体はございましょう。今はとにかくＩＴの時代でありますので、当然蟹江町
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のホームページを使って皆様方にお示しすることはもちろんでありますけれども、あと紙ベ

ースでの広報、それから、いろいろな健康日本21ですか、蟹江町では活き生きプラン21とい

うことで、保健師が中心となって蟹江町のイベント等々に出向きまして、いろいろな健康に

対する啓発・啓蒙運動をやっておるわけでありますけれども、そこの中でもやっぱりやって

いかなきゃないかんのかなと。保健センター、健康推進課を中心として、お見えになる方々

にいろいろ口頭で、紙ベースでこれからもお知らせをしようかなと。今までもやっておりま

すけれども、より以上、23年度は強化していこうと、そういう考え方でスタートをさせてい

ただいておりますので、ぜひともご理解をいただけるとありがたいというふうに思います。 

  ２つ目で、２つ目というのか、順番に言っておきます。 

  高齢者の福祉事業ということでありますけれども、これは大変深い意味がありまして、蟹

江町、今現在、高齢化率が20％、外国人を含めますと、20％弱、19.9％という数が出ており

まして、65歳以上の方が7,500人になろうかという状況に実はなっております。そんな中で、

今御指摘をいただきました蟹江町にございます特別養護老人ホーム、カリヨンの郷でありま

すけれども、今、入居の待機をしてみえる方、待ってみえる方が、これ手元の資料で、平成

23年３月の時点でありますけれども、こちらでちょっと調べさせていただいたんですけれど

も、184人というふうに聞いております。 

  そんな状況の中で、今現在、地域密着型の福祉施設入居希望者、これは小規模のも含めま

して、定員が29人の建設をカリヨンの新千秋、今ございます。そこで今申請をしておりまし

て、24年１月の開設を目指して今スタートをしております。29床でありますけれども、少し

でも待機をしてみえる方にこれで光が注がれるのかと、まだまだ施設が足らないのも十分理

解をしておるわけでありますけれども、なかなかこれは中学校区ということもございますし、

やみくもに広げるというわけにまいりませんので、何とぞご理解を賜りたいなと。 

  ただ、もう一つ、グループホームの増設も実は行っておりまして、これも同時期、22年度

に９床でありますけれども、今現在９床あるわけでありますが、密着型のグループホームと

いうことで、これもカリヨン新千秋のすぐ横に今、22年度、今年度中に建設ということを聞

いております。 

  実は、グループホーム、もう一つございまして、シャルルが１つございます。これも今18

床実はございまして、これも地域の方に大変喜ばれているわけでありますけれども、議員指

摘の施設等々についての増強、これもこれからどんどんニーズがふえていくんじゃないかな

と、こんなことを思っておりまして、施設の増設をすればいいという問題では実はないわけ

であります。実は介護認定者数も、先ほど65歳以上の方が7,500人を今超えている状況であ

ります。それから、介護認定の方、要支援１、要支援２、要介護も含めて1,000人以上、

1,044人だったと思いますけれども、もう年々ふえておりますし、当然施設に入りたいとい

う要望の方が、これは介護認定の方よりすごい勢いで実は要望がございまして、どんどん施
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設の不足がこれからも加速化していくんじゃないかなと、こんな懸念をしております。 

  これは我々蟹江町だけではなくて、海部郡全体、それから愛知県全体の問題、日本全体の

問題でありますので、これは地域の首長さんとしっかり話をしながら、お互いに協力体制を

しっかりとっていきたいなと。それぞれの地域で高齢化対策をより充実していかなければい

けないなという、そういう時期に、もう既に入っておりますので、頑張ってやってまいりた

いなというふうに思っております。 

  続きまして、小・中学校における空調の問題をご質問いただきました。これはほかの共産

党の議員さんからも毎年大変ご迷惑をおかけをいたしておりましたし、特に、昨年の夏の酷

暑、これは我々も痛感をいたしておりますし、異常気象と言ってみればそれまででございま

すけれども、ことしも大変暑い夏が予想されるんではないかということも踏まえて、全小学

校、蟹江町のすべての小学校に扇風機を今年度設置をしようじゃないかということで予算を

計上させていただきました。時期につきましては、扇風機については早急に、今予算審議が

これから始まるわけでありますので、今軽々に申すことはできませんが、議員の皆さんにご

協力をいただき、ぜひとも予算を通していただいて、早急に通ったならば、即これもスター

トをさせていただき、７月の早い時期に何とか扇風機が取りつけができないのかなと、こん

なことを思っております。 

  ただ、空調、クーラーですね、このことにつきましては、蟹江中学校につきましては、耐

震等々についての増築がございましたので一部空調が整っております。しかし、北中学校に

つきましては、全くそれがございません。そういうこともＰＴＡ、学校関係者、いろいろ御

指摘を賜っておるわけでありますが、北中学校に何とかクーラーをということで、ただ、議

員も御承知おきいただいていると思いますけれども、クーラーをつけるということになりま

すと、電圧不足、キュービクルの増設が必要であります。このキュービクルにつきましても、

設計等々の関係がございまして、通年からいきますと、仮に予算を通していただいて、多分

5,000万以上の事業になると思います。そうしますと、これ当然議員の皆様にご可決をいた

だけなきゃいけない、そうなってきますと、５月の臨時議会、逆算してまいりますと、９月

ぐらいになってしまうんですね。これではいけないんじゃないかということで、早急にうち

のほうとしても対処をさせていただき、仮設の空調施設でも何とかできないかということも

今検討をしております。 

  ただ、ここで軽々に言えることではございませんし、まだ予算を通していただいているわ

けでもございません。我々としては一日も早く予算を通していただければ、空調についても

スタートをさせていただきたい。できれば７月の時期に、暑い時期に入る前に何とか一部で

もクーラーをということで、扇風機も一緒でありますので、一生懸命頑張ってつけていきた

いなと、こんなことを思っておりますので、何とぞよろしくお願いをいたしたいというふう

に思っております。詳しい数字につきましては、また、資料等々お渡しいたしますので、お
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許しをいただきたいなというふうに思います。 

  それから、本町のエコステーションのことについてのご質問であります。 

  この一番最初につくりました学戸のエコステーション、これは常設型の資源ごみ置き場と

いう、ちょっと難しい名前をつけさせていただいたんですが、どうしてこういう考えに至っ

たかと言いますと、これ議会でもたびたびにご説明を差し上げていますが、ひとり住まいの

方、それから夫婦お二人でお住まいの方、それからマンション住まいの方、どうしても部屋

が狭いということで、１カ月に一度の資源ごみの回収では、とてもじゃないですけれども、

ペットボトル、トレー、缶、瓶が置いておく場所がないんだということをタウンミーティン

グだとか、それからまちづくりミーティング、それから町内会長さんからいろいろご意見を

数年前から実は寄せられております。資源ごみの中にペットボトルだとか、そういう缶を置

く場所をふやしたらどうだというご意見も実はあったわけでありますが、なかなか地域では

管理し切れないということも実はご指摘をいただいております。 

  また、今現在、51カ所ある資源ごみ置き場の中でも、そこにペットボトルを置いたらどう

だというご意見もありますので、順次これは増設をさせていただくということもありますが、

とりあえずは、ひとつそういう資源ごみ置き場を常時置けるところをつくっていただけない

かという要望がありました。 

  そんな中で、これちょうど２年前でありますけれども、そんな中で、じゃ新たに土地を購

入して、建物を建てるだけの余裕もございません。行政改革の中で、蟹江町の中で行政財産、

普通財産を含めて未利用地のチェックをさせていただいた中、たまたま学戸のこの区画整理

事業の保留地が、大変いびつな土地ではありましたけれども放置をしてある土地がございま

した。近隣の方、それから地域の区の方にもご相談を申し上げ、ここにこういうものを設置

させていただいたらどうなんだろうと。最初は地域の方から実はノーという答えをいただき

ました。それはどうしてかと言いますと、ここは静かだったんだけれども、たくさんほかの

方が来るとうるさくなるというのが１つ。それから、何か不愉快な物を持ってこられるんじ

ゃないかということも、そういう懸念もございましたので、最初は非常にノーの答えが多か

ったんですが、しっかりご説明を差し上げたら、そんなことなら私たちも管理をさせていた

だくという大変好意的なご意見をいただいたもんですから、とりあえず試験的にということ

で、学戸の今資源ごみ置き場、エコステーションという名前をそこでスタートをさせていた

だきました。 

  当初は、１カ月に二、三百人の予定だったんですが、すぐに火がつきまして、今は１カ月

当たり1,000人以上の方がご利用をされております。しかも、担当していただいている方、

再雇用にもなったわけでありますけれども、シルバーの方だとか、それから環境美化指導員

の方だとか、多種多様にわたっておりますけれども、数人の方がローテーションを組んで今

管理に当たっていただいております。 
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  私もたまに寄ってご意見を賜るわけでありますが、大変遠いところから来ておみえになる。

特に、本町、ＪＲより北、それから舟入、それからほかの方、地域の方も実はおみえになる

ということも聞いておりますけれども、今地図を広げて、どこからおみえになったんですか

という実は調査をずっとしたところ、やはり本町地域が多かったということで、これは各地

区につくったらどうだということで、一部の方にお話をしたんですが、学区に最終的には１

つずつあったほうがいいのではないかと、まだこれはないかという段階でありますけれども、

そういう中で、本町地区に、これも保留地、町の土地がございましたので、これも全く未利

用地でありまして使ってございません。それを有効利用ということで、近隣の方にお話をし、

また、地域の町内会長の皆さんにもご理解をいただいて、今年度エコステーション、本町エ

コステーションがスタートしたという経緯であります。 

  今、１日に、最初は周知徹底が大変悪くて非常に少なかったというご意見もいただきまし

た。今そこで活躍をしていただいている方々にいろいろな要望を聞きまして、広報を出させ

ていただいたり、区からの回覧を回していただいたりしておりまして、今１カ月に大体600

人から700人の利用が、ちょうど開始してから３カ月でありますけれども、なるような状況

になっております。まだまだ電気、水道等々来ておりませんけれども、いろいろな要望をこ

れから聞きながらやっていきたいなと。 

  ただ、あそこは新本町線で交通量が大変多うございます。それと、どこにあるかわからな

い、通過してしまったという、そういう意見も聞いておりまして、今議員ご指摘の表示等々

についても、心がけさせていただきますし、今後とも啓発・啓蒙、それから周知徹底には努

めていきたいなと、こんなことを思っております。 

  それと、蛇足でありますけれども、特にペットボトルについて、平均大体これは業者の方

にお伺いをしたんですが、３万6,000人ぐらいの地方自治体の規模でありますと、200トン前

後ぐらいのペットボトルが出ても不思議ではないのに、蟹江町は80トンから85トンぐらいし

か出ていないと、これはちょっと少ないんじゃないかと、町長調査をされたらどうですかと

いうことを以前に聞いたことがございます。我々は地域の方にいろいろお話をし、環境美化

の方にもご相談をしたんですが、やはり粗大ごみ、生ごみ、それから不燃ごみの中に、ペッ

トボトル、缶、瓶が相当混入しておる現実がまだまだあるというふうに聞いております。 

  そういう意味で、この資源になる、ごみというより資源になるものを無駄無駄ほかるんじ

ゃなく、焼却するんではなくて、ペットとしてリサイクル、３Ｒの理念をしっかりと町民の

皆さんに理解をしていただくべく啓発・啓蒙にもうちょっと力を入れなきゃいかんのかなと、

こんなことを思っておりますので、何とぞご理解を賜りたいなと、こんなことを思っており

ます。 

  次に、蟹江川の水辺スポットのご質問をいただきました。 

  これも平成19年から県との合同というのか、県にお願いして水辺スポットの再生計画の中
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で、水辺のスポットの整備をさせていただきました。親水公園というものではありませんけ

れども、蟹江川、一番開けたところ、地区で言えば舟入地区と鹿島地区にまたがる右岸、左

岸堤の整備ということで、県費が9,000万、町費で１億1,000万という大変大きなお金をかけ

まして、蟹江町のシンボルチックな水辺スポット地域を議員の皆様方にご理解いただきなが

ら、最終整備の年度に入っております。最終的には議会でもいろいろご答弁をさせていただ

きましたが、バーベキューのできる、憩いのできる、そんな水辺スポット、景観スポットに

したいなというのもひとつありますし、ただ、一部議員の方からも、つくるはいいんだけれ

ども、維持管理をしっかりするのにお金がかかるじゃないかと、とっていくだけなら何もな

らないというご意見も十分賜っておりますので、今後のこの22年度末までにトイレ等々の整

備をし、そして地域の皆さんにも既に左岸堤については舟入地区の方、議員さんも中心とな

って今現在維持管理をしていただいておりますし、いろいろなイベントも既に行われており

ます。大変ありがたく思っておりますが、右岸堤につきましても、これも地域の方、当然議

員さんの皆さんにもご協力を賜ることになると思うわけでありますけれども、蟹江町がかつ

て行いました花いっぱい運動を再度この堤防で行ったらどうなんだとかいう、そういうご意

見も町民の皆さんからいただいておりますので、ぜひともその地域についてのふれあい事業

ということで、これからもやっていきたいなと、こんなことを思っております。 

  特に、つくっただけで、仏つくって魂入れずじゃありませんけれども、維持管理が大切で

ありますし、当然蟹江川の水辺景観を生かした非常にすばらしい地域であります。多自然型

の堤防もつくっておりますし、一部の方に水生植物を植えていただいております。また、蟹

江町のこれから名物であろうアカテガニ、ベンケイガニも今生息の、テスト段階で生息を今

しております。そういうことも含めて、あそこの水辺景観をこれから蟹江町の宝として皆さ

んと一緒になって守っていきたいなと、こんなことを思っておりますので、何とぞ米野議員

も別の形で蟹江町にいろいろなこれからお力添えをいただければありがたいというふうに思

いますし、当然完成の暁には地域の皆さんにいろいろお願いをすることがあると思います。

まさに協働のまちづくりを我々も一緒になって皆さんとやってまいります。そのシンボルだ

というふうに理解をいたしておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  次にでありますけれども、消防指令台デジタル無線の共同整備に係るメリット、デメリッ

トのお話がございました。 

  このことにつきましては、先般全員協議会でお示しをさせていただきました。デジタル電

波につきましては、この７月からテレビについては地上デジタル放送が始まりますよという

のは、いろいろ啓発・啓蒙、総務省からありますし、テレビにも必ず今テロップが出るわけ

でありますけれども、消防指令につきましては、平成28年度がデジタルのスタートでありま

す。それに先立ちまして、蟹江町も消防指令本部はありませんが、指令はありませんが、消

防本部として町民のいろいろな救急、それから消防体制の今受信を受けておるわけでありま
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す。蟹江町も小さなＧＰＳを持っておりまして、電話がかかってきますと、担当者が瞬時に

そこの場所を自分たちの力で確認をしながら出すわけでありますけれども、今後、海部郡に

は５つの消防本部があります。蟹江町を入れますと、蟹江町も指令台をつくるということに

なれば、蟹江町だけでこの指令台をつくり、デジタル化をしますと、本当にデジタル化だけ

でも２億数千万、これは概算でありますけれども、かかります。消防指令を整備しますと、

７億円近くかかるというあれも出ております。 

  これは私どもだけではなくて、南部消防、それから愛西消防署、津島消防、東部消防署も

同じ問題を抱えておりますので、これは広域行政の最たるものだというふうに理解をしてお

ります。負担金の問題等々、いろいろ首長さんと町長発信の話があったわけでありますが、

皆様方にお示しをした費用対効果、大体30％から35％ぐらいの費用で皆さんはできるという

ことなんで、これを進めていきたいなというふうに思っております。 

  ただ、概算要求でありますので、概算でありますので、これからきちっと海部南部消防が

中心となって協議会を立ち上げ、我々も当然その協議会に具申をするわけでありますけれど

も、皆さんの貴重な税金を無駄なくきちっとこれを使わせていただくために、これからも協

議を重ねてまいりたいなと、こんなことを思っております。 

  ただ、ご質問の今後そういう指令が、デジタル指令が統合された場合のデメリットであり

ますが、これは当然蟹江町だけのことを申し上げますと、蟹江町から担当者が大体３名の予

定でありますけれども、出てまいりまして、蟹江町には専用子機を当然お示しをしました。

置きますので、そこの指令がありましたら、当然蟹江町に指令が瞬時に入ります。電話を受

けますと、大画面にどこからの電話だというのがすぐに表示をされます。表示をされると、

すぐその表示をされたのが子機に伝わりまして、すぐ消防車、それから救急車が出動できる

ような、そんな体制になっておりますので、デメリットはないというふうに考えております。

ただ、人数的にどれだけの規模になるかということについては、まだまだちょっとこれから

あります。 

  それと、先ほど言いました地震が発生した場合はどうなんだということになりますと、こ

れはもう地震というのは地域に限ってひどいところ、ひどくないところありますが、この地

域も、先ほどちょっとニュージーランドの地震のこともおっしゃいましたが、このことにつ

きましても大変痛ましい事故でありまして、本当に心からの冥福をお祈りしたいわけであり

ますけれども、地域が断片的に限られるわけでありませんし、当然液状化が起こるというの

も想定、安易に想定されるわけでありますので、一番ひどいところがあれば、優先的にそこ

に行くという、そういう指令を多分出しますので、そのことについてのデメリットはないと

思います。当然そこが集中すれば、５つの本部から集中的に応援協定に結んで、そこに救助

が入るわけでありますので、そのことについても、きちっとシミュレーションをこれからし

ていきたいなと。 
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  私も知識不足で大変申しわけなかったんですが、ニュージーランドも、あそこは堆積地で

ありまして、この辺と非常によく似ているということで、液状化が現実に起こったというこ

とも聞いております。耐震基準も日本とは若干違うということでしたんですが、27人の方、

300人以上の方がまだ行方不明になる方もまだあるというふうに聞いておりますし、地域の

情報もまだまだ錯綜しているということでございます。大変痛ましい事故が東南海、東海地

震もこの先30年以内に起き得る可能性は85％から90％だというふうに言われておりますので、

いつ起きてもおかしくない、そういう体制もきちっとやりたいなと思っております。 

  続きまして、民間木造住宅の耐震でありますけれども、このことにつきましては、議員ご

指摘をいただきました昭和56年以前の木造住宅に関しての調査をさせていただきました。こ

れはデータでありますけれども、平成15年から22年度までの実績444戸、これは無料診断を

行っております。また、16年度から22年、若干オーバーラップいたしますが、これが極端に

少なくて23戸ということであります。報道でありますけれども、国の予算が実は臨時的に30

万余分につきまして、実は今60万円の補助がつきまして、無料耐震診断の結果が0.7以下の

方、そして、これを１以上にするということで60万円の補助があるということは議員もご承

知おきいただいておりますが、国のこの補助対象が今年度だけでありますので、とりあえず

ですよ、来年度はまだわかりませんが、蟹江町としては今11件の申し込みがあるということ

で、今申し込みをストップしております。10件程度の予算ということで、地域でいろいろ分

配、多いところもありますし、少ないところもあります。弥富はたしか５件ぐらいだったじ

ゃないかなというふうに思います。 

  ただ、一たん診断を受けますと、不安だけが募って、いざ耐震の改築をやりますと、200

万から500万という大変高額なお金がかかるということの不安もあるやに聞いておりますが、

今後、これの啓発・啓蒙運動もしっかりやってまいりたいなと、こんなことを思っておりま

すし、もうちょっと、これは議員の皆さんに怒られるかもわかりませんが、もう少し啓発・

啓蒙をやれということだと思います。私もちょっと意外だったんですが、平成21年度にダイ

レクトメールを実は送らせていただいたのが1,000件、平成22年度は400件でありまして、耐

震診断を行った方に、再度ダイレクトメールを送ったんですけれども、余り回答が多くなか

ったんですが、ここへ来て、ちょっとふえてきたという傾向にありますので、これだけはご

理解を賜りたいなというふうに思っております。 

  あと、川の駅構想であります。 

  確かに所信表明では若干述べさせていただきましたが、川の駅構想自身がひとり歩きをし

ているんじゃないかということも否めない事実であります。ただ、川の駅構想というのは、

どうしてこの経緯が始まったかというと、この総合福祉センターの老朽化ということもひと

つあります。それから勤労体育館の老朽化、とにかく老朽化というのがひとつあるわけであ

りまして、あと、既存の社会福祉協議会の今後のあり方、それから老人対策、子供対策、そ
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れから生涯スポーツ、それから生涯学習のあり方、そのあり方もありますし、現時点ではコ

ンセプトは何だとしっかりお示しをいただきたいとということでありますが、まだまだ今の

時点で青写真がしっかり示せないのが大変申しわけなく思っております。 

  特に、今自分が力を入れたいなと思いますのは、所信にも述べさせていただいたとおり、

協働でのまちづくり、民間の皆さんのお力を活用して、我々も一緒になってやりたいと。議

員の皆様方にお願いすることが多々あると思いますけれども、健康づくり、それから福祉の

向上等々、もう一つは７つのＫの頭にあります観光事業のＰＲ、それから地産地消の向上

等々も含めて、交流の促進をしたいなと、これは当然住民活動も含めてでありますので、そ

の交流の場にしたいなということで、川の駅構想を出させていただきましたが、これにはた

くさんのこれから皆様方のお力、それからご意見がいるというふうに思っておりますので、

軽々に箱物をつくってどうという問題では全くありません。それだけはご理解を賜りたい。 

  また、もう一つは、職員の中でもこれプロジェクトを今チームをつくっております。若手

職員もありますし、経験の深いベテラン職員もこのプロジェクトに加わっておりますので、

これが１つ。 

  それから、県のサポーター制度を利用して、この地域に住んでおみえになります県職員の

皆さんにもご意見をいただいてデータは持っておりますので、これもこれからどんどん活用

していきたいなと。議員の皆様方もいろいろなところへご視察に行っておみえになると思い

ます。新潟県の見附市へ行かれた議員の方もありますし、我々も大阪へ行ったり、水の都大

阪へ職員が出向いていろいろな知識を今深めておる。今、まだまだそういう段階であります

ので、大変申しわけなく思いますが、まだまだ皆様方の中でお示しをできるということがご

ざいません。 

  ただ、景観を利用した場所でありますと、今の福祉センターあたりがよかろうかなという

感じでありますので、きちっとしたお話し合いをこれから進めていく中で、議員各位にもき

ちっとした計画がお示しができれば、23年度にお示しをさせていただきたいなというふうに

思っております。 

  事業仕分けでございますが、蟹江町版事業仕分けを行いたいということで、実は国の総務

省の方にもお願いをして、スタッフを派遣をしていただくという話をしておりましたが、い

ろいろな都合でこれがちょっと頓挫をしてしまいました。今のその仕分け事業をやめたとい

うことでありませんが、担当していただく方がちょっと別の課へ移動してしまったというこ

ともありまして、今現在、折衝しております。 

  ただ、蟹江町としては、私の考え方、機構改革をこれからどんどん進めて、当然ことしも

やりますけれども、いろいろなところを統合、統廃合しながら、特に事務事業の見直しから

初めていきたいなというふうに思っております。 

  特に、一番難しいのは、３万7,000人の自治体として、これから何が必要で何が不用だと
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いうことを町民目線からしっかりと見ていただく方をまずどういう形で選定するのかという

ことが大きな問題だというふうに思います。 

  特に、蟹江町はＮＰＯ法人だとか、それから、そういう団体が育ちにくい町だというふう

に言われております。それはどういうことなのかなということを私が思いますと、これは私

の考えであります。個人的な考え方でありますが、やはり行政サービスが今までは行き届い

ておったのかなと。逆に言うと、かゆいところに手が届いておった、そういう行政がずっと

続いておったのかなと。これはうがった見方だと言われれば、それは違うかもわかりません

が、ひょっとすると、そういう方々が、一生懸命地域の方が自然にもうそういうＮＰＯ法人

に近いような、そういうまちづくりをしておみえになる町なのかなと。あえてＮＰＯ法人が

できなかったのはそういうことなのかなということも考えるわけでありますけれども、いず

れにしても、きちっとしたコーディネーターを置いて、事業仕分けになるのか、それとも事

務事業のワケになるのか、蟹江町のこれからの考え方をしっかりと、これ23年度に、早い時

期にお示しをさせていただきたい、こんなことを思っておりますので、どうぞよろしくお願

いしたいと思います。 

  国の事業仕分けも今大変なことになっておるというふうに聞いております。絵にかいたも

ちに終わるということではなくて、本当に地についた事業仕分けをしてみたいなと。もう既

に行政改革の中で仕分けが行われているところもひょっとしたらあるのではないかなという

ことも議員各位もお思いだというふうに私は理解しております。 

  最後になりましたけれども、地産地消の中での乾燥いちじくの話が実はございました。今

年度から実施をさせていただきました蟹江町の名物探しはどうなんだと。これも商工会と共

同でやりまして、皆様方一度東海農政局、これは農林水産省のホームページ、一度見ていた

だくとわかりますが、蟹江町観光協会といちじく生産等の連携による蟹江産いちじくＰＲ及

び特産品……という、こういうホームページが実は載っております。非常に蟹江町こんな取

り組みをやっておるんだということで、称賛の文書もございますが、方や問題点もきちっと

これ羅列して書いてあります。やっとこういう段階に蟹江町が来たんじゃないかな。今後１

次産業に携わってみえる方、また、1.5次産業に携わっている方、特に加工品に、そういう

方に声をかけていただき、今議員ご指摘いただきましたいちじくに言及するわけじゃないで

すけれども、いちじく生産、白いちじくは何千トンという実は、何トンですね、かつては貨

車いっぱいに名古屋市場に送られた時代もあるやに聞いておりますし、現実的にはデータも

出ておりますけれども、今現在も相当の数のいちじくが蟹江町の市場から向こうの市場に、

名古屋の青果市場のほうに3,174キロという実績が実はあるわけです、平成22年度。これも

びっくりいたしまして、これだけの実績が今現在ございますので、これを倍増して１次産業

の収入にふやしていただいても結構ですし、今ご指摘をいただいた乾燥いちじくのそういう

技術があれば永年的に、これはいちじくを活用して蟹江町の名物に、これはひょっとしたら



－126－ 

できるんじゃないかなと大変いいご意見をいただきましたので、今後そのソフトクリームに

してもよし、パウダーにして食べてもよし、そういうことを商工会も中心となって観光協会

もしっかりとこれも研究していきたい。また、ご意見を賜ればというふうに思っております。 

  最後になりましたけれども、大変ちょっと長くなりましたが、以上でしたね、どうぞよろ

しくお願いしたいと思います。答弁漏れがありましたらお願いいたします。 

○４番 米野秀雄君 

  非常にご丁寧なご答弁ありがとうございました。 

  一番初めにお伺いしました疾病予防の関係でございます。今、蟹江町の小児科を扱われる

病院では、こういうものが、こういうチラシが、チラシと言っては語弊があるかわかりませ

んけれども、愛知県医師会、愛知県小児科医会というところでカウンターといいますか、そ

こで自由にいうことで出ております。また、当町が緊急病院といいますか、搬送する病院の

中で、液済会病院ではこういう小児科のほうですけれども、こんなときはどうするのという

ことで、子供さんの症状に応じて、こういうふうです、こういうふうです、こういうときは

ぜひ緊急病院へというような案内もされております。これを町としてやるには当然ですけれ

ども、一定の資格がないとできないかもわかりません。その辺については不勉強で自分とし

ても知識がないわけでありますけれども、保健センターでいろいろと子供さんの症状等々に

ついて相談に応じていただいております。 

  そういう中で、もう少し立体的なものができないのかなということをふとこの前考えたわ

けであります。これはちょっと数量、ちょっと余分にとってきましたので、また後ほどお渡

ししますけれども、そういう対策ができるかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○町長 横江淳一君 

  私まだ詳細を熟知しているわけでございません。大変答弁がたどたどしくて申しわけなく

思っております。当保健センターも、ワクチンもこれから地方自治体でおやりなさいという、

そういう指令が実は来ております。それで、今年度保健師の採用を行いまして、来年度から

１人増員という形で保健センターの体制も強化をしてまいります。予算にも上げさせていた

だきましたが、保健センターの中もちょっと模様がえをさせていただき、老朽化をしている

建物のメンテナンスも実は行う、これを機に体制も強化をしていきたなというふうに思って

おりますので、今その米野議員がお示しをいただきました資料。また、うちの担当のほうに

お渡しをいただき、蟹江町でできることがあれば、早速取り入れることができれば、これら

の検討に値することだというふうに思っておりますので、何とぞ資料提供等々よろしくお願

いしたいと思います。 

  以上であります。 

○４番 米野秀雄君 
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  ありがとうございました。 

  もう１点お伺いします。地震対策についてであります。 

  今までややもすると、阪神淡路大震災があり、中越地震もあり、福岡もあり、あるいは仙

台もある、あるいは先ほど申し上げた駿河湾沖の地震もございました。それでいろいろちょ

っと研究というわけではありませんけれども、思い描いたときに、例えば阪神淡路大震災が

起こってから16年、17年ですか─になるわけでありますけれども、私たちが一番興味を示

さなきゃいかん、研究しなきゃいかんというのは、ちょうど被害のあった神戸ですね、神戸

の復旧についてもっと研さんするべきじゃないかなというのが私の結論でございました。 

  と言いますのは、ああいう大きな災害を経験して、そしてまちづくりとして今再生された

わけです。どういうようなところに重点を置いて、どういう対策を打たれたか。例えば道路

情勢はどうなんだ、水道情勢はどうなんだというような視点から対策を打って、二度とそう

いう轍を踏まないという参考になるんではないかと、そんなことを考えました。 

  ちょっとこれは私の個人的な見解でございますので、一概にこうだということを断定する

わけではありませんけれども、そういう視点でその対策等についてお考えいただくことはで

きないかどうか、最後にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○町長 横江淳一君 

  本当に平成７年１月17日、我々にとっても皆様方にとっても、画面での映像でしか味わっ

てこない、あれを見ただけでも大変恐怖を味わった阪神淡路大震災の悲惨な状況でありまし

た。数千人の尊い命がこの地上から消え去ってしまって、何ていうことなんだろうと、本当

に地獄絵図を見ているような状況であった、私もそのときの記憶は今でも生々しく残ってお

ります。 

  そんな中で、特にひどかった長田地区の状況、それから長田地区にお住まいの皆様方の意

見がいろいろな回顧録等々、今になって本で出されたりしております。私も見る機会があっ

たり、それから神戸にお邪魔をしたときに、そういう防災センターのようなところがありま

して、語り部の方がその当時の状況をしっかりとお話をさせていただいたということであり

ます。 

  ただ、今議員ご説明をいただきました、その状況ではなくて、今後、それに伴い、その後

の再整備について、町長どう思っておるんだということだと思います。 

  実際、その状況にならないと我々としても非常にわかりづらい問題があります。ただ、特

にこの蟹江町は11平方キロという小さな町でありますけれども、市街化を形成しており、な

おかつなかなか区画整理事業が進まなくて、昔のにぎわいというのか、昔の市街地そのまま

の状況で都市計画もままならない地域ってたくさんこの地域にもあるわけでありまして、そ

こがもしも地震に襲われたらどうなんだろうなと、我々も実は本当にぞっとする状況であり

ます。 
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  ただ、今現在、自分の頭の中に、どうなんだと言われますと、こうして、ああしてという

詳しい知識を持っているわけではありません。ただ、そういう状況になれば、それなりに地

域の皆さんとしっかりお話をさせていただき、きちっとした道路整備、それからインフラ整

備も当然考えていかなきゃなりません。そういう意味で、今後お示しをさせていただきます

都市計画のマスタープラン、そこにまた反映をしていければいいのかなと。特に、市街化地

域をどこにこれから設定するのか。それから、ここはどういう地域にするのかということを

今までが無造作に場当たり的にやってきたというわけじゃありませんが、今後はやはりきち

っと目的意識を持って、この地域にインフラ整備をして、この地域にはどうするんだという

ことをお示しをしてスタートすることが一番肝要かなと、こんなことを今思っております。 

  いずれにいたしましても、今後つくる都市計画づくりについては、災害に強い、それから

地域がこれからも長い間皆さんと一緒に、ともに分かち合えるような、そんな住んでみてよ

かったようなまちづくりがこれからは期待されるわけでありますので、また、議員各位、特

に、米野議員にはいろいろな意味で大所高所にわたりましてご意見賜ればというふうに思っ

ております。 

  答弁になったかどうかわかりませんが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○４番 米野秀雄君 

  ちょっと質問が舌足らずで申しわけございません。神戸地域の中でも、非常に液状化があ

って、多く発生して被害が拡大したということもございます。それが現時点において非常に

復興が目覚ましいと、当然その液状化する地域であるということを念頭に置いての復興であ

ると思います。それらの留意された項目等については、当町も参考になるんじゃないかなと

いうふうに思慮したものですから、ちょっと雑駁な質問で恐縮でしたけれども、お伺いした

わけです。このことにつきましては、ご答弁いただくことは必要ございません。 

  以上で私の質問を終わりたいと思います。どうも本当に雑駁なことばかり申し上げて失礼

申し上げました。 

  どうもありがとうございました。終わります。 

○議長 伊藤正昇君 

  以上で米野秀雄君の質問を終わります。 

  続いて、２番目 日本共産党代表 小原喜一郎君の質問を許可をいたします。 

  小原喜一郎君、ご登壇ください。 

（７番議員登壇） 

○７番 小原喜一郎君 

  議席番号７番 日本共産党の小原喜一郎でございます。 

  まず、日本共産党を代表して、町長の施政方針演説に対する質問を行いたいと思います。 

  まず最初に、ニュージーランド地震で被害に遭われた皆さん、まだ生存も確認できない方
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もたくさんみえるようでございますが、心からお見舞いを申し上げます。 

  さて、質問の第１でございますが、町長の施政方針演説という今回は標題でございますけ

れども、従来所信表明演説ということでございました。施政方針演説というふうに変えたの

は、これは蟹江町政、あるいは蟹江議会史上初めてのことではないかなと私思うわけであり

ますが、その思いですね、変えた思い、動機について承りたいわけであります。 

  私なりに所信表明と施政方針演説でどう違うかということについて調べてみました。広辞

苑の百科事典では、所信表明は信ずるところを披瀝するとうたわれています。それから施政

方針は政治を行うこと、またはその政治方針の演説ですね、というふうに書かれております。 

  ただ、古い百科事典や、あるいはマネー用語時点で見てみますと、まず、国会では、通常

国会の冒頭、内閣総理大臣が内閣全体の基本方針ですね、いわば公的な発言になるかという

ふうに思うんですが、内閣全体の基本方針について演説するものを施政方針演説というよう

でございます。一方、臨時国会や新しい総理大臣が指名される特別国会、あるいは総理大臣

による所信表明演説が行われる、こういう、では所信表明演説と呼ばれているようでありま

す。 

  所信表明演説は内閣の基本方針というよりも、内閣総理大臣みずからの考えを発表する演

説となっていると、こういうふうにマネー用語辞典ではなっておるわけであります。フリー

用語辞典も同じように、フリー百科事典ですね、所信表明演説というのは臨時国会の冒頭で

行う演説、あるいは特別国会で内閣総理大臣が指名、任命された後行われる演説、あるいは

国会の会期中で内閣総理大臣が交代した場合に行われる演説と、これが所信表明演説だとい

うふうにうたわれております。したがって、施政方針演説というのは、内閣総理大臣が内閣

全体の方針や重点課題を説明するようにしたと、こういうふうに述べられておるわけであり

ます。 

  そこで、蟹江町に当てはめてみますと、例えば、これからは町長選挙後最初の定例議会で

の演説というのは所信表明演説というふうになるでしょうか。町の方針や町長個人の所信と

いうことではなくて、いわゆるそういう区別仮にするということであれば、我々議会の側も

質問の内容、やり方も変えなくちゃならないということがあると思うんですね。つまり、個

人の信ずるところを披瀝する演説に対する質問と町の公の施策について表明する内容につい

て質問する内容では、当然質問の内容は変わってくるわけで、議会の側もその対応について

検討しなければならないということになっているわけでありますので、この点については、

きちっとご説明をいただいておく必要があるじゃないかというふうに思いますので伺いたい

と思います。 

  次に、２番目であります。 

  蟹江町を取り巻く政治・経済・社会の状況についての分析でございますが、町長の施政方

針演説の内容で見てみますと、今日に至るさまざまな政治・経済・社会の事件、あるいは問
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題点について、羅列程度に上げられているだけで、特徴的に今日の問題点がクローズアップ

されておりません。そこで、私は私なりに思う点について承りたいわけでございます。 

  まず第１に、この首長主導の地域新党が相次いで生まれていますね。この流れは、これか

らの地方政治に大きな影響を与える可能性が高い、新聞史上でもそのように言われておるわ

けであります。単に「大阪維新の会」だとか、河村たかしさんの「減税日本」だけにとどま

らないわけですね。ちょっと列挙してみたいというふうに思うんですが、「大阪維新の会」、

河村たかし名古屋市長の「減税日本」、大村秀章愛知県知事の「日本一愛知の会」、清水勇

人さいたま市長の「埼玉改援隊」、松山市の「松山維新の会」「地域政党いわて」、「京都

党」、国会議員も加わって「東京維新の会」など、流れがあるんですね。今後これは、とり

わけ名古屋市会議員の選挙の結果いかんでは、全国にかなり一定の影響を与えてくるのでは

ないかと、このように思うわけでありますが、この流れについて、今後、例えば蟹江町がこ

の影響を受けてどうなっていくだろうか。 

  既に蟹江町の町会議員選挙の中でも、その党を名乗る方もおるようで、聞くところにより

ますとございますけれども、例えば大村さんの減税についてだとか、いろいろ変化が生まれ

るわけでありますので、その点についてどう対応していくかということは、今の状況を見て

いく上で大事なことだというふうに思いますので、お答えをいただきたいと思うのでござい

ます。 

  それから、２つ目のでありますね、２番目の２つ目でございますが、民主党の進めている

地域主権戦略とのかかわりですね。これが12月議会でも伺ったわけでありますけれども、ど

のように、こういう地域政党がニョキニョキ生まれることとのかかわりで、どう変化してい

くかという問題ですね、どうなっていくか、これやっぱり蟹江町を取り巻く情勢の中で大変

重要な問題でありますので、承りたいと思うのであります。 

  ３番目は、いわゆる減税についてですね、この愛知県知事が多分実行するであろうことも

関連いたしますので、この減税についてどうお考えか承っておきたいと思うのでございます。 

  ４番目であります。国会での状況について、予算関連法案の議決の見通しがまだわかりま

せんね。予算案は通りましたんですけれども、ついきのうあたりは子ども手当についてのつ

なぎ法案を提出する云々ということを言ってみえるようでありますが、これも野党の皆さん

の了承を得られるかどうか見通しは非常に暗いと、こういうことが言われておるわけであり

ますが、蟹江町の平成23年度予算とのかかわりで、子ども手当どうなっていくか、時間切れ

になりますと、この法律そのものが平成22年度限りになっていますので、こういうこともあ

りまして、どうなるか、予算の取り扱いとしてどのように考えて、あるいは職員の実務や、

それとのかかわりでどうかという問題があるというふうに思いますので、この点についても

承っておきたいと思うのであります。 

  ５番目全体として、今の政治、これは地方政治も含めてですけれども、閉塞状況をどう打
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開するか、これは非常に、極めてこれからの蟹江町の取り巻く情勢の中で重要なことだとい

うふうに思いますので、この点について、この５点にわたって２問目で承りたいと思うので

ございます。 

  次に、３番目でございます。第４章 誰もが元気に楽しく住み続けたくなるまちづくりに

関連してですね、これは町長の施政方針の中では、インフラ整備中心に幹線道路整備やＪＲ

蟹江駅北側整備、市街地整備事業、市街化の拡大、公園、住居表示、緑化、農業振興、商店

街の活性化、観光など、主に住環境整備を中心にして言われておるわけでありますけれども、

私はこれとあわせて、暮らし、福祉の充実がないと、末永く蟹江町に住んでいただけるよう

な状況にはならんと違いますかということは、かねてから言ってきておるつもりでございま

す。 

  福祉の充実、暮らしの不安を取り除くという点で言えば、どういうことが必要かというこ

とは、後の４番目で申し上げたいというふうに思うわけでありますけれども、この視点です

ね、つまり、単に環境整備だけでなしに、福祉、暮らしの支援、充実ですね、少なくとも、

他町村と比較して見劣りのしない福祉行政、福祉の充実がなければ、末永く住んでいただけ

るというふうにはならんのではないか。 

  ここに、つい先だっての国勢調査の結果載っているわけでありますけれども、蟹江町だけ

が海部郡下でいきますと、蟹江町だけがこの４年間でマイナス111名、あとあま市も愛西市

も、飛島村が私が12月議会のときに取り上げたのは、蟹江町とマイナスは飛島村だと言いま

したけれども、この４年間では飛島村は156人人口増になっているわけであります。つまり

蟹江町だけがマイナス人口であります。なぜだと、交通の便がいい、環境もそんなに悪いこ

とはない。なぜなのかということは、どうしてもやっぱり研究をして、そこの打開を図って

人口増、少なくとも平成21年度の決算で見ましても、１人当たりの調定額は数十万に上るわ

けでありますから、1,000人加わればどうなるでしょう。それだけの税収入になるわけでご

ざいますので、財政的な面も潤いを増して活気のあるまちづくりを目指すことができるので

はないか。人口がふえればふえるほど町の購買力も高まって、地域経済の活性化が生まれる

ということを申し上げたいわけであります。 

  さて、それであわせて12月議会で伺いました。町長さんが思っていらっしゃる職員像です

ね、将来住民本意のまちづくりを目指して、その中心になって働いていただく職員像ですね、

どうお考えかということをご質問申し上げたんですけれども、ちょっと具体的なご答弁をい

ただけませんでした。今回、末尾のところで、いみじくもやられておるわけでございますの

で、あわせてその点についても承りたいと思うのであります。 

  かつて、地方分権改革の中で出されたこの西尾試案のこの基準というのが、その基礎自治

体の一定のイメージというものが出されましたね。それは９月議会でしたか、６月議会でし

たかな、総務部長から……伊藤政策推進室長でしたかな、答弁をいただいたわけであります
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けれども、基礎自治体の姿を追求していくことについてうたわれているわけでありますけれ

ども、その基礎自治体をつくっていく上で、職員の能力、資質、大いに大事になってくるわ

けだと思います。 

  そこで、庁舎から飛び出して外で一定の活動をしていただくというのは１つの方法である

かというふうに思います。しかし、その行動する、この中心的な理念ですね、地方公務員が

どうあるべきかということをしっかり備わっていないと結果が出ないというふうに思うんで

すね。公共サービスの質と公共性の内容ですね、内容と基準をしっかりととらえた職員、あ

るいは専門性・科学性、人権保障と法令順守、実質的平等性、民主性、安定性などしっかり

と身につけた職員を育成する必要があるんじゃなかと思うわけでありますが、町長さんのお

っしゃる職員像、私反対でありません。一定の賛同を表明するんですけれども、なお一層、

このところをしっかり押さえた職員の育成が大事ではないかと思うんですけれども、いかが

でしょうか。 

  次に、４番目でございます。第１章 児童福祉、子育て支援など、暮らしと福祉事業充実

についてでございます。 

  先ほど申し上げましたように、暮らしの不安定さを取り除くということ、あるいは福祉の

充実を図る。少なくとも他市町村に負けずとも劣らない福祉の施策を実行していただくと、

これは非常に大事ではないかと、将来とも住み続けていただく上でですね。それで承るわけ

でありますが、私どもなりに、今日抜本的に見詰めていただいて、一定の施策が必要だとい

う、こういう項目について申し上げながら伺いたいと思うのであります。 

  まず最初に、国民健康保険事業についてであります。 

  これは単に蟹江町だけが大変ということではないわけであります。全国的に大変な状況に

なっていまして、全国各地で日本共産党はどこでも国民健康保険税引き下げよと、国会でも

１人１万円引き下げよと要求しています。愛知県に対しても１人１万円引き下げよと要求し

ています。蟹江町にも要求したいと思うのでございます。 

  収入が200万足らずで30万、40万の国民健康保険税でございますので、払えるはずがない

んです。それが平然とまかり通っておるわけでありますので、どうしても見詰めていく、あ

るいは抜本改正が必要だというふうに思うわけでありますが、しかし、なぜこの蟹江町、た

だ単に蟹江町だけの責任じゃないということを申し上げるかと言いますと、１つは、国がそ

の系統的な補助金の削減をやりましたですね。当初は医療費の45％であったものを給付費の

50％に切りかえたという点で、さらにいろいろなこの削減の項目が今日まで行われまして、

結局、全体の医療費の25％に落ち込んでいる、国が補助金がですね。ここに１つの原因があ

る。したがって、各市町村は独自でやるというのはなかなか大変ですので、一定の値上げも

しなきゃいかんということで、今日こういう状況をつくっているということですね。 

  愛知県の問題でとらえてみますと、これちょっと見ていただきたいと思うんです。ここは
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これです。これ棒グラフのほうが、この国保に対する県の補助金ですね、激変でしょう、こ

れ、７分の１になっているんですよ。27億が９億に減っちゃっているんですね。そして、で

すから、それと対照的に保険料は、この棒グラフです。これですね、この保険料はこのよう

に下がってきておるわけですよ。この実態があるからこそ、国民健康保険税を一遍見詰め直

す必要があるんじゃないかと。蟹江町では各町村が取り組んでいないのに逆行して、一般会

計からの繰り出して支援することもどんどん削って１億、私ども若いころは１億5,000万円

の一般会計からの助けをやっておったんですけれども、だんだん減らして、今日ではごく、

数千万になってしまっておるわけですね、うちとは逆になっているわけでありますが、他の

町村、弥富町は来年度に、なお、六、七千万積み上げて、３億ぐらい一般会計から繰り出し

て、国保に対する支援をやるようでありますけれども、こういう流れにすべきではないかと、

これが１つであります。 

  ２つ目、保育料の抜本的見直しでございます。 

  これも他町村に見劣りがしている、極めてひどい状況になっている実態です。例えば、生

活保護世帯は保育料ゼロで蟹江町もいいんですけれども、住民税非課税世帯ですね、これは

海部郡弥富市、愛西市、津島市、稲沢市、どこも取っていない。ところが蟹江町だけが

2,920円、３歳以上児で1,980円取っているわけなんですね。名古屋市も取っておるようです

けれども、それから均等割課税というところ、３番目の階層ですね、これは蟹江町は１万

2,680円未満児、３歳以上児で１万1,800円、他の町村どうかというと、弥富市5,500円だと

か、３歳未満児は3,600円と、愛西市が6,200円で4,600円、津島市が9,000円の6,400円、稲沢

市が8,900円の7,500円、蟹江町１万2,680円と１万1,800円ですから、めちゃくちゃ高いわけ

でしょう。200万以下の低所得層です、ここは。あるいは４番目の所得割ですね、第４階層

のところ、ここででも蟹江町は１万2,680円、同じ額になっていますけれども、よそはまだ

１万円いっているなんていうところはありません、名古屋市も含めて。このように蟹江町の

保育料は他町村に比べて、特に保育をしようとするところの部分が全く高い状況になってい

るわけでありますね。これはやっぱり抜本的に見直す必要があるのではないかと、他町村並

みにしていくには、いうことを指摘しておきたいと思うのであります。 

  子供の医療費、中学校卒業まで通院も含めて早急に無料にしていただくこと、これをやっ

ていただくこと、そうすると他市町村並みになるのではないかということですね。 

  それから、４番目、公共施設使用料金の抜本的見直しですね。子供会や、あるいはまた、

少年野球の皆さん、女子ソフトボールの皆さん、会費の中で使用料等を賄っているわけです

けれども、使用料を上げられて練習回数を少なくしたり、試合回数も考え合ったりしている

ようであります。これはやっぱり本当に利用しやすい公共施設になっていないわけで、これ

も見直していただく必要があるのではないか、これは４番目であります。 

  ５番目は、後期高齢者医療制度の即廃止と、高齢者の医療を無料にしていただく方法、こ
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れは全国でもまだ少ないですけれども、幾つか例がありますけれども、75歳以上のお年寄り

の医療費無料にしているという例があるんですけれども、それとあわせて特養ホームが極め

て少なくて、先ほど町長さんも触れておられました。定員オーバーが180人ぐらいですか、

こういう状況になっているそうでありますが、それを背景にして、どういうことが起きてい

るかというと、つまり、私の知っている方が病気になって医師へ連れていってほしいと要求

しても、ちっとも連れていってくれないと。それでいろいろ言うと、それ以上文句言うなら

出ていってもらいたいと、幾らでもあとはおるんだからと、こう言われたそうです。 

  こういう、これはこういう現状があるから、特養ホーム施設が少ない現状があるから、そ

ういう強気なことを言う状況になっているんではないかと思うんですね。蟹江町単独でやれ

とは申しません。いろいろ運動していただいて、この特養ホームの増設をぜひやっていただ

くようにお願いをしたいなと、こういうことをつけ加えて５番目の質問とさせていただきま

す。 

  第４番目の６番目でありますが、30人学級のそれなりの実現の見通しですね、できるだけ

早目に、早急に実現していただく方向にしていただきたいということ。 

  ７番目、中小企業支援と地域経済活性化を目指して、住宅リフォーム助成制度を具体化し

ていただきたいと。これらのことが全部やれるようになれば、他町村に見劣りしない福祉行

政になるのではないかと思うのであります。そうした中で、これなら何とか暮らしていける

かなと思っていただいて定着をしていただくようになるのではないかというふうに思うので

あります。 

  ５番目、３章の４ 上水道事業について、有収水率の向上のために蟹江川以東で調査を実

施するというふうに言われております。これで、大体何％調査を実施して、改修をしなきゃ

いかんわけでありますが、一定の調査の後、改修計画をお立てになるんじゃないかというふ

うに思うんですけれども、どこまで有収水率を改善することができるか、これ非常に大きな

問題だと思うんですね。今、90％程度ということでございますので、有収水率が。ですから、

水道料金全体の１割ですから、これを改善すれば相当の経費の節減ができるというふうに思

うわけでありますが、どんな計画で解決されるおつもりかどうか承りたいと思うのでござい

ます。 

○議長 伊藤正昇君 

  小原喜一郎君、あと３分です。 

○７番 小原喜一郎君 

  ６番目、第４章 ＪＲ駅前、蟹江駅前の、これは別の手だて云々ということが言われてい

ますね。ちょっと今までの交渉方向ではあきらめざるを得ないと言われて、別の手だてを検

討して、改めてＪＲと協議をするというふうになっていますが、この別の手だてというのは

どういうことかと。 
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  それから、４の６の農業振興事業について、これは町長さん、ＴＰＰを語らずして農業振

興はないと思うんですよ。ＴＰＰについてどう思われるのか。農水省が試算で食料の自給率

13％まで落ち込むと言われておる、今日では新興国がどんどんと生活水準も上がって、食料

の消費が多くなって、食料不足が始まり、食料の高騰が始まっていると言われていますね。

こうした中で、こんなことをやっておっていいかどうかということがあると思います。 

  第５章 行政改革、これは確認だけであります。行政改革の視点であります。 

  もう今日では痛みを住民の皆さんに分かち合ってもらうという言い回しは通らないという

ふうに思うんですね。この点についての認識を確認しておきたいと思うのであります。 

  次に、滞納対策について。 

  これは一言で申し上げますと、対象、滞納処分の停止、この措置を思い切って進めようじ

ゃないかと、今日の所得がどんどく低くなって、なかなか納められないような状況が生まれ

ている中で、これは滞納処分停止の措置ですね、これは思い切って進めて、３年経過すれば、

これはそれなりに消滅する、これは法第15条の７になっているわけでありますが、そういう

ことになるわけでありますけれども、どうしてもいかん場合、あるいははっきり方向が出た

場合は、つまり能力があると見た場合は、その過程の中で滞納処分の執行停止の取り消しを

かければいいという、これも法律で保障されていますので、思いますので、その方向で進め

られてはどうでしょうか、提案をしたいと思うのであります。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長 伊藤正昇君 

  小原喜一郎君があと１分の残りです。答弁については休憩後に行います。 

  10時50分から再開をいたします。 

  暫時休憩といたします。 

（午前１０時３３分） 

○議長 伊藤正昇君 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５０分） 

○町長 横江淳一君 

  それでは、ご答弁を申し上げます。 

  大変多岐にわたっておりますし、先ほどの議長のほうからちょっと答弁が長いんじゃない

かというご指摘をいただきましたので、決してそのつもりはなかったんでありますけれども、

丁寧にお答えしようかなと思ったのが、ついああいうことになりましたので、割愛させてい

ただくわけじゃありませんが、要点を絞ってご説明を差し上げ、また、予算審議で十分検討

していただけるのがほとんどでありますので、何とぞご理解を賜りたいなと、こんなことを

思っております。 
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  通告をとりあえずいただいた分で、一応ずっと箇条書きではいただいたわけでありますが、

十六、七実はございまして、それを羅列するだけでもちょっと時間かかりますので、しばら

くご辛抱賜りたいなと。 

  まず、所信表明と施政方針のことでありますが、先ほど米野議員にもお示しをしましたと

おり、私広辞林を引いておりますので、所信表明、信じるところを披露するという、披瀝す

るという、ああそうなんだと、施政方針はということもわかりますが、まさにそうでありま

して、４年に一度全体の流れを私は、ここは議会内閣制じゃありませんので、二元代表制の

中で皆様方にお示しをしたいという、それをしっかり分けたいということでこういうふうに

しましたので、何とぞご理解をいただきたい。 

  特に、施政方針については、その年度をしっかりと、その予算に対して皆さんにお示しを

したいという私の強い意思のあらわれだというふうにご理解をいただけるとありがたいと思

います。また、予算のときにまたご質問いただければゆっくりお答えいたしますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  あと、蟹江町を取り巻く国の流れ、情勢のことをおっしゃいましたが、これは確かにこの

ごろ既存政党ではなくて地域政党の力が台頭しておりまして、先般の知事選、それから出直

し市長選挙も含めてでありますけれども、今回４月に行われます統一地方選挙にもその流れ

が来るのではないか、確かに私もそう思います。ただ、本当に地域に根差した政党がこれか

ら育つか育たんかについては、もうちょっと時間がかかるんじゃないかなと、ここで云々で

きることではないかというふうに私自身は理解をしております。 

  それで、大阪維新の会だとか、例えば減税日本の会だとか、それから日本一愛知の会、確

かに既成政党は、地域政党はできました。できましたが、ただ名前がありまして、日本は二

大政党制はなかなか育たないというふうにいろいろマスコミでも言われておりますけれども、

いやいやまさに平成維新の時代でありまして、そういうたくさんの政党が出てきて淘汰をさ

れ、最終的には議会内閣制の中で日本がきっちりと精査をされていくんじゃないかな、その

１つの過渡の時点かなと、こんなことでありますので、私としてはたくさん出てきていただ

いていいのかなという感じはいたしております。 

  ただ、地域に根差した政党というのをしっかり皆様がお選びになって、自分たちのこれか

らの地方自治体の持っていき方を行政に任せるんじゃなくて、自分たちが選ぶんだというこ

との芽生えができたのは、確かに新たな政党が、地域政党が芽生えておかげだというふうに

思っております。 

  あと、民主党さんの進めていることにつきまして、私、地域主権というのは大賛成であり

ますし、ただ、新しい公共という言葉がつい最近出るようになりました。それはともあれ、

私のこれから目指している協働、ともに働き、ともに動き、ともに分かち合うという地域の

方、行政、そして議員の方も含めてありますけれども、これからは二元代表制の中で、この
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地域政党も含めて、地域のことは地域でやるんだという、そういう力をこれから、民主党も

まさに僕はそちを目指しているんだというふうに私自身は理解をいたしております。 

  あと、減税についてでありますけれども、これも河村たかし名古屋市長も減税をおっしゃ

っております。それから大村知事も新たに県税を10％減税するんだということもおっしゃっ

てみえますので、今後そういう施策が新たに出ましたら、我々の影響も含めて考えていかな

きゃならない。今ここで、だからどうなんだと言われると、なかなか多岐にわたりますので、

予算審議の場合でもるるいろいろなお話ができますし、実際愛知県の場合、特に、直接関係

あるのは愛知県の予算であります。これは議員ご存じのように骨格予算でありますので、６

月の補正をどのようにするかということがありますし、平成の楽市・楽座という言われ方、

ちょっとどちからというと、具体的な発言に欠けますので、まだまだ判断はなかなかできま

せんので、この程度にさせていただければありがたいと思いますし、仮に県が減税をすれば、

我々のほうにも影響はないわけじゃないというふうに思っております。 

  あと子ども手当につきましては大変危惧をいたしております。各種の法整備の中で、特に

民主党の目玉政策の子ども手当が予算は通りましたが、関連法案がなかなか通る見込みがあ

りません。つなぎ法案を今出しているところでありますけれども、与野党の攻防がこれから

あると思います。さあこれからどうなるんだと。我々としても、仮にこれが予算、関連が通

らない場合、当然児童手当というのが残っておりますので、それで出せるかというと、いや

いやそうではないんですね、今もうソフトが既に子ども手当のソフトで動いておりますので、

じゃこのソフト料をだれが出してくれるんだと、今度。大変細かい話になりますが、数百万

円かけてソフトを子ども手当用に変えてありますので、それをまず変えなきゃいけないとい

うのと、各種控除がそのまま行われしまいますと、逆に増税という形になってしまって、国

民、県民が非常に負担を強いるんじゃないかなと、こんなことも危惧されておりまして、今

現在、こういう状況であるということしか今わかっておりませんので、できれば、つなぎ法

案でもしていただいて、６月に至急に間に合うように、本来はもう国がやっていただくべき

でありまして、党利党略に今明け暮れている場合じゃもうないというふうに私は思っており

ます。 

  あと蟹江町の状態はどうなんだということでありますけれども、平成23年度、この後予算

審議を皆様方にお願いするわけでありますけれども、決して楽な状態ではないということも

事実であります。ただ、町税、地方税でありますけれども、堅調に推移をしていることも事

実であります。また、若干国の関係で法人税が下がるということも危惧しているわけであり

ますけれども、たばこ税の税源移譲だとか、いろいろなことも今行われているわけでありま

すけれども、町としても厳しい状況はもう変わりません。しかしながら、今現在やらなきゃ

ならないことに重点的に予算を投入して、最終的にはどれだけの起債があって、どれだけの

償還があるかという、そのバランスをしっかり見据えながら、これからも蟹江町のまちづく
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りをしていかなきゃならない。23年度は取ってかわってどうだということでは私はないとい

うふうに思っております。予算審議のときに、またこれはしっかりお話をしていただければ

ありがたいと思います。 

  それから、暮らしを取り巻く福祉充実、不安を取り除くことがどうだと、そのとおりであ

りまして、いつも小原議員がおっしゃってみえます蟹江町は観光と福祉の町だと、取り立て

て突出してこれをやってくれというわけじゃないけれども、蟹江町にいてよかったな、住ん

でよかったな、住みたいなというまちづくりをやっていかなきゃいけない、そこの中でるる

おっしゃいました職員像はどうなんだという、まさに私が目指しております地域に飛び出せ

公務員像、これはもう２年ぐらい前から若手職員の会をつくったらどうだだとか、それから

地域でいろいろな蟹江町の職場のそれぞれ改善提案を出してくれるような職員がいないのか

とか、これは行政改革の中で話し合いをいたしました。特に、３年前からつくりました夢づ

くり会議、これは部課長会とは全く別の組織でありまして、部長、マネージャーがすべて１

カ月に一度出まして、今現在行われているいろいろな施策だとか、それから近々に、国から

県から入った情報だとか、それから部署にあるいろいろな情報を寸時にほかの部署に伝える

という、いわゆるコミュニケーションの場であります。情報の共有を目的として３年前から

三十数回行われております。時間は大体２時間でありまして、座長は副町長が行っておりま

して、それぞれ皆さん自分の思いのたけをしっかりと話し合う会になって、やっとちょっと

ここへ来ていろいろなお話し合いができるようになったという、これからまだまだ充実をし

ていかなきゃいけない、そこの中で新たな職員像として、やはり地域に直接飛び出していっ

て、地域の住民の皆さんの意見を聞いて、そして地域の皆さんと一緒になっていろいろな事

業をしておく、ひょっとしたらこれは公務員でやらなくても地域の方がやれるんじゃないか

というのを当然見つけ出す情報の提供も必要でありましょう。特に、30町内会の皆様方は蟹

江町に何かをしていただこうじゃなくて、我々が何かをするから協力してくださいという、

そんな流れに変わったやに私は思っております。 

  この流れはとめることではなく、新たな公共という形でこれから出ていくと思いますし、

２年前から始まっております協働まちづくりモデル事業、これも既に町の施策として行った

もの数点ございます。観光事業だとか、それから環境の事業だとか、それから川を生かした

いろいろな事業だとか、それから子どもづくりのためのいろいろな事業だとか、地域、地域

によっての特性を生かしたいろいろな事業がもう今スタートしておりますので、このことに

ついても、また、予算案の中でしっかりとお示しをしていきたいなと。そういう中で公務員

の今後のあり方ということをしっかりとこれから公務員に、我々の289人の職員に植えつけ

ていきたいなと。これは私１人ではなくて、それぞれのマネージャー、それぞれの部署がし

っかりとやっていくべきだというふうに思っております。当然スキルアップも目標にしてい

きますので、公務員全員参加型地域おこしということを銘打って23年度はスタートしていき
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たいと思っています。よろしくお願いしたいと思います。 

  あと、国勢調査の結果でありまして、蟹江町は依然と、これは外国人の居場所が非常にわ

からないという部分も実はあります。ここに私も書類を持っておりますけれども、海部郡で

は実は愛西市も人口が減っております、この４年の間に。ただ、これ微減、ほんの少々であ

ります。蟹江町も111人、0.3％減ということでありまして、大変寂しい思いをしております

が、これから第４次総合計画の中のまちづくりの中で、区画整理事業もやる地域をしっかり

とお示しをして、皆様方に、この地域はこんな開発をしたらどうだとか、この地域はこんな

まちづくりをしたらどうだとかということを皆さんにお示しをしながら、人口増につなげて

いきたいなと。 

  特に、今駅北で区画整理事業を行っておりますし、平成25年に完了すべく頑張っておりま

す。これは組合施行ということでご存じだと思います。保留地の売買も始まったというふう

に聞いておりますし、できれば早い時期に、あの地域にきちっとした区画整理事業が完了し

て、すばらしい都市計画ができるといいなと、今こんなことを思っておりますし、富吉の駅

前の南側、エレベーターも完成いたしました。地域の方の交流の場所になればということで

蟹江高校跡地のことも含めて、あの地域の開発が一層進めばいいなかという具体的な策を調

査すべく予算審議、これも500万の予算を計上しておりますので、またご審議を賜ればとい

うふうに思っております。 

  あと東大の西尾教授の話も出ましたけれども、特に、職員のスキル、能力を今後も生かす

べきだというふうに私も考えております。 

  あと、これは国保事業のことについてご質問いただきましたが、国民皆保険としての国保

事業というのは、これはもう、この地域がどうということでなくて、国全体の考え方として、

もっとしっかりやっていくべきだと思います。少子・高齢化がもう、現実、高齢化じゃなく

て高齢者社会がもう来ております。そんな中で、この受益を受ける方、それから負担をする

側のバランスが、もうこれ完全に崩れておりますし、我々公務員、共済組合の中、それから

優良な会社の健保組合、これももう既にそういう状況が起きております。 

  特に、共済組合の今責任者を12月からさせていただいておりますけれども、共済組合の中

でも、実を言いますと、給料減の問題、職員の減の問題で掛け金収入が激減しております。

後期高齢者に対する支援金も、これは多分総務省、それから厚生労働省のいろいろなお示し

があって、一気にお金の流れがそちらのほうに行っておりまして、枯渇状態を起しておりま

す。これは共済組合の近々の問題として取り上げなければいけない、こういう状況になって

おりますので、国保、それから共済組合、各種健保組合の一元化、国がいろいろ考えておみ

えになるようでありますけれども、これは我々地方ではなくて、国の問題、特に、国保事業

については、国とのしっかりとした協議がこれから必要かなと、こんなことを思っておりま

す。また、予算のときにお願いをしたいなと。 
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  ただ、保険料の引き下げ、１万円の引き下げ等々は、小原さん言っておみえになりますが、

今回も一般会計からの繰り入れは若干ふやさせていただきましたが、健全経営をこれから目

指したい、これは特別会計でありますので、ほかの地域はいろいろ一般会計からの繰り入れ

をふやしているところもあります。しかしながら、保険料を上げている地域も実際あるわけ

であります。多分ご承知おきいただいておりますが、できるだけ保険料を上げない状況に

我々もしたいわけでありますけれども、後期高齢者の支援金等々の計算もこれからしっかり

やっていかなきゃいけない。そんな中での国保の健全経営を守っていく、これは当然使命で

ありますので、頑張ってやってまいりたいな、こんなことを思っております。 

  あと保育料の問題についても、これも細かいあれになりますけれども、実際資料を今下か

ら持ってまいりましたが、今９階層になっております。これをどうするかということについ

ては今後の課題であります。今、南保育所を建設中でありまして、待機児童は、実はありま

せんが、ただ、ご迷惑をかけている部分がたくさんあると思います。３年の審議の中、24年

度にはスタートする、南保育所のあれが決まりましたら、保育士の増強も含めて、保育料の

見直しも当然視野に入れながら、これもほかの議員さんから言われておりますので、しっか

りとこれは、特に、２階層、３階層の部分のご指摘だというふうに思っておりますので、こ

れもしっかりと視野に入れてやっていきたいな、こんなことを思っております。 

  後期高齢者については、先ほどちょっと言いましたけれども、支援金にいても、これはし

っかり。特別養護については、米野議員にお話をいたしました。百八十数人の方が今待機し

ておみえになります。できるだけ、これは関係者の皆さんとしっかり協議をして、今後増床

するのかどうするのかということも含めて、町もしっかり考えていかなきゃいけない。それ

と、包括支援センターのあり方もしっかりとこれは今後委託をする方ともお話し合いをさせ

ていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  あと30人学級のことでありますけれども、このことにつきましては、私が今ここで答弁す

るということよりも、予算審議で一遍しっかりお聞きをしていただければいいなと思います

けれども、文科省のほうも８カ年の計画で実際やっておりますし、現実的に35人学級をこの

２年内にやりたいなという、そういう指針も出ております。それも聞いておりますので、30

人学級が８年になるのか、７年になるのか、ちょっとよく私わかりませんが、特に、少子化

もありまして、もっと早い時期にこれがなるのなかと、指導要領の変更もありますので、校

区を含めまして、またご議論を賜りたいなと、こんなことを思っております。 

  あと、前にも陳情いただきました住宅リフォームの補助につきましても、これも部署内で

考えております。耐震の補助についても、30万の国の補助以外に、もしも申し込みがこれか

らたくさんあれば、いろいろなダイレクトメールを通じて地震に対するいろいろな知識が、

啓発啓蒙が進みますと、ひょっとするとたくさんの応募があります。このことについて、補

助の対象をということで、住宅リフォームも含めて、これは検討に入らせていただきたいな
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と、具体的にはまだ策は決まっておりませんが、これについてはやらせていただきますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  あと上水道であります。有収率のアップ、これはもう当然であります。先般水道部長が、

これ12月議会で答弁を差し上げましたが、かつて蟹江町は有収率は、本当に海部郡でも優秀

なところを誇っておりまして、90％の上のほう、96％、７％のところ行っておりましたが、

ここ急激に有収率が下がってまいりまして、90％を切るやのところまで行っているというの

も理解しておりまして、当然、蟹江川の以東の部分をしっかり調査をさせていただき、今水

道部のほうで更新事業に当たっておりますが、今下水道の作業の中で、仮設の水道をつけた

り等々の作業を行うときに大量の水が放出します。それも関係ないと言えば関係ないと思っ

たんですが、結構これもたんさくの水を出しているのかなということも調査の対象になって

おりますので、有収率アップにつなげるような更新計画も今立てております。どうぞよろし

くお願いしたいと思います。 

  あと、ＪＲの駅前の問題につきましては、所信に若干触れさせていただきました。これも

町長就任以来、東郊線の拡幅、それから駅北の改札口の増築、それから橋上駅も含めてＪＲ

とのいろいろなお話し合いをさせていただく中、２度お邪魔をさせていただいたというのは、

議員各位に報告しておるとおりであります。今回ももう既に継続的に審議を行っております

が、蟹江町としての考え方を今お示しをしてございます。ＪＲ当局といたしましても、その

協議のテーブルに再度着いていただいて、別の観点から、その踏切を拡幅するということも

含めて、今ある既存の踏切の廃止も含めて具体的な検討に今入っておりますので、もうしば

らくこれもお時間をいただきたいと思いますし、また、予算審議のときに聞いていただけれ

ば、そこは詳しくお答えができるというふうに思っております。 

  あとＴＰＰの問題でありますが、これは私がここでしゃべるのはちょっと知識不足が否め

ない事実であります。ただ、食料自給率が、特に40％から13％に下がるんじゃないかだとか、

特に米農家に対する被害は甚大であります。こういうことも含めて、慎重に対処すべきじゃ

ないかなと。菅内閣がどのような考え方を持っているのかは新聞紙上で発表されております

が、やっぱりこれは早急にしっかりと地域の農業団体も含めて、それから地方団体、地方公

共団体の意見もしっかりと聞いていただけるような、そんな体制づくりを我々も要望してい

きたいなというふうに思っております。 

  行政改革でありますが、これはもう先ほどから言っておりますように、第４次総合計画も

含めて、第５次行政改革大綱も皆様方に全員協議会の中でお示しをさせていただきました。

今現在の蟹江町の状況をしっかり見据えた上で、今までの累積の起債はどれくらいあって、

いつに償還のピークが来て、どれぐらいの財政調整基金があって、財政力指数はどうなんだ

ということもしっかりと皆様方にお示しをし、そしてこれからの資金計画、それから財政力

計画を立てるべきだというふうに思っております。行政改革は待ったなしでありますので、
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このことにつきましては、当然先ほど言いました事業仕分け、それから事務事業の見直しを

含めて、これからやっていきたなというふうに思っております。 

  最後に、滞納対策でありますが、これは滞納対策特別委員会を議員の皆様で立ち上げてい

ただき、大変ご心労をおかけをいたしました。我々も遅きに失したと言われておりまして大

変申しわけなく思っております。所内全員が滞納対策の非常事態宣言を発令をさせていただ

き、庁舎を見ていただきますと、住民の皆さんには見えないようにしておりますが、壁側の

こちらには必ず赤字で、少々目の悪い職員でもすぐ見えるような、大きな字で、全員が滞納

対策についての意識を持てということで、今滞納対策についてもしっかりとした、これは税

務課だけではございません。今意識向上に努めております。おかげで現年度分、過年度分も

含めまして目標の１％をはるかに超えた実績で２％前後ぐらいで今現在推移をしておりまし

て、ざっとでありますけれども、例えば地方税が50億あったとすれば２％で１億近い増収が

見込めるのではないのかと。これは数字の点ではいろいろ難しい問題がありますから一概に

そうはいかないかもわかりませんが、ただ、そこの中で、先ほどお示しをいただきました低

所得者の皆様方については、当然分納誓約を結んだり、それから、ここにありました執行停

止の取り消しをどうのこうの、云々ということもございますが、それぞれの方に合ったお話

し合いはきっちりさせていただいております。 

  現実的に、例えば差し押さえをした直後に大きな声でおみえになる方も、今たくさんおみ

えになります。しっかりと滞納担当者としては対応さていただいておりますけれども、分納

誓約も含めて、これからもしっかりとやっていかなきゃいけないし、ある一部の皆さん方か

らは、せっかく差し押さえしたんだから、即換価をしろというきついお声もあるのも事実で

ありますが、それはそれ、しっかりと現状を見据えた中で町民の皆さんとお話をしながら、

これからも滞納対策の向上に努めてまいりたいと。それで、貴重な税金を無駄にすることな

く、皆様方に還元をしたいなというふうに思っております。 

  以上であります。 

○７番 小原喜一郎君 

  残り時間１分だそうでございますので、手短に申し上げますと、１つは、申しわけありま

せん。私がちょっと読み違えをしたようでして、人口減の自治体は津島市と愛西市が別にあ

ったようでありまして、津島市が310名、愛西市が575名ということでございますので、陳謝

して訂正を申し上げたいというふうに思います。 

  それから、すべての問題について、それなりに私の考えがあって提起、新しく問題点とし

て上げさせていただきましたので、これは予算審議の中で具体的に伺ってまいりたいという

ふうに思います。 

  新しい公共という言葉が町長から出ましたけれども、これも地方分権改革やあるいは地域

主権戦略の中で定義づけがありますので、それなりにまた反論も含めて申し上げたいなとい
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うふうに思っています。 

  以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 

（７番議員降壇） 

○議長 伊藤正昇君 

  以上で小原喜一郎君の質問を終わります。 

  続いて、３番 21フォーラム代表 菊地久君の質問を許可します。 

  菊地久君、ご登壇ください。 

（10番議員登壇） 

○１０番 菊地 久君 

  10番 菊地でございます。21フォーラムを代表いたしまして、町長の施政方針についての

ご質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、この予算編成に当たった今の時期に、私たち蟹江町民が置かれている立場はどうい

う立場なんだろうか、町民の皆さん方の生活実態はどうなんだろうか、苦しい思いをしてい

ないだろうか、保育園へ入れたくとも入れることができないのではないか、学校の給食費も

払えんのではないか、どんな生活をしておるんだろうな、職場を失ってしまって、就職をし

たいけれども働くところがない、失業保険も切れてしまった、あすからどうしよう、年老い

たお父さんやお母さんを目の前にして、どうしたらいいんだろうか、病気がちの妻を見て悩

んだり苦しんだりしてはいないだろうか、そういう人たちに対して、政治として一番身近な

町政としては、どのような形で解決をしていったらいいんだろうか、大変町長としては悩み、

苦しみながら今年度の予算編成に当たっておられたと思うわけであります。 

  そこでまず、今私たちを取り巻く政治、経済の情勢はどうなんだろうか、雇用情勢はどう

なんだろうか、国は一体何をやっておるんだろうかと、こう思えるのがたくさんあるわけで

あります。 

  特に、今国会でいろいろと審議をしておりますけれども、私たちの生活の実態を全く無視

をして、それやめよだ、それ首だ、それ解散だ、そんなことばっかりを今国会でやっている

のではないだろうか、本当にこれが国会なのか、これが国なんだろうか、今まで自民党政権

が戦後一貫をして、いろいろな形で１つの国家像をつくり、日本の経済、そして政治等々い

ろいろ基礎を固めていたことは事実であります。それについて野党の社会党を中心として、

問題あるたびに提起をしながら、そして戦後一貫をした政治が続いてきたわけでありますけ

れども、それぞれの国民の意識の改革などによって、借金だらけにしてしまったおやじさん

に対して、もうおやじやめようと、息子にかわったらどうだという声が起きたわけでありま

す。そして、そのことが民主党政権に期待をされたわけでありますけれども、残念ながら経

験不足のためにおたおたしておりますし、おたおたした息子をおやじは守るどころか、足を

引っ張っておる、こういうばかげた日本の国政に対して私どもは憤りを感じている次第であ
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ります。 

  それらの日本のこの政治、経済、雇用状態の実態に対して、一体首長として、今の日本の

国政について、どのように思いなんだろうかなと、こんなに今のような状況で町長として本

当に職務が全うできるんだろうか、どうなんだろうか、そんな思いがたくさんあろうかと思

います。 

  特に、今心配しておりますことは、リビアにおける内戦状態であります。結果はどうだろ

うか、石油がどんどん値上がりし、ガソリンが今じゃ150円をというようなことになろうと

しております。そのことはガソリンだけでなくて、強いて言えば、すべての物価に反映をし

てくるでありましょうと。ますます物価が上がり、国民の生活、町民の生活が苦しくなって

くるような状況、その状況等について的確に判断をされながら努力をされておられると思い

ますが、その点について、政治情勢についてどのようにお考えになっておられるでしょうか

お尋ねをしたいと思います。 

  また、先ほども話が出ておりましたように、愛知県知事がかわりました。名古屋の市長選

挙がありました。そしてまた、住民投票によって議会が解散されました。この問題というの

はどうとらえたらいいのか。普通であればまずは考えられなかったと思うわけ、地域政党

云々という話がありますけれども、なぜ地域政党は今日このように台頭してきたのか、なぜ

大村さんが知事誕生したのか、なぜ河村さんが市長になったのか、なぜ名古屋の市議会が解

散をされたのか、それは一体どこにあるんだろうかな、これは私たちも真剣にとらえておく

必要があると思います。 

  それは先ほど言いましたように、国政において期待をした国政がああいうことであります。

既存の政党、自民党、民主党、そして、その他の政党が国民の暮らしのために一生懸命やっ

ていないじゃないかと、ろくでもないよという批判の声が高まっているからではないだろう

か。したがって、もう国には当てにできない、地方から頑張ろうではないか、地方の我々が

国から独立した１つの国家をつくろう、そうではないか、有権者の皆さん方が、国民が今目

覚めようとしておる、ちょうど明治維新のような、そしてまた、名古屋で言えば、織田信長

がめちゃくちゃやって、そして天下を取ったような、あんなのとダブらせるような状況下に

あるのではないかな、こう思えてならないわけであります。 

  ただ単に、名古屋の河村市長がいいだとか、大村知事がなったからよかったという声ばか

りではなしに、また、これから、今行われております名古屋の市議会選挙、河村さんは減税

一本でどうしても過半数を確保して自分の思いを通すんだと、こんなヒットラーみたいな政

治をやりたがっておるという声も出ておりますが、全くそれは違うと思います。減税は１つ

の柱、それは今まで名古屋市は眠れる象のように、大きくて何もせずに図体が大きくて幸せ

にえさをもらっていた、育った象が名古屋みたいなもんだと思います。やっと眠れる象が目

を覚ましたと、目を覚ました以上は、それを皆さんと一緒となって新しい名古屋や、新しい
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愛知や、そしてまた、中京都市構想というものを打ち上げて頑張っていこうではないかと、

こういうような流れではないか。市会議員選挙の結果も多分いい結果が生まれる、どっちに

とっていい結果かは別として、世の中を変えようとする結果が生まれてきそうな気がしてな

りません。 

  そこで、２点目の今の質問は、町長もこの点について触れておられましたので、いかがな

もんでしょうか。中京都市構想に対してはどんな思いであるのかな、その所見で結構でござ

いますので、ご所見をお伺いしたいわけであります。 

  ３点目には、今年度の23年度の予算編成をされたわけであります。金額的には一般会計で

96億5,503万5,000円、昨年に比べて7.9％の増の予算編成をされたわけでありますけれども、

その施策等につきましては、いろいろと施政方針の中に書かれておりますけれども、予算を

つくったときに、どういう問題があったんだろうかな。昨年に比べてことしの予算はどこに

重点を置いたのかな。この面については要求があったけれども、切らなければならなかった、

残念だけれども、これは待ってちょうだいという中身はどういうところにあったのかな。こ

れはことしの予算の中身と同時に、いろいろな町民の皆さん方の生活や暮らしの中で、ああ

この予算はよかったな、これはちょっとえらあねえかと、町長どこ見て予算組んだんだと、

もっともっと真剣にやってもらわなあかん、銭が入ってこん、税金はこれっぽっちだと、収

入はこれっぽっちだから、これしかできんという考えではなしに、その予算編成の入ってく

るお金は大切な税金であります。税金は自然に入ってくると思ったら大間違いです。みんな

働いて働いて、汗水、働いて納めた税金を、その税金を、尊い税金をどのように有効に使っ

ていくのか、めちゃくちゃ使っておるから10％減税しようという声が起きたのは事実であり

ます。 

  たがら、それにこたえるように、10％減税、10％歳入がなかったと思いながら、どうした

らいいのか。これは町長初め全職員が真剣になって税金で飯食っておるやつが楽をしてとい

う河村さんの言葉を借りるとそうでありますけれども、税金で暮らしておる公務員が、そう

でない皆さんの期待にこたえるような、そういうことを頑張ってもらわないかんわけであり

ます。 

  そういう意味で、今年度の予算、こういうような予算を組むに当たっても、歳入歳出をい

ろいろ計算されて、随所にいろいろ町長は町長らしく６年間の実績の中で、私たちの申し上

げてきたことについて謙虚に受けとめて、非常に、例えば保育所を新設をしたり、そしてま

た、老人に対する対策等々についても、随所にいいところがあらわれていることも事実であ

りますが、しかしながら、もしかして落ちはなかったのか、こうしたかったけれども、でき

なかったということはあったのか、なかったのかをお尋ねを申し上げたいと思います。 

  ４つ目には、いろいろな施策がありますけれども、とりわけ今年度の第４次総合計画、そ

して、それは今回の施策については、町長自身が示された第４次総合計画の中にうたわれて
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おります５点について、それを基本にしながらおやりになっておるわけでございますけれど

も、そのうち私は、これから大変心配しておりますことは、公共下水道の供用開始と次期事

業計画の問題であります。 

  この公共下水道は大変重要でありますし念願でありました。しかし、今本町地域一生懸命

やっておりますし、担当者も苦労をされていることは事実でありますけれども、新しい蟹江

町の事業として出発しました。お金も要ります。大変これから財源が要ると思いますし、こ

れを進めれば進めるほど財源がどうなるんだろうかな、心配の事業であります。 

  まず、１期事業が終わったあと、次には蟹江川からの西、学戸地区等々を計画をされるよ

うでありますけれども、一度これでよかったのか、この事業を本当にこれからも進めること

ができるんだろうか、穴を掘って、その中に水を流して伊勢湾に流すという方式がいいのか、

水処理についてはまだやり方いっぱいあるのではないか、金食い虫ではないか、一歩下がっ

てこの公共下水道等について、事業について、また、供用開通をされまして、そこに管を接

続する方々、どんな気持ちなんだろうか。ありがたい、うれしいと思う人もおるでしょうけ

れども、ここまで来たらくみ取りで結構、そこに入れるため60万も金あらせんがや、どうし

てくれるというような方もおみえだと思いますので、この問題については再度検討をしてい

きたいと、そんな思いは私はありますが、町長として供用開通に当たっての諸問題、そして

また、これからの事業計画は拡大するのか、一度立ちどまって見直すのかをお尋ねをしてお

きたいと思います。 

  次に、市街地の整備事業、都市計画マスタープランについてであります。 

  こういうように立派なものをおつくりになりました。全戸配布もされました。それを見て

みましても、大体蟹江町はこれを中心にして10年後には３万8,000人の人口を見越そうでは

ないか。特に、蟹江今駅の特定区画整理事業がもうあと２年で完成をするわけでありますけ

れども、非常にＪＲの北、すばらしく区画整理ができております。地元の地域の地主の皆さ

んや役員の皆さん方、大変骨折られてご苦労かけたと思いますけれども、見違えるように変

わっております。それから、ＪＲの南側も、これからどうなるかわかりませんけれども、調

整区域から市街化区域に変更していこうと、そうすると、ＪＲの駅を中心に南と北とが新し

い蟹江のまちづくりに変化をしていくであろうと、こういうように思うわけでございますの

で、それらについて、本当にどうなのかな、とりわけあそこで阻害をしてくるのはＪＲの高

架であります。何としてでも鉄道の高架をしないと、南北は通じません。したがって、高架

をするためには一体このままで、本当に蟹江町の財政力でＪＲに物を言ってやれるんだろう

か、大変厳しい状況だと思います。そのことについては、後ほどまた申し上げたいと思いま

すが、一度、どうしたらいいんだろうかな、不安でなりません。 

  ６点目には、この第４次総合計画で町長が言いました。施政方針等々について、お金がな

い、これもやりたい。しかし、これからの蟹江町は未来が見える町、協働ということを使う
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ようになりました。みんなして、それぞれ納税者もそうでしょうし、町長も職員も住民もみ

んなが一緒になって、このことを、１つのことをなし遂げていこうではないか。手を取り合

ってお互いに弱い者は弱い者同士、強い人は弱い者を助ける、そういうお互いが自分の気持

ちになって頑張れるような、みんなが一緒になれる協働の社会、協働という言葉が今多く使

われてきておるわけであります。非常に賛成でありますし、特に、職員に対して、国家公務

員を初め地方公務員、ただ公務員というのは、その職場におって公務員であって、自分の生

活しておるところはどこなのだ、生活時点へ帰ったときにも公務員の精神を忘れちゃ困るよ

と、そこへ行ってこそ自分の豊富な知識や能力を生かして、地域住民に溶け込んで、みんな

と一緒になってこの町をよくしようよ、僕はこういうことできるよ、お手伝いするよ、僕は

こういう形でリーダになってもいいよ、こういう姿勢が必要であると思います。 

  そういうような意味で、今回町長が述べられたこの協働社会、協働の蟹江、そのために欠

かすことのできないのは、この役場の職員の皆さんであります。職員の皆さん方が町長の言

うことを本当に理解をするとするならば、そういうところへ積極的に出て、ああ蟹江の職員

はすばらしいな、こういう姿を見せていただきたいと思いますし、そのことが蟹江町の原動

力に必ずなります。 

  特に、前にも言いましたように、役場へ入っていったときに、職員はどんな顔をしておる

んですか、難しそうなものを言われそうだと思うと、顔を背けてはいないのか、横を向いて

はいないのか、皆さんが、町民の皆さんが来たら困った顔をしたら、すぐに駆けつけていっ

て、どうでしたね、ああどうぞ、ここへ来てください、ああこうしましょうね、こういう体

制がまだないわけです。これは町長を見習いなさいと、これはまさしく町長はそういう姿勢

で町民に接しておるわけです。町長やって６年、まだそのこともわからんのかと思うと、む

かつくわけでありますけれども、どうぞ、そういうような意味で、この問題については町長

初め全職員が一丸になって、町民の皆さんが来たらお客さんです、ありがとう、ご苦労さん、

こうしましょうねという声が蟹江の役場から響くような、そんな役場にしなければいけない

と思いますが、これは町長が先ほど言いましたように、再度固い決意をお願いをしたいと思

います。 

  最後に、合併問題に入るわけでありますけれども、いろいろありますけれども、蟹江町は

町制120年であります。いついつまでも蟹江は蟹江町として130周年、150周年を迎えるが蟹

江町にとって幸せなんだろうか、本当にこれからの少子・高齢化社会を迎えて、３万6,000

の町で財政力等々いったときに大変難しいときが必ず来ると思います。そういうような意味

で、これからの子供たちの将来のためにも、何が何ででも私は名古屋市合併をうたおうとし

ておるわけであります。それは前の松原さんのときには、本当に先ほど眠れる象ではありま

せんけれども、海部の人たち、名古屋市等へ行ったときにはノー、そのノーと言っとった名

古屋市が河村市長になってから、どうぞ皆さんのそういう意見があるならば一緒になって名
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古屋をつくろう、愛知県をつくろう、中京都を変えていこうという大きな政治姿勢が生まれ

てきております。 

  そういうような意味で、私は絶好のチャンス、今を逃したらいけないよ、今を逃さんため

にも名古屋市合併をしようという町民の声が大きくなればなるほど方向づけとしてはいいと

思いますし、特に思いは、先ほど言いましたように、ＪＲの高架の問題、近鉄の高架の問題、

近鉄は伏屋までもう高架で来ます。ＪＲも戸田まで来ておるんですよ。ところが、あとは蟹

江さんかねと言うと、財政力で大丈夫かなと相手は思います。しかし、蟹江が名古屋市かね、

それじゃ延長線でどうなのと言って、必ずそれは実現の方向に向かうものと私は思っておる

１人だと。そういうような意味で、この合併問題は町長とここで意見が分かれるところであ

りますが、ほかのことはほとんどよく似たことを言っておりますし、そうは変わりませんけ

れども、合併問題になると町長は西のほう目を向けて、海部郡全体という目を向けて、私は

蟹江を主軸にして東を見ようと、東へ向かったらどうだと、西と東が今分かれておるのがこ

の問題であります。 

  したがって、今までありますので、状況変化等々によって町長というのは状況をしっかり

読んで、見据えて、そして自分の与えられた使命や任務を一生懸命おやりになれる人物だと

私は見抜いておりますので、そういうような意味で、最後に合併問題についての町長の政治

姿勢を問いたいと思います。 

  ちょっと長くなりましたけれども、ということで、まだありますけれども、いったんここ

で質問を終わりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（10番議員降壇） 

○町長 横江淳一君 

  菊地議員の質問にお答えをいたします。６点ほどいただきましたが、余り長くなりますと、

また嫌われますので、単刀直入にお答えをしたいなと、こんなことを思っております。 

  本当に皆様方から、先ほど来の議員さんお二人もそうでありますけれども、今後の蟹江町

はどうなんだという、本当に高いレベルのお話をさせていただき、私も平成23年度予算を組

むに当たりまして、この単年度ではなくて、中期、長期にわたりまして、蟹江町どうするん

だという計画を立てないと、第４次総合計画の10年というのが全く目に見えてきません。た

だ、10年を目途に一応やるんでありますけれども、当然、この前も全員協議会でお示しをい

たしましたとおり、最初の３年間をどうするんだ、もう一つ言うと、最初のスタートの１年

間どうするんだという、こういう菊地議員からのまずご指摘だというふうに理解をさせてい

ただいておると思います。 

  先ほど来、小原議員からもご指摘をいただきました、大阪で立ち上げました地域政党、橋

下知事が立ち上げました大阪維新の会もそうでありますし、また、中京都構想を出されまし

た大村知事の考え方、そして、出直し選挙で見事当選をされた河村市長の考え方もそうであ
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りますが、これからの地域政党と既存政党を政治がどういう流れになるかというのは、はっ

きり言って私が今ここで申せるだけの知識は持ってはおりません。 

  ただ、首長として、この地域をどうするんだということをお互いにこの海部郡４市２町の

首長さんとは絶えずお話し合いをさせていただいております。残念ながら、なかなか眠れる

象だったですか、名古屋の市長さんとは、今は起き上がってしまったのかどうかわかりませ

んが、なかなか首長さんお忙しくてお話をする機会がなくて申しわけないんですけれども、

首長としてどうなんだと言われますと、最後の合併問題にも多分言及することになると思い

ますけれども、とりあえず、中京都構想というのが我々の中にははっきりまだ見えてきてお

りません。実際、その三河のほうに副知事を１人置いて、三河の状況をしっかり見きわめた

いんだという大村知事の考え方がございますので、ゆっくりこれ協議会をもうすぐ立ち上げ

てやられるそうでありますし、当然、近隣市町村にもいろいろなお声がかかってくるんじゃ

ないかなと、こんなことを思っております。 

  ただ、愛知県88市町村、今では37市20町村であります。57市町村はすべて愛知県の県民で

あります。名古屋市だけが愛知県ではございませんので、何か言うと、マスコミがそういう

ふうにあおり立てるせいかもわかりませんが、あくまでも名古屋市を中心として考えるんだ

というのは、確かに名古屋市寄りの考え方はあるかもわかりませんが、我々は地域主権をし

っかりと目指して、地域からこの愛知県をおこすんだという考え方を、この地域の風潮は少

なくとも持っておるということだけはご理解を賜りたいなと、こんなことを思っております。

それが今の答えになったかどうかはわかりません。 

  あと、今現在、市議会、名古屋の市議会議員選挙が行われております。菊地議員もご指摘

をいただきました地域政党が躍進するのか、過半数をとって河村市長さんが自分の思いのた

けを遂げるのか、それはいろいろな考え方があってしかりでありますけれども、ただ、私は

パフォーマンスをしているとは言いません。いろいろな方が迎合だ、パフォーマンスだ、フ

ァッショだといろいろ言っておりますけれども、僕はこの二元代表制の中では、やはりこれ

は議員の意見はしっかりとやっぱり聞くべきだというふうに私自身は思っております。 

  ただし、議会内閣制をとった場合、議員の中から首長さんを選ぶという、そういうシステ

ムになれば、アメリカのように蟹江町が今イリノイ州マリオン市と姉妹提携、シスターシテ

ィーを結んでおります。あそこは５人のコミッショナーがおりまして、もう四十数年市長を

続けておりますロバート・バトラーという年長の市長が、おりますけれども、彼がいつも言

っております。民主主義の発祥の地はアメリカなんだと、建国400年も500年も満たない巨大

な国なんだけれども、民主主義はここから始まっているんだということを、しょっちゅう会

うたびに、もう３度お会いしたときに、通訳の方を聞いて言うんですけれども、まさにそう

だなと、１週間に１回、多いときには数回シテイホールに集まって、地域の皆さんの意見を

集中する、本当にタウンミーティングを毎週やっておるんだなというような感じのが議会で
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あります。 

  あそこは確かにボランティアの力、ボランタールといのうが大変普及をしておりまして、

何もかもすべて寄附で賄うという、そういう性格性もあります。若干日本とは違うんじゃな

いかなということも含めて、これからの地域のあり方を問われるんじゃないかなというふう

に思っておりますので、名古屋の市議会議員選挙の結果を受けて、これから我々はどうなん

だということも多分あると思います。しっかりとこの結果を見ていきたいなと、こんなこと

を思っておりまして、中京都構想については、ちょっとまだ、今ここでコメントできるだけ

の知識を持っておりませんので、大変申しわけなく思っております。 

  あと、本年度の予算を立てるに大変苦労したと、これ米野議員からもご質問をいただいた

点であります。減税を10％、名古屋の市長さんはやりますよ、大村知事さんも10％減税を視

野に入れてやりますよということを声高におっしゃいます。じゃ蟹江町が、その10％減税を

やったらどうなんだと、試算としては２億1,000万、いろいろな手法はあると思います。名

古屋の場合は、６％を5.4％にするだとか、均等割を半田だとか大治の場合は、3,000円を

100円にするだとか、いろいろな手法があるやに聞いておりますが、これをすることによっ

ての不足する財源をどう補うか、例えば臨時財政対策債で穴埋めができるか、そういう性格

のものではありません。交付税としてもこれからどういう、たまたま補正予算で交付税の増

額が見込めたのでということで、３億数千万の補正予算を皆様方に今議会でお示しをしてい

るわけでありますけれども、今後、この臨時財政対策債のあり方も問われてまいります。交

付税処理をしてくれると言っても、これもわかりません。そんな状況の中で、我々としては

自己財源をいかに確保しながら、なおかつ、今後、今まで借りた、いわゆる起債、借金をど

のように返していくのか。そして、どのように財政調整基金を確保していくのかということ

も課題でありますので、これはもう永久課題でこれから進めてまいります。10％減税を今ど

うだと言われると、今やる状況にないということだけであります。 

  ただ、先ほど来、小原議員のときにもお答えをいたしましたが、県がその状況になった場

合どうなんだということは、これからしっかりと考えていきたい。これは６月議会の補正予

算にいろいろ示されてくるんではないのかなというふうに考えております。 

  あと公共下水道の供用開始のことにつきましてでありますけれども、平成14年度に日光川

流域下水道の認可をされまして、昨年度からスタートをしております。それで、二十数年来

かかって、25年来かかって、270億という巨大な資金を投入して蟹江町全土、市街化区域を

中心として公共下水道の整備を進めるわけでありますけれども、確かにこれからの財政力を

考えたときに、このままでやれるのかというご指摘を菊地議員のみならず、いろいろな議員

の方から言われておるのも事実であります。 

  我々も来年度の公共下水道の事業を見据えた上で、ことしはちょっと８億円強の予算を組

まさせていただき、最終的には若干減額補正をさせていただき、大変皆様方にもご指摘をい
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ただいたわけでありますけれども、来年度も南の地域をやろう、最終的には蟹江川を越して、

蟹江川の西の地域の市街化区域にも、これからこの下水道事業を進めていくわけであります

けれども、合併浄化槽との兼ね合い、いわゆる合特法との関係もありますし、国交省、総務

省が進めておりますクイックプロジェクト、これはもう少し簡素にできるんじゃないか、し

かも短期間に、安価にできるんじゃないかといういろいろなプロジェクトは国からお示しを

しております。私もこの３月で終わるわけでありますけれども、町村下水道推進協議会の役

員を２年間しておりました。そこの中でいろいろな協議をさせていただきましたが、今後の

下水道計画につきましても、当然変更はございます。 

  ただ、蟹江町が今マイナスゼロメートル以下の地帯でありますので、今後の工法も含めて

安価かな方法があれば、蟹江町の財政に影響、多大な影響を及ぼすことなく、これから進め

てまいりたいな、これもしっかりと視野に入れてやっていきたいなというふうに思っており

ますので、何とぞまた予算のときにもしっかりこれ聞いていただければありがたいと思いま

すが、とりあえず、当面、この市街化区域を中心に進めてまいりたいなというふうに思って

おります。 

  あとＪＲの市街化、区画整理事業につきましては、先ほど来、説明をさせていただいたと

おりであります。ＪＲの高架事業、近鉄の高架事業も懸案となっておるのも十分わかってお

ります。ただ、莫大な予算と新計画が要ります。これも鉄道事業者としっかりとこれから協

議を進めてまいりたいと思いますが、橋上駅も、これも視野に入れていかなきゃいけません。 

  あと、特にＪＲの場合は、駅北の区画整理事業の完成ぐあいにもよりますし、これから東

郊線の踏切の問題、既設の踏切の廃止の問題も含めてたくさん課題があるわけでありますの

で、これもきちっとした課題の中で進めてまいりたい。富吉のエレベーターの設置事業も二

十数年という長きにわたって懸案があったわけでありますが、たまたま私が町長に就任させ

ていただいて以来、鉄道事業者と４度、５度の検討を加えました。これも国、それから鉄道

事業者、うちと、基本的には３分の１だったわけでありますけれども、若干うちの持ち出し

が多くなったわけでありまして、この３月１日から供用開始をいたしております。地域の方

から大変便利に使わせていただいているという声も今既に聞いております。いろいろ問題は

まだ、プラットホームの改良だとかというのがまだありまして、今年度いっぱいまでかかる

やに聞いておりますが、鉄道事業者との良好な関係を保ちつつ、ＪＲ、近鉄、これからいろ

いろなお話し合いを進めてまいりたいなというふうに思っております。 

  あと第４次総合計画につきましては、特に、協働、これは３年前からうたっております。

協働のまちづくりということで菊地議員にも賛同をいただいているというふうに思っており

ます。 

  ただ、これからだれのための協働なんだということが問われるというふうに思っておりま

す。これは当然住民の皆様方、そして、団体の皆様方、そして、これから新たに住民になら
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れる方、それから、先ほど来から菊地議員からご指摘をいただいております。税金をもらっ

て、税金で生計を立てている公務員、若干そのニュアンスが私も違うわけでありますけれど

も、税金をいただいて皆様方のための奉仕をする、全体の奉仕者としての公務員のあり方、

それから、議員の皆様方にも当然のごとくご協力を賜ることになると思います。これもご理

解をいただきたいと思いますが、地域の皆さんの、特に民意の固まりであるというふうに、

議員の皆さん、私は理解をいたしております。 

  ですから、今現在、蟹江町にいろいろなグループ、団体がおみえになります。ＮＰＯ法人

も含めてでありますけれども、これからまちづくりを一緒になってやろうという同志、パー

トナーをこれからどんどん広げていきたい。かなめになるのが我々この地域の地方公務員だ

ということ、私は理解をいたしております。 

  そういう意味での、先ほど来、小原議員の答弁にも言いましたように、本当に地域に飛び

出した公務員をこれから目指したいなと、これを具体的に形としてあらわしていきたいなと

いうふうに思っておりますので、特に、菊地議員からお示しをいただいた受付、お客さんが

入ってきました、蟹江町の顔である受付がどうなんだというご指摘をいただきました。早速

23年度から、この受付の状況もしっかりと踏まえた上で、４月１日から新たなスタートを切

りたいなと、今これ部署で検討をいたしておりますので、何とぞご期待をいただければあり

がたいというふうに思っております。 

  最後に合併問題であります。多分これは菊地議員と相入れない、そのとおりであります。

私は今合併問題について町民の理解はなかなか難しいところにあるのではないのかなと。 

  ただ、行政の簡素化、それから合理化を進める上で合併というのも１つの選択肢だという

ふうに十分考えております。名古屋市の合併も視野に入れるということも、以前私も視野に

あったのも事実であります。全く考えていないかと言うと、そんなことありません。しかし、

今現在、先ほど来も消防の統合もありました。それから医療の統合、いろいろな広域行政で

４市２町１村がやらなければいけないことがたくさん今ございます。今いろいろなところで

一部事務組合を含めて、この海部郡地域が今やっと仲のいいパートナーとしてスタートした

ところであります。これを何とか広げていって、この32万都市で１つの大きなうねりがあれ

ば、今民主党政権が進めております地域主権の形がひょっとするとここでできるんではない

かなと。そのときに大村知事、それから河村市長が進めております中京都構想ともひょっと

すると、この尾張で大きな流れとして合体ができるんじゃないかということも視野に私とし

ては入れておるわけであります。 

  今後とも名古屋市と合併を視野に入れている菊地議員と、我々この地域の広域行政との話

し合いはこれからも続くというふうに思っておりますし、当然ことしもタウンミーティング、

まちづくりミーティングをこれからやっていくスケジュール調整に入りたいというふうに思

っております。そこで再度町民の皆さんと合併問題については語ってまいりたいなというふ
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うに思っておりますし、先ほど来、冒頭に申し上げましたとおり、今市議会議員選挙が行わ

れております。ここで新たな民意が生まれるのか、それとも既存政党のままの状況になるの

か、これが分かれ目になるんじゃないかなと、これをしっかり注視をしていきたいなと、こ

んなことを思っておりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 

  以上です。 

○議長 伊藤正昇君 

  あと９分。 

○１０番 菊地 久君 

  町長の答弁は、非常に優秀なんですよ。もう少し間違ったことやら、違ったことを言って

もらうと張り合いがあると思うんですが、非常に６年間の町長をおやりになって、私はもう

議員やって36年なんですが、町長は議員10年やって、町長６年で、差が出るもんだね、つく

づく感心するわけでございますけれども、やっぱり二元代表制でございますので、町長の立

場と議員の立場は大きく違うんですよ。議員は物を言ったって予算権あらせんし、人事権も

あらせんもんね。私はこれやったって言ったってうそなんですよね。全部それは執行権持っ

ておる町長であるわけで、そのことを十二分に私ども知っておりますので、言うだけは言い

ます。言うけれども、それを取り入れて実行されるかどうかは町長の姿勢であります。しか

し、６年前に町長になられてから、この６年間というのは、本当に蟹江町全般を見ながら一

生懸命頑張られかじを取られて今日の蟹江町、少しでもよそに比べて蟹江が悪いよと言われ

るのは腹が立つのは一緒なんですよね。 

  特に、弥富との合併のときがあったんですが、弥富と合併をどうしてもしたかったんです

が、どうも弥富のあのときの町長川瀬さんという人は蟹江とはやりたくないもんですから、

ああだこうだと言って、最後に名前をめぐってわざとああいうことになってしまったんです

が、やっぱり合併だとかいろいろ言っても、蟹江町の120年の歴史の重みはきちんとしてお

きたいんです。蟹江のそれぞれの町民の思いや誇り、伝統文化があるんです。その伝統や文

化は文化で大事にしつつ、そしてこれからの生まれた子供さんや今のお子さんたちの将来を

見据えたときに、今のままの蟹江町でいついつまでもいいんだろうかなと心配をしておるこ

とは事実でありまして、特に、いい悪いは別にして、大治町は岩本町長が町長選挙のときに、

名古屋市合併、10％減税という形を打ち出して、本当は当選するとは思わなんですが、当選

しちゃったもんですから、ああなった以上は町長で今張り切ってございますが、言ったとお

り、今10％の減税、それから議員さんの歳費の３割カットということで、河村市長さんの小

型版みたいな感じで張り切っておみえであるわけですけれども、名古屋市のほうへ大治は町

民が目線はもう行っておることは事実、アンケート調査やれば、大治の人は名古屋で結構で

すよと、市バスもありますし、水道基地もありますし、名古屋市の中村でもいい、どこでも

いいでというムードがあったときに、蟹江町だけがただの蟹江町として海部郡蟹江町、海部
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郡飛島村、金が余って余って困る、これ不公平ですよ、本当に不公平ですよ。何も借金せん

でも銭が、金が残って残って困っていますしね、使い道がなくて困る村と金がなくて、金さ

えあればもっとこういうことをしたいという行政と、どうしてこんな差があるだと、飛島も

っとこっちへ金持ってこいと言いたくなるし、負担金やるとき、金あるのにもっと負担金出

せ言うんだけれども、なかなか金持ちほど金出さなんだね。 

  それで、そんなことはいいけれども、そういうことで、本当にこのままの蟹江で今新しい

都市計画プランもできておりますけれども、今のヨシヅヤさんの、あれを市街化になるヨシ

ヅヤさんが北へ行く、そして南北を町ができていく、新しく完成の後に住宅が来るとしたと

きに、あそこ蟹江にとっては最高の、町民が名古屋の隣の町ですから一番来て住みやすい、

若くてピチピチした人がどんどん入ってくだされば、納税、税金がふえますし、高齢化をし

て、先ほど心配した特別養護ホーム、あるといいなと言っても、なかなか町は金出してつく

ってあげれないじゃん、そのときに何とかできないだろうか。 

  名古屋の中川区はぎょうさん何かいろいろなの建っていますよね。だから、いろいろ病院

へ行ったり、行くと、中川区へよう紹介をしてくださるんですが、施設の中身いろいろ違い

ますけれども、非常にたくさんできている。蟹江の場合は今できたままでして、これからど

ういう受け入れ体制ができて、老後はやっぱり心配大ですね。 

  それから、若い人たちここへ来てもらいたいのに、呼び込みたいけれども、蟹江どうなの、

子供を産みやすいの、育てやすいの、先ほど小原議員から質問がありましたが、なぜ蟹江は

中学校まで医療費出せれんの、国保税何でなのという、そういう他と比べて、すべて悪いわ

けでないですよ。一番いいところばっかりと比べて物を言えば、蟹江はおくれておると言わ

ざるを得ないもんですから、残念なんですよね。町長としても、みんながやっとるで、同じ

ことやりたい気持ちはいっぱいだと思いますし、我々議員も同じ気持ちなんですよ。 

  ところが、余りできんと議員さんなんて余りろくな者おらせんよと、数ばっかりぎょうさ

んおって、30万も１カ月に銭もらってて何やっておるということで、今度議員にも批判が来

ることは事実なんですね。 

  だから、我々としても、問題は問題提起をして、担当する町長は町長として、そのときに

財源問題がどうしても出てくる。財源問題を本当にないのか、あるのか、ないなら出るよう

にどうしたらいいかという問いかけが減税10％どうなのという声が出ておるわけ、それにつ

いて、減税10％やったら２億3,000万、言われるとやっぱり計算はすると出るわけ。しかし、

実際２億3,000万かどうか、やり方によって違いますけれども、そのぐらいの減ってでもや

れる方法はないかという検討課題は絶対やらないかんわけです。できなんだときでも、やら

なんだときでも２億3,000万を浮かせて、何かで浮かして、これとこれとに充てていこうね

と、こういう機運が生まれてこそ初めて納税者が納得をして納税をすると思うんですね。や

っぱり納税者が納得してくださる、そして蟹江へ来て税金を納める気持ちになる、こういう
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ことが大切だと思いますので、常に納税者の気持ちやらも大切にしていただきたい。財政も

出るほうも当然でありますけれども、入る、入ったら何でもいいではなしに、入ってくるお

金について真剣に考えていただきたいと思うわけであります。 

○議長 伊藤正昇君 

  菊地久君、あと２分です。 

○１０番 菊地 久君 

  はい、ありがとうございます。 

  そこで、いよいよ最後でありますけれども、再度申し上げたいのは、名古屋市合併問題で

あります。名古屋市合併問題については、河村市長さんにも私ども議員３人が市長に会いに

行きました。直接会いました。言い方、いい悪い別にして、元気な名古屋をつくりたい、み

んなの住民の意思や意向があれば、当然それは尊重しようねと、こういうお言葉もいただき

ながら、その２年後の間にぐんぐん議会まで解散しちゃって、ぎょうさんあの人、ようやら

せるなと思いますけれども、えらいもんだと思います。正直言ってめちゃくちゃだと言う人

もおるでしょうし、パフォーマンスって言った人もおるでしょうけれども、やり切っていく

という、織田信長みたいな感じでやれるものはやればいいですよ。それから後は、１年たち、

２年たち、これ市会議員選挙が終わると、その中でまたいろいろな考え方が生まれてくると

思いますし、河村市長だってばかじゃありませんので、いろいろな意見を聞きながら、議員

さんも800万になったらやれえせん、くええせんと言っとっても立候補しておるがね、おか

しなもんだね、できなんだら出なええがね、出ておるがね。だから、いかに名古屋の市会議

員も今まで眠っていたのかなと、そういう中で安住の地におったなと言われたときに、やっ

ぱり有権者はそう思うわけ、だから、有権者で住民投票になっちゃった。蟹江町議会で、例

えば同じようなことを横江町長が蟹江町の議員は数が多いし、歳費が多いでと言うかと思っ

たもんで、先回質問をしましたら、いや、そんなことないで、頑張ってちょうだいと、議員

でそれは決めることです。二元代表制をきちんとおっしゃったわけね、それが大事なんです。 

  だから、町長が一生懸命やって、議員さんがたるんでおってはいかんので…… 

○議長 伊藤正昇君 

  菊地久君、時間がありません。 

○１０番 菊地 久君 

  ああそう、ありがとう。 

  ということでございますので、我々議会選挙が控えておりますので、ここへ再び戻ってこ

れるかどうかわかりませんが、戻ってきたときにはこの続きをやらさせていただくというこ

とにさせていただいて、きょうのところは終わります。 

  どうもありがとうございます。 

○議長 伊藤正昇君 
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  以上で菊地久君の質問を終わります。 

  暫時休憩といたします。 

（午前１１時５７分） 

○議長 伊藤正昇君 

  休憩前に続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

○議長 伊藤正昇君 

  続いて、４番 新政会代表 奥田信宏君の質問を許可をします。 

  奥田信宏君、ご登壇ください。 

（14番議員登壇） 

○１４番 奥田信宏君 

  14番 新政会 奥田信宏でございます。新政会を代表して町政について質問をさせていた

だきます。質問が今までの方と重複する部分もあるかと思いますが、ご答弁のほうよろしく

お願いをいたします。 

  最初は、全般的な質問をさせていただきます。 

  今、名古屋市では、市会議員の選挙の真っ最中であります。河村市長の掲げられる減税日

本対、今までの、議会議員の選挙として全国からも注目をされている選挙であります。 

  私は、議員歳費及び定数減については当然のことであり、今までの名古屋市の議員の方の

自助努力が足りなかったせいだとも思っております。私たち、今回町議会は４年前の６名減

に続き、２名を減らし、14名にいたしました。総合計をいたしますと、40％以上の減員をい

たしております。また、名古屋市でも問題になっております政務調査費は11年前から年額６

万円、月額5,000円であり、これは視察等の旅費分に充てており、月額50万円などの世界と

は雲泥の差であり、蟹江町議会は自助努力をしていると思っております。 

  一方、市民税10％の減税は、海部郡の大治町がこの３月議会に、町民税10％減税を提案を

されております。私たちは地方交付税の不交付団体ならいざ知らず、交付団体が後世に借金

を残す政策は不健全であり、景気の浮揚にもなると思えないとの立場でありますが、隣接地

で10％の減税が継続されるようならば、税の地域間での不公平が続くことになり、町民税を

払っている納税者が不公平になると思われますが、いかがですか。また、10％町民税を減税

をした場合、町債の発行を国が肩がわりする臨時財政対策債に当たるのかどうか。もしそう

ならば、研究する余地があるのではないかと、ご所見を伺いたいと思います。 

  次に、少子・高齢化について、今後どんな影響が出るかについての予測であります。 

  まず、第４次蟹江町総合計画で、今後10年間の見通しが作成をされておりますが、10年後

の将来の町の人口について３万8,000人、その中で65歳以上は約１万6,000人の28％、ゼロ歳

から14歳以下が約3,950人の10％となっております。人口構成比が65歳以上３割、15歳以下
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１割との構成比となります。昨年10月の、先ほども出ておりました国勢調査の速報値が２月

24日の新聞に掲載をされておりましたが、５年前の人口が減少しているのは、愛知県では東

三河エリアだけであり、近隣では津島市、愛西市と蟹江町だけでありました。その２日前の

国土交通委員会の長期展望委員会では、40年後の2050年には2005年のピーク時の１億2,800

万人より26％減の9,515万人と予測され、居住地域の２割が無人化になるとの衝撃的な記事

が記載されておりました。 

  特に、北海道では52％の人口減の予測が載っておりました。そして、他の人口減少社会を

記載されている書籍では、千葉県習志野市が人口構成、減少が始まって行政サービスニーズ

が大幅に変化をし、公共施設の多くが老朽化し、このままの規模を維持するには莫大なコス

トが必要になりますと市のホームページに記載をされ、市民の皆さんと施設で何が必要で、

何が不要かを考えていきたいと訴えられたそうであります。 

  また、神奈川県秦野市は、昨年８月に新行財政改革プランの中で、人口構造の変化によっ

て公共施設の総量維持は不可能ですとし、そこで、原則として新規の箱物は建設しない、今

ある箱物も大幅圧縮との方針が明記をされたようであります。必然的にコンクリートから人

にならざるを得ません。そこで、10年後の人口予測でも、町も急速に少子・高齢化が進むの

が歴然としている中で、30年、あるいは50年後の人口予測をし、将来の施策を考える時期が

来ているのでないかと思うのでありますが、いかがですか。 

  次に、そこで施政方針の中の南保育所の建てかえ工事が最終年を迎え、来年度の開所に向

けてのサービスが始まりますが、最近のマンションのチラシに、子育ての町蟹江と大きく掲

載をされておりました。そこで、南保育所の建設により待機児童はゼロに近づけるのか。ま

た、延長保育についてはどうなるのかをお尋ねをいたします。 

  町の答弁では、ここは定員に余裕があります。駅に近いこことここは入れませんとの答え

で、全体ではこうですとの答弁でありますが、入りたい保育所は駅に近い場所になります。

その場所で大幅な延長保育を考えるとか、子育ての支援をするならば、この部分で定員の大

幅な増加を図る、あるいは名古屋駅に近く、近鉄の駅が２カ所、ＪＲの駅が１カ所の優位性

を生かし、子育て支援の町としてＰＲをしてはいかがですか。若年層がふえれば活性化もで

きると思われますし、延長保育での雇用も生まれ、また、住民のニーズにこたえられる最高

の住民サービスだと思いますが、いかがでしょうか。 

  次に、道路の保守、修繕、維持管理費についてお尋ねをいたします。 

  ここ22年度の修繕、維持管理事業について、近くの日光川防災道路から西尾張中央道の横

を走る側道について、修繕をお願いをいたしました。ところが、道路の下の路盤改良から着

手しなければならないため、六、七百万かかりそうでとても本年度はできないとのことであ

りました。そこで、災害等の場合にも、人、物資の輸送等に一番大切な道路の予算を調べて

みました。ここ10年間ほどで予算の多いときの３分の１に修繕費が22年度は下がっておりま
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す。また、この予算はここ５年間ほどの予算の２分の１、年間4,000万円程度しかありませ

ん。もとより道路は通常の生活に必要不可欠なものであり、また、災害時の物資の輸送及び

ライフラインの復旧になくてはならないものであります。道路の整備は地味な仕事でありま

すが、町でしかできないものであります。蟹江町は面積が11平方キロメートルと狭いことが

道路の整備はしやすくしていると思いますが、ぜひ23年度は以前の水準までの予算化を希望

するものですが、ご見解をお聞かせをいただきたいと思います。 

  次に、水道についてであります。 

  昨年の21年決算では、有収率が90％を２年連続で切っております。21年度は88.4％であり

ました。ぜひとも90％台の前半には上げてほしいと思いますが、一番の原因は漏水だと思わ

れますが、23年度の対策についてはどうされているのか。また、22年度有収率の見通しはど

うなのかお聞かせをいただけたらと思います。 

  また、上水道では、蟹江町も平成20年度以降は木曽川からの県水100％となっており、地

下水は一切利用をしておりません。そこで、以前からの県水100％利用の海部南部水道企業

団との水道料金の格差についてお尋ねをしたいと思います。 

  蟹江新田富吉地区については、この海部南水からの供給を受けており、以前から水道料金

に格差がありました。蟹江町は地下水から取水をしていた平成19年までは、その分水道料金

が安いとの説明がつきましたが、同様に県水100％では料金が富吉地区のほうが高いのは不

公平だと思われます。過去の経緯はあるかと思われますが、水道管の布設距離等で海部南部

水道企業が高いのもしれませんが、同じ町内であり、水道管の財産権及び供給エリア等の問

題を解決してほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

  次に、湛水防除事業の本町舟入排水機場の今後の進行状況の見通しをお教えをください。 

  鍋蓋排水機場第２期が新年度中に完成の予定でありますが、昨年より土地改良関連予算が

50あるいは60％減だと言われております。今までのように補助金が愛知県土地改良連合会等

でできないならば、補助率が悪くなっても建設省等で補助をお願いできないものか。例えば

本町舟入排水機場の隣に建設省の補助金を利用した排水機場がつくれるものなのかどうかを

お教えをください。 

  また、下水道の供用開始が始まりますが、ここにはトイレだけでなく、家庭用の雑排水が

入ることになりますが、本町舟入排水機場に流入する水の量はどの程度減るのかが判明をし

ておったらお教えをください。 

  最後に、蟹江高校跡地について質問をいたします。 

  この議会の初日で、愛知大学の笹島キャンパス開校に伴い、蟹江高校跡地が第２キャンパ

スの候補地となっているやのお話がありました。この２月19日土曜日と３月５日土曜日の２

回、蟹江町と大学連携講座ということで、「水辺と環境」をテーマに、初回は愛知大学の佐

藤学長、２回目は、同じく愛知大学の岩崎教授等の講演がありました。これも愛知大学との
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結びつきを強めていきたいとの町長さんの熱い思いが伝わってくるような企画でありました

が、現状と今後の見通しをお聞かせをください。 

  以上で質問を終わります。 

（14番議員降壇） 

○町長 横江淳一君 

  それでは、お答えを申し上げたいと思います。 

  おおむね７問というふうに理解をしておりますが、先ほどと同様、だらだらとした答弁に

なりますと大変注意が入りますので、単刀直入に申し上げたいなと。予算審議でまたご審議

を賜ることがあるかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

  まず、過去２人の議員からも質問がございました減税についてであります。 

  これは、今現在、名古屋市議会議員選挙が行われておりますし、知事選挙では減税10％を

うたわれた大村知事が当選をされました。先ほど来、答弁申し上げましたとおり、県の財政

力の中で10％減税が仮に執行されるとすれば、少なからず蟹江町にも影響があるやに考えて

おります。 

  ただ、今議会、２月議会で上程をされておりますのは、あくまでも県議会骨格予算であり

ますので、６月の補正対応ということで、今後しっかりと動向は見ていかなきゃいけないの

かなと、こんなことを思っております。 

  当蟹江町はどうなんだろうということであります。先ほど来、菊地議員のご質問、小原議

員のご質問にもございましたが、今現在どうだと言うと、私の中では減税の考えは全くござ

いません。例えば所得税割、それから均等割、方法はいろいろありますけれども、近隣で言

えば大治町さんが単年度だけ減税をされるということで議決をされました。名古屋の場合も

単年度だけでありますけれども、今後、市議会議員の選挙の動向によっては、これも流動的

であるということも認識をしているわけでありますけれども、蟹江町で２億1,000万余の財

源を確保しようと思いますと、例えば無駄を省いて、その財源が今出てくるかというと、そ

の自信は全くございません。 

  そういう状況の中で、今蟹江町に求められることを、何をすればいいかということをしっ

かり見据えた上で、無駄を省き、事業見直しをし、蟹江町版事業仕分けをしながら、もしも

そういう状況になれば、当然その時期に減税というご議論も起こってくるやに思いますが、

今現在については、そのような考えは私自身は持っておりません。あくまでも住民サービス

を徹底的に充実させるという方向に力を向けていきたいな。ただし、これが県の状況、何度

も言いますけれども、県の状況がどうなるかということによって流動的になるかもわかりま

せんし、実際、苦しくなるんじゃないかという危惧はされます。ただ、やり方によっては方

法もこれからの段階だというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  ２つ目に、少子・高齢化のことであります。 
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  このことにつきましては、第４次総合計画から、いわゆる平成32年までの10カ年、人口予

想は３万8,000人というふうに総合計画の中ではうたってございます。過去10年間、じゃ蟹

江町は人口増があったかというと、はっきり言って余り人口増、減りもしないが、ふえもし

ない。外国人の方が出入りが激しいものですから、先般の国調の調査では、３万6,700余だ

というふうに記憶いたしておりますが、海部郡では、津島、愛西、蟹江町が残念ながら人口

増の減少がこの４年間で見られたわけてありますけれども、蟹江町としても、この状況を踏

まえながら、先ほど来からご答弁を差し上げております市街化区域の拡大を図りながら人口

増を図ってまいりたい。 

  ただ、問題は、今議員ご指摘の20年後はどうなんだろうと、統計の中で50年後は今１億

2,000万あるわけでありますけれども、１億人を切って9,500万人という統計が出ているそう

でありますけれども、これも統計上の問題でありまして、実際どうなんだということになり

ますと、なかなか難しい状況が出てくるんじゃないかなというふうに思っておりますが、蟹

江町といたしましても、とりあえず10カ年計画の中で、当然３カ年ずつの見直し、もしくは

単年度で見直しをしていかなきゃいけないこともあるかもわかりませんが、議員におかれま

しても、今後の例えば市街化の動向等々を議員としてしっかりとまたご助言をいただければ

ありがたいと思いますし、当面30年後のことについては、まだまだちょっと考える余地がご

ざいません。 

  ただ、急激に始まるこの高齢化、少子化についての歯どめをどっかでかけていかなきゃな

らないべく国の施策にも注視したいと思っておりますし、蟹江町としても、高齢化対策は待

ったなしであります。その前に、どうしても人口増を図りたいということで、先ほど来、一

番のカンフル剤は、やはり市街地にたくさんの人が住んでいただいて、当然住んでいただけ

れば、税金という形で入ってくるわけでありますので、また、住民サービスが充実してくる

んじゃないかと、そんなことを期待しつつ当面の目標は３万8,000人ということに町を挙げ

ていきたいなというふうに思っております。 

  あと南保育所のことでありまして、待機児童がどうなんだということであります。 

  これはいろいろな議員の方々からご質問をいただいておりますし、蟹江町に住みたくなる

まちづくりをしたらどうだと、小原議員からも質問がありました。重複するわけであります

けれども、今現在、児童館をつくりました。仮設園舎として24年度に南保育所の園児たちを

そこで１年間だけ仮設所で保育をいたします。24年度には今議会でご提案をさせていただい

ております南保育所の増設計画にもご賛同を賜って、早い時期に完成をさせ、24年度には

200人規模のゼロ歳児を収容する保育所として生まれ変わりたいなと、当然、延長保育、早

朝保育も充実をさせたい。それから保育料の問題も先ほど来から言われておりますけれども、

それも総合的にきちっと加味をしながら、蟹江町、駅の近くの大変便利なところに南保育所

ございますので、このことについても、待機児童もこれでほぼ、今現在待機児童は実質的に
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はありませんが、利便性を高めるために、非常に南保育所は役に立つんじゃないかなという

ふうに思っております。この進捗状況を見ながら、また、議員の皆様方にしっかりとこれか

らご議論を進めさせていただきたいなと、こんなことを思っております。 

  あと道路の維持費の問題であります。 

  これは議員、平成十三、四年ぐらいのときにも一度ありましたね、ご質問が。前は予算の

10％ぐらい土木費を使っておったんだけれども、特に、道路橋梁費については、もう顕著に

減っているじゃないかと。特に、18年度には8,000万以上あったのが、当初予算であります

けれども、この23年度2,900万、これは一応当初予算でありますので、補正予算対応で二千

五、六百万の予定はしておるわけでありますけれども、インフラ整備、地域のインフラ整備

というのは不可欠であります。優先順位の高いところから当然やるべきでありますし、先ほ

ど来、一部ご指摘をいただいた場所につきましても、県としっかり相談の上、町道整備、そ

れから県道整備についての充実を図ってまいりたい。 

  ただ、予算がどれだけふやせるかということについては、なかなかここで今、一朝一夕に

発言ができませんので、大変申しわけなく思っておりますが、ただ、予算が余ったらという

ことではなくて、重要なところには当然予算を投入して地域の皆さんの利便性を図るべきで

ありますので、これも今後進めてまいりたいなというふうに思っておりますので、よろしく

お願いをしたいと思います。 

  あと有収率の問題であります。 

  これも小原議員からも水道のことでちょっとご質問をいただきました。上水道について安

心な水を、安全な水を的確に供給をする蟹江町の水道事業にあっては、なくてはならないも

のであります。一時は90％の上のほうまでの有収率があったわけでありますが、議員ご指摘

のとおり90％を切ったような状況が昨年度の決算でございました。これはいろいろ今調査を

しておりますけれども、大きな原因は、やはり給水管の老朽化と、それから破損等々がやっ

ぱり各地で起こっております。それから下水道の整備に伴う水の流出、これも否めない事実

でありますが、今現在、調査をしておりますけれども、判明次第、これは管にやっぱり細か

い穴があいていまして、そこから水が漏れているというところも数カ所ございます。そうい

うこともきちっと点検をしながら順次行ってまいりたいと思っておりますので、何とぞよろ

しくお願いをいたしたいと思います。 

  あと排水機の問題でありますけれども、これは先ほど県の予算にも触れましたが、土地改

良の予算が50％、60％ぐらい減額をされ、最終的には地域の皆様方のお力添え、県土連の皆

様方のお力添えだとか、各地域の議員さん、特に蟹江町の議員さんにはいろいろお力添えを

いただきまして、80％からほぼ100％ぐらいまで今年度までは復旧できたわけでありますが、

さてさて来年度予算ということになりますと、新しい知事さんが農水省出身でありますので、

いろいろお力添えをいただけると私は信じておりますが、これは多分団体の方々、我々もそ
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うでありますけれども、陳情にお邪魔をすることになると思いますが、当面、骨格予算のう

ちはどういう状況になるかわかりません。 

  ただ、先般ちょっと関係者の方にお伺いをいたしますと、６月補正で対応したいと。ただ

し、これは今言う一括交付金対応になるんじゃないかと。そうなってきますと、建設関係、

それから農水関係の２つの部署の予算の取り合いになってしまうんじゃないかということが

危惧をされておると、そんな実は答弁がございました。我々としては、県議会議員もこれ行

われますし、あらたな布陣が決まりましたら、早速６月補正に向けて陳情に伺いたいなと、

これは蟹江町の生命線であります。特に、この本町舟入排水機場につきましては、県の単独

予算であります13次緊防にも上げてございますが、14次緊防、緊急防災の事業に何とか上げ

ていただくべく当然陳情にお邪魔をするわけでありますけれども、大変高額なお金がかかり

ます。 

  しかしながら、蟹江町の生命線を、これは地域の議員さんからも熱望されておりますし、

当然蟹江町もやらなければいけない事業の１つだと理解をいたしておりますので、本町舟入

排水機場のみならず、蟹宝の排水機場、そして鍋蓋の２期排水機場が今年度ほぼ完了をいた

します。とにかく蟹江町は水の管理をしっかりしないと、あっという間に池の底のような状

況になってしまいます。こんな状況だけは絶対避けるべきでありますので、何とぞ、この排

水機場につきましても、建設省の予算も視野に入れながら陳情活動を小まめに行っていきた

いと思っておりますので、諸議員におかれましては、ご協力のほどよろしくお願いをいたし

たいというふうに思っております。 

  あと海部南水の水道料金の問題であります。 

  これは議員、多分ご承知おきをいただいておると思いますが、今までの水道事業の生い立

ちからしまして、蟹江町は今現在、海部南水で、海部南部水道で供給を受けている地域と、

それから本町からの蟹江町の地域で配水を受けている地域と２つに残念ながら分かれてしま

っております。水道料が高いということもご指摘をいただいております。その地域の議員さ

んからもたびたびご指摘をいただいておるわけでありますが、過去のいろいろな経緯、それ

から布設をした財産権等々いろいろな問題がございます。今後、例えば、布設の状況にもあ

りました。先般も実は火災がその地域にありまして、大変水の出ない状況があったと。この

ことについても、我々はしっかりとその事業団に対して、首長として申し入れをし、布設を

完了していただきました。いろいろな協力関係を保ちながら、水道料金のバランスもとって

いただきたいのもやまやまでありますけれども、そういうことも含めて、過去のいろいろな

経緯をこれから精査をさせていただきながら、これも一朝一夕で料金の是正というわけには

まいらないかもわかりませんが、お互いに協力関係をこれからも維持しながら、財産権もお

互いに認めながら良好な関係を保っていきたいなと、こんなことを思っております。下水道

の供用開始につけて、当然水道料金の格差が出てまいるわけでありますが、これからいろい



－163－ 

ろな協議もやってまいりたいなと、こんなことを思っております。 

  以上であります。 

○議長 伊藤正昇君 

  町長、蟹高、蟹高。 

○町長 横江淳一君 

  大変申しわけございません。触れたくない問題じゃなかったんでありますが、蟹江高校の

跡地の問題であります。 

  先般、官学の連携講座を行いました。２回行いましたし、この場をおかりいたしまして、

議員各位の皆様方には大変お忙しい中ご出席を賜りまして、貴重なご意見をいただきまして

本当にありがとうございます。 

  これは、蟹江高校跡地を、ご存じのように、愛知大学が2012年、来年度に笹島キャンパス

がオープンをいたします。多分6,000人ぐらいの学生さんが笹島に集まるのではないかとい

うふうに想定をされております。 

  そんな中で、蟹江高校跡地のグラウンドを貸していただけないかという申し出が県のほう

にあったというふうに聞いております。県のほうから、その申し出を受けまして、我々とい

たしまして、今、あれは県有地であります。県有地として管理をさせていただき、今防災の

いろいろな訓練をさせていただいたり、それからいろいろなものに今使わせていただいてい

るわけでありますけれども、今後蟹江高校をどうするかという以前の問題で、あの地域の開

発も含めてでありますけれども、愛知大学の学生さんが、もしもこちらへ来ていただけると

いうことならば、これは県の了承をいただいて、あそこを使っていただくということになる

かもわかりません、今所有権が我々にありませんので。 

  そんな中で、今後、これは昨年度政策推進室と一緒に考えておるわけでありますけれども、

学生さんを蟹江町にもっと来てほしい。しかも、その愛知大学の学生さんのみならず、この

地域に通っている学生さんに対して、当然タウンミーティングをこれからも行っていきたい、

今年度は。そういうことも視野に入れながら、今後、学生さんを蟹江町に来ていただいて、

この行政サイドとのいろいろな問題を協議をしていただくという、包括協議の体制をつくり

たい。包括協定を今後結んでいきたいという、そういう最終目標の中で官学連携の講座を開

かせていただいたというのが基本的な考え方にございます。 

  愛知大学さんを特に視野に入れたわけじゃありませんが、たまたまそういう申し出があっ

たということで、快く学長さんも受けていただき、パネルディスカッションも行っていただ

きました。当面蟹江町における地域の問題、水郷、水辺の蟹江町をどうするんだと、歴史文

化の深い蟹江町とということで、１つのゼミを開いていただくこともご提案を差し上げまし

たし、もう既に、東栄町だとか、いろいろな地域で官学一貫の連携協定を行っているそうで

あります。そういうことをしっかり今勉強をしている最中でありますが、蟹江町もできれば、
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蟹江の地に学生さんをたくさん呼び込みまして、新しい知恵で、新しい行政を、先ほど言っ

た協働のまちづくりの中に入れ込みまして、今後いろいろな施策をしてまいりたいなと。23

年度はそれをスタートしたいなというふうに思っております。 

  蟹江高校跡地の問題につきましては、その後に必然的についてくるものだというふうに思

っておりますし、具体的にどうするかということについては、まだまだ県とのこれからのい

ろいろな折衝があるやに聞いております。 

  そんな中で、特に、やれるところから着実に進めてまいりたい。それが官学の今回の協定、

連携の講座であるというふうにご理解をいただけるとありがたいというふうに思います。 

  以上です。 

○１４番 奥田信宏君 

  大変、向こうではちょっと走って質問をさせていただきましたが、とりあえず、まず初め

に、減税についてであります。大治町が今回単年度で減税を出したということは、臨時財政

対策債か何かで、当然それか何かを目当てにして出したんでないかというふうに、それに近

い書き方を新聞にも書いてありました。ということは、地方交付税の交付団体でも臨時財政

対策債で減税分の補てんができるのならば、これは、本当にこれは一考する余地があるので

ないかと思うわけであります。あとの減税のやり方どうのこうのはちょっと別問題としまし

て、一番ちょっと気になったのはその部分でありますが、そうすると、これはそれこそ国が

裏打ちをする減税対策債でありますと、政策を遂行したほうがプラスになるのでないかと、

そんな感じがいたしますので、特にちょっとこれについてはお聞きをしておきたいと思いま

す。 

  そして、あと南保育所の件でありますが、民間でありますと、ニーズにあるところにサー

ビスを提供するというのが基本であります。今回、町長さんは、飛び出せ公務員ということ

で、みんなの中へ入ろうということを言ってみえるわけでありますが、逆にこういうニーズ

をつかんでいただいて、そこで例えば定員なんかを増減したりとかいろいろなことをやれる

方法があるのでないかと思うわけでありますが、そこら辺をもう１点お聞きをしていきたい

と思います。 

  それから、一括交付金なんていうことを言われたんで、これはどうなるかわからないんで

すが、湛水防除の件でありますが、まず、今までは農水省の土地改良関係予算の中での湛水

防除事業であったんですが、前々からそれはそう思っておるわけですが、特に、一番聞きた

かったのは、今までの排水機があるところに、当然集める遊水池があります。その遊水池を

例えば水に色がついているわけじゃないんですが、例えば農水省、あるいは同じところで建

設省とか、そういうふうに使い分けができるものかどうかをまず１点と。 

  そして、もし使い分けができなければ、これから時間を今、大抵のところの堤防等も時間

50ミリ対応でほとんどつくっております。去年なんかの豪雨なんかですと、時間70ミリ、あ
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るいは100ミリ近い雨が降ることがあります。そうすると、今のうちに、ひょっとしたらそ

ういうできそうなところ、排水機ができそうなところを町がこれは先行取得をしておいて用

意をすべきでないかと思うわけであります。 

  それで、特に、そのときに、例えば同じ農水省の例えば予算のつけている排水機の隣では、

建設省の排水機はつくりにくいよということでありましたら、逆にどっかへ手当てをする必

要がありますし、今現在、例えば蟹江川で幾ら排水機をつくりましても、前にもありました

が、日光川への排水はできないとか、そして、とめてくれというようなことが起こる可能性

があります。そうすると、１つでも排水機能を持っていないと、マイナス、それこそ１メー

トル、２メートルのところでは、これから水の恐怖におびえながら生活をするような事態は、

行政をあずかる者としては絶対避けていかなければならないと思っておりますが、その辺も

つけ加えて、ちょっとお教えをいただきたいと思います。 

○町長 横江淳一君 

  じゃお答えをいたします。 

  地方債の考え方として、今議員お示しになりました臨時財政対策債であります。この臨財

債というのは、ご承知おきいただいていると思いますけれども、これ地方債の一種でありま

して、地方公共団体に交付する普通交付税の財源が足らない場合に臨財債で対応してくださ

いということで、交付税対応になっております。 

  先ほど来、ご指摘をいただきましたように、財源がなくなったから臨財債で対応できるか

と、それはありません。と言いますのは、10％減税にしたから、その分税金が足らなくなっ

たから、じゃ交付税でお願いしますと言っても、そんな計算方法は存在しないわけでありま

す。例えば、名古屋市の場合をとってみてもそうでありますが、現実に10％減税をやりまし

て、結局、最終的に市債が上がってしまったという事実は、議員も認識いただいておると思

います。 

  でも、市長さんの考え方は借金も財産のうちだという、そういう考え方をしておみえにな

りますので、そうなれば、この臨財債だって、やみくもに全部借りればいいという問題でも

ございません。きちっとした枠があって、我々その枠いっぱいをお借りすることなく、本来

はやりたいんです。交付税で対応すると言っても、本当にすべて対応していただけるかとい

うと、一部交付税で見ていただけるという程度でありますので、やはりこれはどこまでいっ

ても起債、借金であります。よく皆様方からご指摘いただきますのが、やはり健全財政を保

とうと思えば、借金も財産のうちという考え方も取り入れながら、自分が今持っている貯金、

いわゆる財政調整基金を上手に運用していき、最終的には継続的な財政、収入の、これは確

保というのが必至でありますので、これを一生懸命考えていきたいなと思っております。 

  ですから、減税したからといって地方交付税がふえるということは絶対これはございませ

んので、ご理解をいただきたいなというふうに思っております。 
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  大治町さんがおやりになられて、市長さんが、市長答弁を私は聞いたんでありますけれど

も、各種負担金を減らしたというふうにおっしゃいました。そのときの負担金がたまたま一

部事務組合である病院への負担金が数千万円あったそうです。それを減らしたという答弁を

されたんですが、私は、それは確かにそこの地域はそれでいいかもわかりませんが、一部事

務組合でお互いに相互扶助でやっている、そういう団体の交付金をやみくもに減らしてまで

もやるという、それで財源を生み出すという１つの方法は、それは方法としてあったかもわ

かりません。自治体のことをどうこう言うつもりは全くございませんが、蟹江町の場合は、

先ほど来から申し上げておりますように、財源の無駄がもしも仮にあるとすれば、それを徹

底的に財源の無駄を排除をし、なおかつ住民サービスを十分、十分とは言えませんけれども、

ある程度のところまでやって、なおかつ財源に余裕があるんでしたら、当然これは減額、減

税という方法も視野に入れなきゃいけませんが、蟹江町は今そういう状況にないということ

だけをご理解をいただきたい。ただ、県が10％減税をやって、いろいろな補助金が端的に減

らされた場合、逆の現象が起きてくるんじゃないかということを逆に私は危惧をいたしてお

ります。 

  ２つ目であります。南保育所でありますが、確かに南保育所を民間に、公設民営でどうな

んだというご意見は数年前からいただいております。ただ、我々は蟹江町の子供は蟹江町で

育てたい、蟹江っ子は蟹江町でという強い意思が私自身は持っております。 

  そういう中で、今後運営方法については、民間のノウハウを十分入れることも当然視野に

入れなきゃいけません。今現在、110人のキャパシティーの南保育所の保育士、これも当然

200人規模になれば、やみくもにふやすわけにはまいりませんが、公務員の数の、適正な数

の中に入れながら、やっぱり民間の人の登用も考えていかなきゃいけないかもわかりません。

それは今後考えていくべきことでありますけれども、先ほど言いましたように、地域の方と

一緒になっていろいろな施策をしていく、飛び出せ公務員というのは、ここでできるかどう

かわかりませんが、いろいろなノウハウは各種団体の方にも、これからもどんどん入れてい

ただきたいなというのは思っております。 

  あと一括交付金でありますけれども、先ほど来言いましたのは、今後補正予算で排水機に

係るお金を建設省、建設関係、それから農水関係に係るお金が２つに分かれるんじゃなくて

一括で来るからどうしようという、まだわかりませんよ、これはこういう形で来るんじゃな

いかなという県の関係者の話であります。 

  今、議員ご指摘の、今現在ある、例えば排水機は、ほとんどが農水関係でいただいており

ます。補助率の大変高い助成事業で行われているわけでありますが、蟹江町を見ていただけ

たらわかるように、市街化調整区域であっても市街化区域であるかのごとくのところがたく

さんあるわけであります。そして、その水の生活雑排水を含めた生活汚水、それから雨水も

含めてでありますけれども、すべてが本町の水路を通って、本町舟入排水機場に集まるわけ
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であります。あそこで水量規制がありますけれども、毎秒5.6トンというのが蟹江川へ放出

する水量のキャパシティーのいっぱいいっぱいであります。 

  そんな中で、先ほど来、日光川の排水規制の問題もありました。やみくもに排水機をふや

していいという問題でもございません。当然つくる場所もございますし、排水規制もござい

ます。 

  そんな中で、今現在ある排水機の能力が一応あるわけでありますけれども、多分７割から、

よくあって７割、それから６割ぐらいの能力しか今もうないんじゃないかなという排水機が

伊勢湾台風後につくられた排水機であります。これが本町舟入排水機場のいろいろな議員か

らお示しをいただいている排水機の更新事業の一番最たるものでありますので、これを何と

か整備をする前に排水の水位をまず下げること、排水の水位を下げることによって、当然１

次産業を携わっている皆様方の水位が下がることに大変不便さを感じますので、そこはとま

い等々を通じて、水の確保を図っていただくという協力も土地改良の皆さんにはしていただ

かなきゃいけない、これは舟入の地域も一緒であります。 

  そういうことをしながら、今現在ある本町舟入の排水機場の遊水池、これは蟹江団地の北

側にあるところでありますけれども、そこの確保も、しゅんせつも含めて、まず最初にやっ

ていかなきゃいけません。それには近鉄から南側の下水道工事の進捗状況を見つつやってい

くということが肝要かと思っております。 

  また、補助金のほうも、県単独の緊防事業でやることもありますが、その前に農水省の補

助金の模索も当然いたしますし、建設省でもやっていただけるべくお願いに行かなきゃなら

ないということも、これからあるというふうに思っております。今現在、方法としては３つ

あるわけでありますけれども、一番堅実な方法は、県の湛水防除事業14次に採択をしていた

だいて進めるのが一番今ではいいのかな。ただ、問題は補助金がどういう形でつくかという

ことが今現在はちょっとまだわからないというのが大変残念であります。精いっぱいこれも

生命と財産を守るべく、時間50ミリの対応でありますが、70ミリ降ってもいいように、町民

の皆様方にはご協力を賜りたいな、前もって雨が降るという情報がわかれば、目いっぱい水

路のしゅんせつも今やっております。一部完了したところもございますが、できるだけ水の

環境をしっかりあそこで守っていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いし

たいと思います。 

  以上です。お願いします。 

○１４番 奥田信宏君 

  ありがとうございます。 

  とりあえず、ちょっと今、ご答弁をいただきましたところで違っておりましたのは、私、

保育所を民営化とか民間ということを申し上げたのでなく、民間でもし考えるならば、ニー

ズのあるところに最大のサービスをしようと、そういうことを考えられるのでないか。そう
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すると、例えば定数の、人数の、保育所の配置ですとか、例えば一番皆さんが預けたいと今

おっしゃってみえるのは南保育所であります。その次が多分駅の関係からすると、蟹江保育

所と新蟹江北保育所になると思います。そうすると、預けておいて名古屋へ通うという人が

あるときに、例えばどっかへ車で移動しながら預けておいて、また、駅まで来なきゃあかん

というところは大変不便でありますので、やはりこれは逆に、その近くでもしなかったら、

そちらのキャパを広げるというのを考えながらニーズにこたえていかれたらどうかという意

味を申し上げたのであります。 

  それから、もう一つですが、下水道の利用を、例えばこれで供用開始をされて、蟹江本町

舟入排水機場に下水道が稼働をすると、どの程度の水量が流れて、どの程度、今度は逆に排

水量が減るのかどうかというのを私はお聞きをして、これご答弁をいただいておりませんで

したが、普通で言いますと、下水道をつくる計画段階で、この地域の供用開始で今までの、

今の浄化槽と違い、家庭雑排水も全部下水道入るわけでありますので、常識からすると、あ

る程度何トンという下がるのが、多分計算をしてあると思うんですが、これの多分数値がわ

かれば、私は数値は一応出ておるというように聞いておりますが、どの程度下がるものかど

うかもお尋ねをしておきたいと思います。 

  それから、まず、それだけ先にお聞きをします。 

○町長 横江淳一君 

  すみません、大変申しわけございません。南保育所に固執をしてしまいました。ほかにニ

ーズがあるところをとおっしゃいます。言っておみえになることは本当によくわかるんです

けれども、例えば、現実的にじゃその場所というと、新北になります。あそこも前に考えた

んですが、あれ以上キャパシティーをふやす場所がありません、大変申しわけございません

が。ですから、南保育所ということで落ち着いたわけでありますので、ご理解をいただけれ

ばありがたいと思います。 

  あともう一つ、下水道でありますけれども、過去に数字は確かに持っていると思います。

ただ、議員言われるように、本当に100％つないでいただければそんなうれしいことありま

せん。そのように、また議員各位からもアピールしていただけるとありがたいと思いますし、

当然議員の皆さん方も率先してつないでいただけるというふうに思っておりますし、現実的

に100％そうなれば、水量は減るというふうには思います。ただ、不明水というのがありま

して、下水道の中で中間を通るところには必ず水が入るようになっております。そうなって

きますと、全体のキャパが減るかどうかということもきちっと流量の計算をしなきゃいけま

せん。 

  それと、もう一つは、雨水だけになれば、当然理論上は非常に川もきれいになるしという

ことですけれども、中にはまだ合併浄化槽で流される水も当然ありましょうし、当面の間は

いろいろな水がまざってくるんではないかと。ただ、先ほど来、理想的には100％完全に皆
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さんがつないでいただければ、完全に水の量は減るというふうに理解をいたしております。

そのときに排水機の負担が減るかということについては、すみません、数字は持っておりま

せんので、今度またお答えをいたしたいなと思います。 

  以上です。 

○１４番 奥田信宏君 

  ありがとうございました。 

  通告をさせていただいたのを二、三、同じ答弁のところ外させていただいて質問させてい

ただきました。特に、下水が供用開始をたくさんされるようになると、排水は、ふだんの排

水は多分減るだろうと思っておりますので、逆に下水道、上下水道課だけでなしに、町の職

員さんも私ども一緒になって、できる限り供用開始を皆さんにお願いをしていきたいと思っ

ております。 

  これには町長さん先頭に立ってまたよろしくお願いをして、私の質問を終わりたいと思い

ます。 

  ありがとうございました。 

○議長 伊藤正昇君 

  以上で奥田信宏君の質問を終わります。 

  続いて、５番 民主党 中村英子君の質問を許可をします。 

  中村英子君、ご登壇ください。 

（８番議員登壇） 

○８番 中村英子君 

  議席番号８番 中村でございます。代表質問をさせていただきたいと思います。 

  出されております町長からの施政方針ですけれども、23年度予算は第４次総合計画が土台

になっているということでありますので、その土台の中身を前段少し検討しながら質問をさ

せていただきたいというふうに思います。 

  この第４次総合計画は、横江町長のもとで平成22年度に策定をされました。この第４次と

いいますのは、平成23年度から32年度までの10年間のスパンのものであります。そして、町

長は施政方針の中で、平成23年度、来年度をこの第４次総合計画のスタートの年としての位

置づけをされております。 

  私は、新しい計画の、すなわち、この第４次総合計画のスタートの年だということであり

ますので、そういう町長からのお話もありましたから、これまでと違った向こう10年に向け

てキャッチフレーズのように総合計画のキャッチフレーズ、明るい未来が見えるまち、その

明るい未来につながる施策が盛り込まれているのかどうかというようなことを期待しながら

拝見をさせていただきましたけれども、残念ながら明るい未来につながるような施策を何も

見つけることができませんでした。例年行われております所信表明ですね、そういったもの
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と、いつもの中身、内容と余りかわりばえがいたしません。この中身は各課や各部が継続的

に長い間進めている個別の事業が並べられているだけで、何の独自性も見出すことができま

せんでした。並べられております個別事業というものは、今も申し上げましたように、各課

が継続的に推進しているものでありますので、蟹江町に限らず、日本全国の自治体どこでも、

どの市や町でも同じように取り組んでいる行政の基本的な課題であります。 

  その基本的な課題ですね、行政のどの町も同じように取り組んでいる基本的な課題という

ものが、時間の経過の中で少しずつ推進されたり、拡大されたりということは、これは公務

員もたくさんいるわけですし、蟹江町にも特別職といたしまして、町長初め町側には３人の

特別職、そしてまた、議員もいると、16名の議員もいるし、役場には300人近い職員もいる。

そして、臨時もまた雇っているという状況の中で事業が推進していくというのは当たり前の

ことと言えば当たり前のことですので、そのこと自体がまちづくりの目的、町の未来像とい

うことにはならないのではないでしょうか。 

  わかりやすく、しっかりとした町独自の未来像をつくっていくには、各施策の体系を横断

して取り組む横断的、統一的であって、しかも上部に位置する軸といいますか、柱と言うべ

き施策が必要だと思われます。 

  簡単に申し上げれば、蟹江町の総合計画は枝や葉っぱはあるけれども幹がないという感じ

で、幹がありませんので、蟹江町が目指す全体像、どんな町にしていきたいのかは皆目わか

らないという始末であります。本当に、この中身は残念な思いでいっぱいです。 

  さらに、この総合計画と23年度予算にはもう一つ残念なことがあります。それは大きく変

化する社会構造に対する、それにどう対応するかという視点が乏しいということであります。

乏しいというよりも、全くないと言っていいぐらい触れられておりません。 

  今、日本の社会構造は本当に大きく変化をしております。そして、その急激な変化の中か

ら発生するであろうさまざまな問題に対して、行政として取り組んでいこうという姿勢が全

く見られないことです。日本経済新聞には、この新年から、先例なき時代に立つという連載

があったそうですけれども、これからの日本の社会は国も地方もかつて経験したことのない

人口減少、ただいま奥田議員のほうからもございましたけれども、私も一般質問でやってお

りますが、人口減少ですね、それに伴う高齢者の増加、当然これは社会負担費の増大という

ことを意味してくるわけです。そこに長期デフレ、ＧＤＰの２倍とも言われる国と地方の借

金、こういった課題を一度に背負う時代に入ってくるということなんです。入ってくるとい

うより、もう既にここに入っていると言っても過言ではないと思われます。 

  そして、そのような大きな社会構造の変化の中から、恒常的に問題が発生してまいります。

つまり失業だとか、低賃金だとか、年収200万円以下の母子家庭や生活保護が必要な世帯が

増加していきます。当然福祉、医療費がふえ続けていくということなんです。つまりセーフ

ティーネットのための予算がふえ続けるということですし、また、ふやさなければならない
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ので、国や地方財政が圧迫されるということはだれが考えてもわかり切っていることであり

ます。 

  これは税制面からの話ですけれども、税制面だけではなくて政策の面からも対応も求めら

れてきていると言われています。例えば、これは例でありますが、世帯ということを考えて

みたときに、かつては夫婦２人と子供２人の４人家族をモデルケースとして、国内、あるい

はまた、自治体のすべての政策のシミュレーションというものを描いてきたわけですね。４

人家族というのが社会の土台だったというわけです。しかし、今や結婚しない男性がふえて

おります。それも半端な数でありません。男性が結婚しなければ女性も結婚しないのかなと

いうんですけれども、そこはどうも統計的には同じ数字にはなっていないわけですけれども、

50歳までに一度も結婚を経験しない男性の数は将来的に３人に１人というふうに言われてお

ります。これも大変恐ろしい数字ですけれども、このように結婚しない男性が例として言え

ば増加していると。そしてまた、高齢者の単身世帯もやっぱり高齢化に伴って増加しており

ます。ですから、世帯ということ１つをとってみても、世帯の存在のあり方が多様になって

きております。つまり従来の４人家族をモデルケースとした政策というものは、当てはまら

ない世帯が大変多くなってきているというんです。 

  ですから、これから政策を考えるとき、４人家族を基本にした政策を考えても、それは実

行面において、大変現実とは合わないというようなことになってくるわけです。この結婚以

外のことも、世帯以外のことも、大きく日本の社会が変化していくことがありまして、私た

ちが育ってきた時代とは考えられないような、信じられないような日本社会になってきます

ので、このような変化があったとき、当然行政の役割も違ってくるのだと思います。 

  そのような状況であるにもかかわらず、町長初め管理職の皆さんは、このような社会構造

の変化について認識がないのか、薄いのか。ただ、状況を聞いて知っているだけなのか、総

合計画の中でも取り上げておらず、支援が必要となる人たちに対するセーフティーネットを

広げようともしておりません。この姿勢について、本当にこれは残念なことの１つと言わざ

るを得ません。 

  この総合計画において、ほかにも問題ありますけれども、この２つの問題をまず提起させ

ていただいて、23年度予算はこれに基づいているということでありますので、今申し上げま

したように、全体像が見えにくいわけですけれども、個別の問題について質問をさせていた

だきたいと思います。 

  さて、最も大切な税収についてお伺いをいたします。 

  先ほど町長の答弁の中で、税収について、安定的であるというご答弁がございました。確

かに、過去５年間の平均を見ますと、50億円ということで、町税ですけれども、推移をいた

してきております。しかし、平成21年度は決算において51億円でしたけれども、22年度にお

きましては、決算見込みといたしまして48億7,000万というふうに書かれております。 
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  つまり２億3,000万円のダウンがここであるわけですけれども、このダウンについて、先

日補正予算の折には交付税での補てんがあったというような、これは偶然にあったのか、そ

れだけなのか、ちょっとそのことはわかりませんけれども、このような補てんはありました

という説明がありましたけれども、ここに来て税収が２億円以上ダウンしたという事実は事

実としてございます。これはリーマンショックというのが２年前にありましたけれども、こ

のような影響が初めてここで出てきたのか、そうでないのか私としてはわかりませんけれど

も、この税収について、これからこのように50億円を切っていくような、２億円も切ってい

くような状況が続きますと、これは非常に財政に影響を与えるということは明白であります。

さらなる行政サービスの縮小ということも考えなきゃいけないわけですので、この税収見込

みと、それから行政の行政サービスとの関係において、町長はどのように考えていくのかを

お伺いしたいと思います。 

  次に、予算に占めます経費の割合についてお伺いをしたいと思います。 

  経費と言いますのは、人件費、物件費、その他経費ですけれども、この経費が一般会計に

占める割合というものを見てみますと、過去５年間の平均で、これは決算ベースですけれど

も、一般会計に占める割合で、約84.2％、84.2％が経費ということで計上されているわけで

すね。残りが投資的経費というふうになるわけですけれども、この投資的経費といっても、

その中身は老朽化した建物の建てかえとか、耐震工事とか、そのようなたぐいのものにかな

り充てられておりますので、投資的経費と言っても、この経費の、投資の中身は必要なもの

に必要にお金を使っているというようなことではないかと思うんです。 

  先ほど奥田議員からもご質問がありました。道路の補修やら基盤整備に対して予算が少な

いというお話がありましたけれども、私が議員になったときは、補修費というものは２億

3,000万から5,000万円計上されていたという記憶があります。現在は当初で約3,000万円で、

決算で約5,000万ぐらいの幅に縮小されております。つまり、そういうところに使うお金す

ら、もう割り振れなくなっていると、非常に窮屈な予算になっているということであります。 

  しかも、この経費を見てみますと、84.2％の経費というのは、じゃ幾らなんだということ

ですけれども、決算で大体90億円、５年間平均の一般会計決算約90億円ですので、その中の

84.2％で、約77億円が経費であるということでありますので、税収が約50億円、そして経費

が77億円、そういうことがこの町の実態だと思います。 

  このような予算の中で、蟹江町が積み残してきた問題、大きな問題が手つかずで残ってお

ります。それは先ほどお話もありましたが、ＪＲのその橋上の問題、それから近鉄蟹江駅の

駅の問題、それから高架の問題、再開発の問題、全くの手つかずで過ごし、また、これから

も全くの手つかずで過ごそうとしているのか。この問題に対して、このような財政力の中で、

果たして財力として、こういう工事に頼ることができるのかどうか甚だ疑問であります。そ

の点について、町長はどのようにお考えなのかをお伺いしたいと思います。 
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  現在、蟹江町の借入金ですね、地方債ですけれども、借金も92億円ありまして、平成23年

度にはここに11億円ふえることになっております。つまり23年度の年末は総額約103億円の

借金の総額ということになります。ここに下水道の関係で、まだ30億円は別途借り入れがあ

りますので、そのことを足していきますと、町の借入金もかなり一般会計を上回って大変大

きな金額になっているということです。 

  ですから、私が今申し上げましたように、今の財力で大型の事業に耐え得る力があるのか

どうかということを考えたときに、それは町を運営する人の考え方ですので、公債費の比率

はまだまだ蟹江町はいいんだから、もっとどんどん借金して、そういうものでも何でも取り

組めという意見が一方にある反面、これ以上そういう積み増しをすることがいいのかどうか

という議論も起きているわけです。そこで、町長として町の財政を預かっているわけですか

ら、どのようにその運営についてお考えになっているのかをお伺いしたいと思います。 

  任期も町長あと２年ということになってまいりましたので、こういった財政力の中で、自

分としては何を目玉政策として、何に取り組みたいのかというようなことまでも、もしお答

えいただければ答えいただきたいと思います。 

  次に、第５章にあります協働のまちづくりについてお伺いをいたします。 

  今、市や町では協働という言葉はもう流行語であります。流行語大賞をあげたいくらいで

すね、どこの市や町でも協働、協働、協働であります。ですから、蟹江町が協働のまちづく

りと言っても目新しいものでも何でもないわけです。それは協働のまちづくりということは

どこでもやっております。うたってはおりますけれども、その目的、やり方、成果というも

のは、それぞれの市、町におきましてかなりのばらつきがあります。単に市民の意見を聞く

場をつくったり広げたりしただけのものから、先ほど申し上げましたように、蟹江町の総合

計画には幹がないということを私言いましたけれども、ある市では、まちづくりの幹をつく

りまして、それを町民に周知させて、市のまちづくりの実現のために市民一人一人が自分な

りに参加するという、町全体を巻き込んだ協働作業ということまでやっているところもあり

ます。実にさまざまな協働の取り組みでありますが、では一体、蟹江町の協働というのは何

なのか、何のためにするのかということで、私はもうちょっと現在の町当局の説明からは理

解が伝わってまいっておりません。 

  施政方針の９ページには、協働のまちづくり事業の成果を生かし、今後もさまざまな主体

とともにまちづくりに取り組んでまいりますと、約２行ですね、書かれているだけで予算も

何もついておりません。こういう状況ですね、蟹江町はこういう状況ですけれども、どんな

形にしましても、協働のまちづくりというものを私自身は別に否定するものではありません

ので、それはやっていただくと結構なことだと思うんですけれども、ただ、私が心配してい

るのは、蟹江町の場合、本来行政がすべき仕事、本来行政が担当すべき仕事を財政上の理由

から、つまり財政が厳しいので、できるだけ歳出を抑えたいという理由からか、あるいは仕
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事がやりにくというような、ほかの理由かもしれませんけれども、協働の名のもとに町民に

その仕事を片がわりさせると。そんな考えはないと思いますけれども、どこかで私は、どう

もその気配を感じますので、町長はこの協働というものはだれの何のための協働なのかとい

うことを、この際きちんと理念づけていただきたいと思います。 

  さらに、そのまちづくりの推進のための仕掛けとプロセス、それに伴う予算の規模、今後

どのように取り組んでいくのかということについてもお伺いをしたいと思います。 

  最後になりましたが、これからの町の発展の姿、形について伺います。 

  今、私はこの質問の中で、町長のつくった総合計画には枝や葉っぱがあるけれども幹がな

いと言いました。幹がないので町の発展の姿は皆目私にはわからないわけです。今後の蟹江

町を考えましたときに、今申し上げましたように、税収の減少や税金に頼ってお願いして生

活する人たちの増加とか、社会的背景が非常に厳しくなっているということは簡単に予想さ

れます。もちろん、この厳しさは蟹江町だけではありません。どの市や町でも同じように降

りかかってきていることであります。大変に苦しさはどの市、町も一緒だというふうに思い

ます。しかし、その苦しさ、厳しさを上手に回避して、傷を少なくしていく方法を行政を携

わっている者全員がそれを模索していかなければならないことだと思います。 

  蟹江町の将来をどのようにしていくのか。そして、さっきも申し上げました、大変社会構

造が変化する中で、本当に十分に町民に対して適切な支援やセーフティーネットができるの

かどうか、そのようなことを考えて、財政規模等とかいろいろなことを私は考えましたとこ

ろ、先ほど菊地議員からもお話ありましたように、私は隣の名古屋市に入れてもらうことが

ベストだというふうに考えております。 

  町長は町の将来像について、いつも大変あいまいなままの答弁を繰り返していると思いま

す。先ほども、海部、津島のほうが、つまり広域行政圏に入っているからですね、広域行政

圏に入っているので、そんなところがいいんではないかというような答弁ありましたけれど

も、しかし、その話し方は、具体的にそれを１つにまとめ上げようというようなものではな

いですね。そういうものではありません。ただ、行政圏がそういうふうになっているという

ことであります。 

  そこで、もし仮に、横江町長が、蟹江町が単独で残っていきたいという希望がある、その

ことを考えるとすれば、しっかりとした幹をつくって、それなりの施策を実行し、その成果

を出していかなければならないと思うんですね。町が生き残る独自性のための背景をきちん

と整えて、それを実行し、成果を出すということをやっていかないことには、町が単独で残

れる条件というものは非常に少ないわけです。もし、そのようなことが現在できないとする

ならば、これは向こう何十年かの間に合併というものを考えていかなければならないことだ

と思うんです。 

  そうした場合に、合併について多くの町民が、その相手としてどこを望んでいるのか、果
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たして海部、津島を望んでいるというようなことがあるんだろうか、海部、津島がその財政

力において、また、文化的な面において、あるいはまた、風土的な面において、蟹江町と一

体になれる場所なのかどうか、そのことをきちんと踏まえて物事を考えなければならないと

思います。 

  町長のご答弁は、従来の広域行政圏だということにとらわれていると思うんですけれども、

その枠にとらわれて、そういった発言するということは、真に蟹江町民の利益を考えている

というふうには私には思えません。それは行政サイドの都合を優先させていることにほかな

らないのではないでしょうか。行政サイドの都合を優先することなく、また、従来の枠組み

にとらわれることなく、蟹江町の福祉や発展、先ほども言いましたように、駅について、本

当に大きな事業ができるんだろうかどうか、過去何十年できないものが、これから何十年後

にできるということも言えませんので、そういったことの発展をどのように考えるか、どう

いう状態になれば高架ができたり、駅が橋上になったり、再開発が、近鉄蟹江駅の再開発が

できたりとか、どうしたらできていくのか、そのためには町としてどうすべきかということ

をきちんと考えて最善の方法を選択することこそ行政を預かっている者の究極の責任ではな

いでしょうか。 

  繰り返して申し上げますけれども、蟹江町の福祉や発展にとって、最善の方法を選択し実

行することこそ行政を預かっている者が果たすべき究極の責任だとは言えないでしょうか。 

  以上で質問を終わります。 

（８番議員降壇） 

○議長 伊藤正昇君 

  中村英子君、質問席へ、あと５分しかありませんので。 

○町長 横江淳一君 

  ４点ほどの質問をいただきました。通告はいただきましたが、なかなか内容がはっきり把

握できませんで、今走りメモで大変申しわけございません。 

  第４次総合計画について、第１問目、平成23年度から32年までの10年間、キラッと明るい

未来が見えるまちというキャッチフレーズのもとスタートをさせていただきました。大変手

厳しいご意見でありましたし、我々としてもきちっと真摯に受けとめながら、第４次総合計

画をスタートしていきたいなと、こんなことを思っておるわけであります。 

  大変ちょっと残念だなと思いますのは、中村議員も議員やられて蟹江町のことが大変おわ

かりになってみえるから、そういうことを多分ご心配してみえると思いますが、もう少しや

っぱり蟹江町の蟹江力というのをご信じになられたほうがいいのではないか、最後まで何か

名古屋、名古屋にとらわれてしまって、ちょっと残念なというのを冒頭につけ加えさせてい

ただきたいなというふうに思っております。 

  決して私は先ほど言いましたように、名古屋との合併を否定すると言っているわけじゃあ
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りません。今現在、蟹江町がなすべきことは何だということをしっかり見据えていかなきゃ

ならないということでお話をさせていただきました。ちょっと冒頭にそれだけお願いをした

いなと思います。 

  残念ながら中身が全くない、何の独自性も見当たらない、継続することが大切であるだけ

である、将来がない、葉はあるけれども枝がないと、幹がなかったら葉も枝もできませんよ。

だから、こんなことについて答弁するつもりは全くありませんけれども、これからの人口変

動についても先ほど奥田議員から言われましたように、きちっとした将来像を見据えて総合

計画を立てたつもりであります。 

  ただし、先ほど来から言いましたように、10カ年の中でも変動的でありますし、当然見直

しをしていかなきゃいけないのは、冒頭からご案内のとおりでありますので、このことにつ

いては皆様方と今後も協議をしていきたい、こんなことを思っております。 

  また、特に大きく変化をする社会変化に、この蟹江町は全くついていっていない、乏しい。

国の流れが全くこれから見えない状況であります。それをどうとらえるかというほうがまだ

重要でありまして、これだけころころ猫の目のように政策が変わってしまって、内容がどう

なんだという言われても、我々はお答えすることができません。ですから、蟹江町は独自の

方法でこれから進めていきたい。総合計画立てるのは、これは常套手段であります。それだ

けをまずご理解をいただきたいなというふうに思っております。 

  考え方はいろいろでありますので、さしずめそれに対してどうのこうの言うつもりは全く

ございません。ただ、世界のあり方だとか、これからの日本のあり方、それから従来４人家

族が云々、このことについて、確かに私は思いますが、とりあえず継続的に蟹江町を進めて

いくということが肝要だというふうに思います。 

  また、その行政は変わらないのがまた行政であり、変化を求めるのも行政であるけれども、

しかも、やっぱり住民生活を安心して、安定してやっていくには、やはり変えることがすべ

てあるとは私は思いません。継続することも力でありますので、そういう意味での総合計画

ということをご理解いただければありがたいと思います。 

  ただ、人口変動について、冒頭から言っておりますように、人口変動については、これは

大変厳しいご意見があるのも事実でありますので、これは真摯に受けとめ、これからもしっ

かり動向を見詰めていかなきゃいけないなというふうに思っております。 

  また、私所信表明の中で、すぐやるべきことはやっぱり、これは今回の施政方針ではなく

て、事あるごとにいろいろな話をしております。そんな中で、タウンミーティングでもまち

づくりミーティングでもそうでありますけれども、住民の皆さんのニーズを絶えず聞こうじ

ゃないかと。ただ、６年やっておりますと、いろいろなところで声を聞きますけれども、い

ろいろなデータをとっておりますと、やっぱり言われる方というのはもう限られてきてしま

っています。多分そこしか僕が行っていないからというご批判もあるかもわかりません。で
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すから、出前行政という形で22年度は行かさせていただきましたが、23年度はまた別の形で

タウンミーティングを、まちづくりをやっていきたいなと。 

  特に、今回官学連携をやりました大学生とのいろいろな交流、それから若者の交流の場所、

そこへ積極的に出ていって、これからの考え方をしっかり皆さんと一緒に意見交流をしてま

いりたいなと、こんなことを今思っておるわけであります。 

  今、具体的にどうだと言われますと、抽象的な表現になるとまた言われるかもわかりませ

んが、ご勘弁を願いたいなと、こんなことを思っております。 

  それと、税収の問題に触れられました。このことについては大変私も残念でありまして、

堅調に推移はしているものの、リーマンショックの影響がやっとここへ来て、22年度決算で

あらわれてきたんではないかなと、こんなことを思っておりますし、法人税も若干上がりぎ

みな状況にはありますけれども、まだまだ個人税のほうが非常に厳しい状況であることも事

実であります。そんな中での財政運営をしていく中で、先ほどおっしゃいました経常収支比

率が、もう今蟹江町は90、要するに余裕がないんじゃないかと、経費が84.4％、おっしゃる

とおりであります。 

  ただ、私が町長に就任させていただいて以来、やらなければいけないことが山積みであり

ました。特に、老朽化をした施設、この本町の耐震、それから消防本部を持っております消

防署の耐震、それから防水、いろいろな改築工事も含めて、体育館、それから中学校の施設、

小学校、幼稚園、保育所、すべてであります。給食センターも最たるものでありますが、今

年度も11億のいわゆる借金をして、累計で100億近いものになるというのも十分わかってお

ります。 

  ただ、それは今財産として残っております。決してこれがどっかへ行ったわけではありま

せん。今現在、町民の住民サービスとして十分利用されているから、住民にとって、これは

しかるべき手段であったかなと。ただし、これをやみくもに続けておくという自身が、中村

議員おっしゃるように、これは非常に危険な水位に入ってきますし、当然下水道がこれから

数十億という話になってまいりますので、これもしっかり財政力を見詰めながらやっていか

なきゃいけないなと、こんなことを思っております。 

  また、大きな問題が全く手つかずだとおっしゃいますけれども、中村議員もおっしゃいま

すように、20年来手つかずであったエレベーター事業についても、結局できたじゃないです

か。蟹江町だって２億円ものお金を出してやっていますよ。そのことについて、何らかのご

批判がありましたらおっしゃってください。私としては地域の活性化についてお金を十分使

っております。そういうことに関しても、これはもうきょう映像で出ておりますので、はっ

きり言わせていただきます。やみくもにお金を使うことを批判されるんでしたら、それはそ

れでちゃんとその場で言っていただかなければなりません。お金を使うからやめてください

と、そのときにはそういう要望は皆さんあったはずです。そういうことはきちっとやっぱり
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言うべきじゃないのかなと、私はあえてここで申し上げたいと思います。 

  今後につきましては、必要とあれば当然財政出動はあると思います。ただ、皆さんおっし

ゃいますように、やみくもにお金を使うということは、これからは避けるべきではないかと｡

大まかこれで大きな経費の歳出はなくなるというふうに理解をしております。これから堅調

に財政が伸びていけば、今までの借金、それから住民に課せたいろいろな思いをインフラ整

備にお金をかけることもできますし、それから一番問われております少子化、福祉の問題に

ついても、しっかりとこれからそれに対応していかなきゃいけないと思っております。 

  もう一つ、協働のまちづくりという言葉でありますけれども、今本当に、どこでも協働、

協働というまちづくり言われております。私は３年半前でありますけれども、この協働のま

ちづくり、協働という言葉を使わさせていただきました。ご記憶に皆さんあるかどうかわか

りませんが、今７つのＫでありますから、５つのＫのときに、その話をさせていただきまし

た。 

  ただし、この協働が我々地方公務員のための協働、先ほどまさにおっしゃったように、行

政がやりたくないから、これを使うと金を使うからということで皆さんにお任せをするとい

うことではなくて、職員も一緒になってやれるべきことをまずモデル事業として模索しませ

んかということで、２年間実は模索をさせていただきました。そこの中で実際行政としてや

れることは、もう既に手を打っております。 

  そんな中で、別の団体が今できております。これは地域の活性化のための団体、それから

地域のボランティア団体、それから環境を守る団体、子供たちのための将来を守る団体、い

ろいろな団体ができております。まさにこれは協働のまちづくりのたまものであります。今

後もこの協働という言葉を、皆様方行政マンから民間の方に投げかけるだけではなくて、一

緒になってやろうという、そういう考え方の協働でありますので、ぜひとも議員もご協力を

賜れば、とにかく行政が厳しいから町民に肩がわりさせるなんていうことは毛頭思っており

ませんし、私の理念からは全く外れた考え方である、こういうことをご理解いただきたいな

と。よろしくお願いしたいと思います。 

  あと、町の発展についてということでありますが、町村合併も含めて名古屋市との合併を

全く考えていないということを僕は前から言っているわけじゃありません。合併も最終的に

視野に入れなきゃいけない時期が来ます。これも町民の皆さんにしっかりとこれはただすべ

きだと思います。 

  今現在、減税をやっている名古屋市との整合性は図るべきではないというふうに私自身は

思っております。２年後になれば、また、例えば改選時期になり、どういう状況になるかわ

かりませんが、町民の皆さんとこれからしっかり意見を交わしながら、減税の必要性、それ

から減税の不必要、これもちゃんと是非を図ってやってまいりたいなというふうに思ってお

りますし、蟹江町長自身、蟹江町が単独でこれからいつまでも行ける自信を、じゃどこまで
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モチベーションが維持できるかは、今の時点ではなかなか言うわけにはまいりませんが、た

だ、今このすばらしい蟹江町を、歴史文化深い120年の歴史の蟹江町を今後も皆さんと一緒

に形づくってといきたいなという思いは強いということは、今現在ではあります。 

  それと、海部の広域行政に固執しているというふうに言われました。そうではなくて、今

現在、海部で広域行政をやっているごみ行政、それから保育行政も一部ありますけれども、

水防事務組合、それから休日急病診療所、こういうことも含めて、今回最たるものが消防指

令の統合であります。これが35％ぐらいの予算で皆さんと一緒に共用できるわけであります。

これもすべて、この広域行政のたまものであります。 

  そういう意味で、できることは広域行政でしっかりやり、そして、できないことについて

は、これから皆さんと一緒になって、例えば名古屋市とのいろいろな行政の模索を図ったり、

名古屋市との共生も今いろいろ図っております。例えば、消防についての応援協定は中川消

防とやっております。そういうことで、名古屋市さんとの協力もこれからやっていかなきゃ

いけない、菊地議員がよくご指摘をされる墓地の問題も名古屋市ともこれから協議に入らな

きゃいけないと思っております。いろいろなところで名古屋市とのかかわり合いはこれから

大変深うございます。 

  そういう意味で、とにかく単独で生き残る方法を当面は模索をいたしますけれども、２町

１村、海部郡の中で、海部郡４市２町１村すべて含めて32万が皆様方の行政サービスがこれ

から効率よく、すばらしいものになるように、これから考えていったほうがいいのかなと、

今現在はそんな考えでいっぱいであります。 

  以上です。 

○８番 中村英子君 

  再質問はしないでおこうと思って最初いたんですけれども、今ご答弁ありましたので、少

しお話ししたいんですが、ちょっと今私の質問に対して、内容的にその答弁しようというの

はちょっと難しいというのは私もわかりますので、ちょっと難しいかなというふうには思い

ますが、ひとつ言っておきたいことは、今町長は、変わることがすべてではないというふう

なお言葉がありましたけれども、世の中というのは物すごく、好むと好まざるとにかかわら

ず、今もう変化しているんだよということを私は言いたいんですね。この変化に対して対応

しますという部分がなかったということなんですよ。よその施政演説を何カ所か私インター

ネットか何かでとって見たんですけれども、このことはみんなほとんど書いてあるんですよ

ね、やっぱり。今も申し上げましたように、その世帯ということを考えたときだけでも、や

っぱり４人家族というのは、もう３分の１以下になって、単身世帯、結婚しないという社会

構造全体が変化がありますよと、これに対応しましょうねということをまず私言いたいとい

うことが１つであります。 

  そのことを、それで、それはセーフティーネット、要するに町が町のお金で、税金で支援



－180－ 

しなければならない人が実際ふえていますし、ふえ続けますよと、そのことに対して10年間

を見据えた総合計画に何も書いてないことは、やっぱり不思議な現象だなということで、ひ

とつ私は申し上げただけですので、何とかその面にも目を向けていただきたいなと思います。 

  それから、バリアフリーのことですが、エレベーターについてはご苦労さまでございまし

て、本当に大変喜んでおりますので、ただ、私が言っていることは、この１億、２億でバリ

アフリー化というのは当然行政の課題の事業であります。バリアフリー化するということは

行政の事業なんです、もともと持っている。だから、それを一歩一歩推進していくこと自体

は、それはそれで当然という言い方してはいけない、町長が頑張ったもんで、これも推進で

きたもんで当然ではないんですけれども、それはそれとして、これだけの職員の上に乗っか

っていれば、やっていくということだと思うんですよね。だけれども、規模が違う問題があ

るんですよ、規模が違う。高架だとか橋上化というのは規模が違う問題なんですよ。この規

模の違う、けたの違う問題、けたの違う問題に対して、財力からどうなんだろうなというこ

とを私申し上げただけですので、そういう認識でいただければいいかなと。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長 伊藤正昇君 

  以上で中村英子君の質問を終わります。 

  続いて、質問６番 公明党 松本正美君の質問を許可をします。 

  松本正美君、ご登壇ください。 

（１番議員登壇） 

○１番 松本正美君 

  １番 公明党の松本正美でございます。公明党を代表いたしまして、横江町長の施政方針

並びに当面する諸課題について質問をさせていただきます。 

  最後でありますので、先ほどから、さきのいろいろな議員さんがかなり質問されましたの

で、重なる部分もありますが、答弁のほうをよろしくお願いいたします。 

  日本経済は本年後半からよくなるとの報道もありますが、依然としてデフレから抜け出し

ていない状況であります。雇用情勢は依然として厳しい状態でもあります。現在、国会で審

議中の国の新年度予算は、歳出総額過去最高の92兆44億円に膨れ上がり、税収は約41兆円に

とどまり、新規国債発行額も約44兆円に達し、２年連続で国債発行が税収を上回る異常事態

になっておるところであります。 

  また、政府与党は23年度予算を与党の多数で衆議院で可決、今後は新年度の予算の執行を

裏づける予算関連法案へと進みますが、関連法案が否決になれば新年度予算にも影響が出る

のではないか、こうした政局絡みで展望が開けないままの国政をしり目に地方の各自治体で

３月議会が開会されているところであります。 

  こうした中、蟹江町議会でも新年度予算が上程されました。歳入では長引く不況で厳しい
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歳入環境となる見込みの中で、個人町民税は減少が続く一方、緩やかな景気回復を裏づける

ように法人税は少し期待が持てるかな、財政調整基金の取り崩しや町債の活用でやりくりし

住民福祉を何とかして守ろうと四苦八苦していることが伺われます。 

  そこで、国の平成22年度税制改正で、年少扶養控除、所得税38万円、住民税33万円の廃止

が決まっております。所得税ではことし１月から、住民税については来年６月からになって

おります。また、同時期に特定扶養控除、16歳から18歳が対象に、所得税で25万円、住民税

で12万円の上乗せも廃止されることになっておるところであります。税制改正での町財政へ

の影響についてお伺いしたいと思います。 

  また、歳出については、事業の選択と重点化にも取り組みながら、無駄の削減と経常経費

の徹底した見直しなど、本町にとってもなお一層の行政改革の取り組みは重要であります。

そこで生み出された経済効果は減税として住民に戻すべきであるとか、あるいは減税で歳入

を抑制して、その範囲の中で改革に取り組むべきであるという考えが大阪、愛知、名古屋で

注目されております。また、国の予算関連法案の動向では、本町の予算にも影響が出てくる

のではないでしょうか。これらの動きに対して、横江町長のご所見をお伺いしたいと思いま

す。 

  次に、疾病予防事業の健康教育推進についてであります。 

  町長は、施政方針の中で、予防接種事業の推進とともに、健康教育など健康づくりを推進

すると言われております。現在、生活環境の変化に伴い、食生活をめぐる環境が大きく変化

しているところであります。毎日の食生活は、がん、脳卒中、心臓病、糖尿病などの生活習

慣病の発症と密接な関係があり、不規則な食習慣や栄養の過剰摂取は生活習慣病の増加につ

ながり、町民の健康への取り組みが重要となっておるところであります。本町でも高齢者の

認知症の方もみえます。しかし、一方で、脳血管性認知症は、検診や生活習慣指導によって

予防することも可能であることは知られているところであります。行政として、予防対策と

して、健康教育や生活改善への充実した取り組みを加速する必要があるのではないでしょう

か。 

  がんの健康教育の推進については、今やがんは２人に１人ががんにかかり、３人に１人が

がんで亡くなっておられます。これほど身近な病気なのに、日本人はがんをよく知らないと

言われております。本町でも町民の皆様からは、自分の家族ががんになったとき、どこに情

報を求めたらよいかなど、よく聞くところであります。町民の皆様のがんに対する、がんの

健康教育の推進の支援体制も重要であります。また、本町の児童・生徒のがん予防として、

学校におけるがん予防につながる学習活動など、授業に取り入れることで子供から親に波及

する効果は大きいと期待されております。住民への疾病予防対策として、健康教育や学校に

おけるがん予防の学習活動など健康教育の推進について、横江町長のお考えをお示しくださ

い。 
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  次に、高齢者介護の支援の充実であります。 

  日本は今人類が経験したことのない超少子・高齢化へと突き進んでおるところであります。

人口に占める65歳以上の割合は22％を超え、2025年には高齢化率が30％に達すると予測され

ております。しかも、要介護者は現在の約２倍の784万人に上ると推計されております。ま

た、年齢別人口の将来推計を見ると、75歳以上の後期高齢者が2025年までに約1.6倍に急増

するとも推計されておるところであります。2025年は団塊の世代が75歳になる年でもありま

す。政府の社会保障国民会議では、現状７兆円の介護保険費用が25年には19から24兆円程度

まで膨らむとの試算をしており、高齢者介護施策及び医療、介護費抑制策として、今後13年

間の仕組みづくりは重要な課題でもあります。 

  私たち公明党は、2009年11月から12月にかけて、介護の総点検を全国チーム3,000人の議

員が一丸となって、全国47都道府県で実施をさせていただきました。その介護の総点検の調

査結果をもとに、昨年発表させていただきました新介護公明ピジョンによれば、高齢者が介

護を受けている場所は介護サービスを活用した自宅での介護、家族による自宅での介護を合

わせると８割弱の人が自宅でありました。そして、潜在的には病院や介護施設よりも住みな

れた我が家で介護を受け続けたいと願っている高齢者が多くいることがわかったのでありま

す。このことは我が蟹江町でも言えることではないでしょうか。高齢者が要介護の状態にな

っても、住みなれた地域で暮らせるようにするには、配食サービス等の生活支援や見守り活

動、ボランティア活動などの地域活動といった介護保険制度だけではなかなかカバーし切れ

ないサービスも必要であります。 

  本町でも、高齢者福祉事業として２カ所目となる地域包括支援センターや小規模特別養護

老人ホームの開設を図るなど、個々の高齢者の状況や、その変化に対応できるようなさまざ

まな支援が地域で包括的に提供できるよう地域包括ケアの考えが進められているのではない

でしょうか。これには身近なところでのサービスの基盤の充実と医療と介護の連携体制の充

実が不可欠であります。中でも住民の皆様から要望いただく中には、退院後も切れ目なく医

療、介護サービスが提供される体制整備を整えてほしいと聞きます。このことは介護体制を

整える上で重要な考えだと思います。このことにより、在宅介護を推進し、在宅でみとりに

までつなげていくことができるのではないかと思います。 

  また、さまざまな事情により介護する家族が精神的に限界に達してしまい、高齢者への暴

力や介護放棄など、高齢者虐待もふえておるところであります。しかも、介護うつや老老介

護も深刻であります。これを解決するには自宅においても家族が介護疲れをすることなく十

分な休息をとってもらうためのショートステイなどによって一時的に施設に預かってもらう、

レスパイトケアの休息事業の大幅な拡充も必要と考えます。 

  しかしながら、本町では特別養護老人ホームや老人保健施設は多数の入所者が、待機者が

見えます。このことによりショートステイも不足しているのが現状であります。そこで、今
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後は医療、介護の一層の連携とショートステイなどの老人施設の整備、在宅介護の支援の強

化など、高齢者介護の支援の充実が求められております。このことについて、横江町長のご

所見を伺いたいと思います。 

  次に、青少年の育成支援についてお伺いさせていただきます。 

  横江町長の施政方針の中には次代をつなぐ教育と生涯学習のまちづくりでは、青少年の健

全育成については触れられていませんが、本町では23年度より協働のまちづくりを進められ

ます。これからの蟹江町を担っていく青少年の育成は協働のまちづくりを進める上でも重要

な課題であります。 

  ここで、青少年の育成支援について質問をさせていただきます。 

  青少年をめぐる環境は、急速な少子化や就業形態の多様化、情報化社会の進展などで大き

く変化しておるところであります。また、少年による重大事件や、いじめ、児童虐待など相

次いでおり、有害情報のはんらんも見られます。こうした環境の変化の中で特に危惧される

ことは、若者失業者とも言われるニートやフリーターの存在があります。社会的自立の困難

な青年が増加していることであります。また、本町でも引きこもり、不登校、発達障害者等

の精神疾患など、子ども・若者の抱える問題は今後も心配されているところであり対策が求

められております。青年の社会的自立のおくれは国の活力が削られることにつながり、社会

にとってはまさに損失であります。非婚化、少子化につながるとの指摘もあります。 

  このような背景を受け、昨年４月、国の子ども・若者育成推進法が施行されました。この

法は、子ども・若者育成支援施策を総合的に推進するために設けられました。また、社会生

活をスムーズに送ることが難しい子供も、若者を支援するネットワークの構築を目指すもの

であります。例えば、現在の不況に伴う学生の就職難は個人の力では解決できる問題ではあ

りません。この推進法は、子ども・若者総合相談センターの設置、また、子ども・若者支援

地域協議会を通じて、関係機関との調整を図り、総合的な支援体制の構築を目指していくも

のであります。今までは子供も関係する法律は縦割り行政にあわせて個別に施行され、支援

機関もばらばらでありました。 

  例えば、教育では、就学支援は教育委員会が支援する、福祉では生活環境改善を支援する

社会福祉事務所や児童相談所、保健では、医療支援は保健センター、雇用では就業支援のた

めのハローワークなど、本来関連づけられるべき問題が行政の都合で区切られていたのも事

実であります。この不便さを少しでも解消しようかというのが、相談センターと地域協議会

であります。 

  この子ども・若者育成推進法第19条第１項は、地方公共団体に対して、社会生活を円滑に

営む上での困難を有する子ども・若者に対する支援が効果的かつ円滑に実施されるよう、関

係機関等により構成されております。子ども・若者支援地域協議会の設置に努めることを求

めております。そこで、本町でも青少年の育成支援として、子ども・若者支援地域協議会を
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設置して、総合的な支援を図るべきだと考えますが、町長のご見解をお伺いいたします。 

  次に、教育環境の改善に向けての今後の取り組みについてであります。 

  本町の義務教育事業として、施政方針の中で、猛暑対策として小学校の普通教室を対象と

して扇風機の設置、中学校の普通教室を対象に空調設備を設置され、教育環境の充実に取り

組まれますが、政府は経済危機対策として、スクールニューディル構想を提唱していますが、

これは21世紀の学校にふさわしい教育環境の抜本的充実を図るために、学校耐震化、電子黒

板、太陽光発電の導入、ＩＣＴ化、理科教育設備等、地域経済への波及効果と地域の活性化

を図るものであります。 

  また、学校建物の改修の際には、二重サッシや断熱ガラス、断熱材節水型トイレ、省エネ

機器の導入、また、小・中学校への冷暖房設備、校庭の芝生化、ビオトープの設置を推進し

ております。また、これらの予算は政府としても今後も計上することを予定しており、文部

科学省はこうした学校のニューディルを推進するために、経済産業省、環境省との連携を図

り、財政上の観点からも自治体負担軽減をサポートする体制を整えております。本町の学校

施設面では、耐震化は完了しましたが、子供たちが安心して楽しく学校生活が送れるよう、

教育環境の改善に向けての今後の取り組みについて、横江町長の方針をお伺いいたします。 

  次に、本町の救急体制についてであります。 

  最初に、昼夜を問わず蟹江町の住民の命と健康を守るために、救急業務に携わっておりま

す消防隊員に、この場をおかりまして敬意を表します。 

  本町の消防事業では、平成23年度から平成26年度まで、デジタル無線設備を海部地区の５

消防本部が共同設備することにより、維持管理の経費軽減と緊急時の出動時間の短縮や災害

時の被害の軽減と消防力の充実・強化に取り組んでいくと町長は施政方針の中で言われてお

るところであります。 

  そこで、救急医療体制の重要な任務を担う救急救命士の養成や救急体制の整備など、今後

の計画についてお伺いします。 

  かつて重大な問題にまで発展しました救急患者のたらい回し、こうした救急医療の体制充

実のために、都道府県に救急の地域体制のルールづくりを義務づける改正法、消防法が防止

策として施行されているところであります。救急搬送における医療機関との連携が強化され、

搬送体制の充実が図られておるところであります。蟹江町の平成21年度の年間救急搬送者は

1,296人、そのうち60歳以上の救急搬送は726人でありました。22年度は1,360人、そのうち60

歳以上が800名、今後高齢化とともに救急搬送の増加が予想されるところであります。 

  また、町内の救急車の現場到着は約五、六分と聞いておりますが、本町の搬送体制の安

心・安全な体制づくりや充実が求められています。現場から医療機関搬送までの間、高規格

の救急車両での患者への医療行為を行う救命に尽力する救急救命士の役割は実に重要であり

ます。救急救命士養成には国家資格のため、技術習得実務、研修、訓練など、長期間要する
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とも言われております。本町の救命率向上のため、救急救命士養成や安心・安全な救急体制

の整備など、今後の計画について、横江町長のお考えをお聞かせください。 

  次に、耐震補強の取り組みについてであります。 

  皆様もご存じのとおり、２月22日にニュージーランドでマグニチュード6.3の地震で死者

が160人に上り、死者、行方不明は240人に上る可能性があるとの発表をしております。ニュ

ージーランドの地震で日本人の28人の当初は安否が不明でありましたが、１人の死亡が確認

され、残る27人は依然不明で確認されていない状況であります。今回の地震で建物の倒壊に

よる死者が多数出たことで、改めて耐震の重要性が浮き彫りになったところであります。本

町でも蟹江町耐震改修促進計画に基づいて耐震改修に取り組んでいますが、自己負担の改修

費用が重いことや、工事期間中、住む場所がないなどの不安が改修の進まない理由にも上げ

られております。全国の自治体では、こうした状況を踏まえ、補強対象を一部屋だけ、また、

耐震簡易補強や安価でできる耐震補強が広がっております。本町でも耐震化補助費の拡大や

耐震化に係る費用負担の軽減に向けた取り組みとして耐震簡易補強や安価でできる耐震補強

の取り組みについて、横江町長のご見解をお伺いしたいと思います。 

  次に、観光振興による地域の活性化の推進についてであります。 

  地域の特性を生かした観光産業の振興は、経済の活性化に向けた重要な施策課題でもあり

ます。少子・高齢化や人口減少が進む中、地域を訪れる交流人口の増加と国内消費を促す観

光振興を起爆剤とした地域に元気を取り戻す取り組みが本町でも求められているところであ

ります。観光庁によれば、国内外の旅行者による2009年度の消費額は推計で約22.1兆円、こ

うした消費が食品産業など国内の産業にもたらす波及効果は48兆円にも上り、誘発される雇

用効果も406万人と推計されております。観光振興による経済効果は大きく、どの地域にあ

っても今後の活性化策の重要な柱になると期待されているところであります。 

  本町には、文豪吉川英治が東海の潮来と称賛した水郷の里もあり、また、天然温泉やヘラ

ブナ釣り場、佐屋川の創郷公園、伝統芸能や古い町並みなどといった観光の資源もあります。

現在、稼働している観光振興の情報発信基地としての町なかの交流センターの取り組みや体

制の強化も問われておるところであります。 

  また、福祉、健康、歴史文化の町民交流観光等の総合情報発信施設としての現在検討中の

（仮称）「かわの駅」構想の推進など、地域住民とともに活力あふれる協働の地域づくりを

進めるためにも、観光振興の取り組みは重要ではないでしょうか。観光資源の掘り起こしや

観光客を受け入れる体制の整備の強化など、人がにぎわう地域づくりが求められているとこ

ろであります。本町の観光振興による地域の活性化の推進について、横江町長は今後どのよ

うに進めようとされているのかお考えをお示ししていただきたいと思います。 

  23年度より協働のまちづくりが本町でも進められます。未来に向かってまちづくりを町民

とともに一緒にやってまいりたいと思います。 
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  以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

（１番議員降壇） 

○議長 伊藤正昇君 

  松本君、あと５分です。 

  答弁は休憩後にいたします。 

  暫時休憩をいたします。 

  ３時10分から再開をいたします。 

（午後 ２時４９分） 

○議長 伊藤正昇君 

  休憩前に続き会議を開きます。 

（午後 ３時１０分） 

○町長 横江淳一君 

  それでは、松本議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

  おおむね８項目であったというふうに理解をしておりますが、よろしくお願いしたいと思

います。 

  先ほど来から、いろいろな議員の皆さん方から経済状況、蟹江町の財政状況、ご指摘をい

ただき、ご心配をいただき、また、具申もいただいておるわけでありますけれども、松本議

員も町政のやりくりについてご指摘をいただいておるわけであります。実際、全体の予算の

中の民生費が40％をはるかに超えようという状況になっております。扶助費のあり方もどう

だということも、これから本当に問われるわけでありますけれども、先ほど来から申し上げ

ていますとおり、予算を組む際に当たりましては当然いろいろな起債をするわけであります

けれども、必要なものに当然厚く予算をやらなきゃいけません。どうしてもやりたいものも

先送りしなきゃいけない実情もあるわけでありますけれども、そんな中で、今回の子ども手

当の法案、関連法案が通らない場合はというほかの議員さんからのご質問ございましたとお

り、大変危惧をいたしております。 

  そんな中で、特に一番気がかりなのは、平成22年度の税制改正にありました年少扶養控除、

これは子ども手当の関係でありますけれども、15歳までの。もう一つは、16歳から18歳まで

の、いわゆるその高校生の無償化、これに対する特定の扶養控除、これがなくなりますと、

基本的には扶助を受ける方の増税になりますし、町としては若干の税金の上乗せはあるもの

の、幾らこれは金が入ってくるかということは、端的に子供の数掛けるというわけにはまい

りませんので、そこもどうなるかちょっと不透明であります。 

  いずれにいたしましても、一括交付金のあり方もまだまだわかりません。そんな状況の中

にあって、県の補正予算の行方をしっかり見きわめなきゃなりませんし、国の動向もしっか

りと情報をとってこれから補正予算に対応できるものなら対応してやっていきたいなと、こ
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んなことを思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  ２件目でありますけれども、この疾病予防対策の健康教育の推進ということであります。 

  このことにつきましても、特に、国の健康日本21の蟹江版であるかにえ活き生き21、これ

をずっと５年やっておるわけでありますけれども、特に、栄養だとか、それから食生活、運

動、当然休養に至るまで、歯もでありますけれども、すべての広範囲にわたる健康管理をこ

れから町ぐるみでやっていこうという運動がもう今、町ぐるみで盛んになっておるわけであ

りますけれども、これも子供から高齢者までの対象は大変広うございます。そういう意味で、

健康教育の推進はこれから不可欠であるというふうに思っております。 

  特に、福祉課だけではなくて、これは生涯学習だとか、教育課だとか、いろいろなところ

に、課にまたがっているわけでありますので、すべての課で同じ意識を持って、先ほど来か

ら話しております夢づくり会議でもそんな話し合いをしておりますので、１つの課で対応す

るんではなくて、すべての課でトータル的にセクト主義をできるだけ外して、事業仕分けも

含めて事務事業の見直しの中で、みんなで助け合いながら行政を進めていくというのが一番

肝要であるのかな、こんなことを今思っているわけであります。 

  あと疾病予防事業については、なかなか、例えばいろいろな予防事業が遅々として進まな

いんですね。思ったより、例えば健診だとか、そういうのの健診率が余り上がりません。こ

れも町の広報の仕方がまずいのかもわかりませんが、このことについても医療部会等々で、

広域でもそういう話をしておりますけれども、これからがん検診についてもなかなか検診率

が上がらないというのも事実でありますので、やり方も含めて、今年度はしっかり対応して

まいりたい、こんなことを思っております。 

  特に、国保に入っている方、加入者でありますけれども、これは40歳から75歳未満の方で

ありますけれども、人間ドックを受診した場合に、１人5,000円の助成を引き続きやってま

いりたいなと、これは１つの施策でありますので、総合的にこれからも推進事業を進めてま

いりたいなというふうに思っております。 

  あと高齢社会の支援の充実であります。 

  これは僕も初めてこれ松本議員からの通告の中に出てきた言葉で、レスパイトケアですか、

これは介護をしている方の介護というような意味だと思うんですけれども、このことについ

ても、特に介護保険というのは在宅介護が基本的であったんですが、どうしてもこれ介護の

認定においては施設介護が中心になる場合も、これは極めてあるわけでありますので一概に

は言えないわけでありますが、特に要介護だとか、家族支援者の軽減負担が必要であるいう

のは昨今言われております。そういう意味で、担当ケアマネージャーの相談等々も、これか

らどんどんふえてくるんじゃないかなと、こんなことも思っております。 

  ですから、蟹江町としては、今現状の状況をしっかり把握した上で福祉計画を検証し、目

標設定をしっかり行っていきたいということを担当の課には今行っておるわけでありますの
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で、今後もこれを進めていきたいなと思いますし、先ほど来言われましたレスパイトケアと

いうのもしっかり勉強させていただいて、特に、一時的に介護から離れてのリフレッシュで

すか、心身の。そういうのも町として何ができるかをしっかり見きわめてまいりたいな、こ

んなことを今思っておるわけであります。また、何かありましたら、またご質問をいただけ

ればありがたいと思います。 

  あと青少年の育成支援につきまして、子ども・若者育成支援推進法、これは平成22年４月

１日施行であります。これちょっと僕も見たことがあるんですけれども、実際どういうもん

だということ、実際ちょっと僕も勉強不足で大変申しわけございません。あいち子ども・若

者育成計画というのを愛知県が2010年で制定をしておりますし、具体的にはこれは市町村が

行うもんだというふうに書いてありました。ただ、うちとしては、今現在、例えば教育課、

それから福祉課、いろいろなところでこういう青少年の支援については、若者支援について

はやっておりますけれども、このことについて、子ども・若者支援の地域協議会を立ち上げ

てくれと書いてあります。これもまだちょっと庁舎内の中では検討しておりませんが、今後、

これ早急にやっていかなきゃいけないことだというふうに思っておりますので、もう少しち

ょっと時間をいただけるとありがたいなと思います。ご指摘を賜ったんで、これから一生懸

命、このことについてサポート体制も含めて考えていきたいなというふうに思っております。 

  特に、子供のことにつきましては、今まで教育委員会が中心になっておりました。先ほど

来、小原議員の質問にもありました少人数学級の達成だとか、そういうことについても、文

科省が今30年ぶりに見直しをするというあれも小原議員のほうからありましたし、いろいろ

な改善計画の策定に向けて８カ年計画も出しているようでありますので、そのことも含めて、

これも教育委員会とも話をしながら、この協議会の立ち上げにこれからまいりたいなという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  あと救急体制であります。当町の救急救命士の数は、議員ご存じだと思いますけれども、

ただいま14人おります。担当課長が１人でありますので、実働は13人、現在１人救急救命の

取得に東京で養成中でありまして、23年度以降で隔年で養成するつもりであります。今２名

体制を整っておりますので、常時、人事異動等々もこれからあるわけでありますので、適所

に適材を送って、常備、救急の救急車が今３台ございますが、１台は予備として置いてござ

います。２台が高規格の性能をそろえた救急車でありますので、住民の対応にこれからもし

っかりやってまいればいいのかなと、こんなことを思っておりますし、実際電話から一本で

５分から６分以内で現場に到着することも事実であります。 

  先ほど来から言っております救急指令の統合に向けて今準備をしておりますけれども、こ

のことについても、今現在の体制を退化させることなく、これからも進めてまいりたい、こ

んなことを思っております。 

  あと耐震のことであります。 
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  実は、きょうの11時45分に宮城沖でまたマグニチュード7.3ぐらいの地震があったという

ことを聞いておりますし、先ほど来からニュージーランドで悲惨なことが起きまして、27人

の日本人の方の安否がまだわかっておりません。数百人の方がお亡くなりになられ、大変ま

だ混沌としている状況であります。心よりお悔やみを申し上げますが、このことも他人事で

はなくて、うちのほうとしても、特に東海地震、東南海、南海地震もいつ起きてもおかしく

ございませんので、そういう意味で、皆様方にご答弁を申し上げました56年以前に建てられ

た木造建築の耐震診断も、今後とも啓発・啓蒙をやっておきたいと思っておりますし、特に、

22年度だけに限られた国の30万の予算、これはもう目いっぱいの状況にございます。 

  先ほど来のご質問の中にもありました、重複いたしますが、もしもそういう要望がこれか

ら多いということでしたら、そんなにたくさんの予算はつけることができないかもわかりま

せんが、国とも県ともいろいろ補助金を考えながら、町としても独自の補助体制もこれから

構築していかなきゃいけない状況になるのかな、これも視野に入れて今後も考えていかなき

ゃいけないなと、こんなことを思っております。 

  それと、もう一つは、先ほど来ちょっと触れました60万円の補助があるということすら、

実はまだちょっと周知徹底が足らない状況なのかなと、これは大変申しわけなく思っており

ます。このことにつきましても、ダイレクトメールも含めまして、一度耐震をやられた方、

それから1,000件ダイレクトメール出しておりますので、再度こういうところに啓発・啓蒙

を行っていければいいのかなと、このことも含めてやってまいりたいというふうに思ってお

ります。 

  あと観光振興による地域活性化ということであります。 

  ７つのＫの一番最初に来る観光事業を何とか促進して、この地域の活性化につなげたいと

いうのが基本的な考えを持っておるわけであります。実際、この近鉄沿線、それからＪＲも

含めてでありますけれども、鉄道事業者にお願いをして、近鉄ハイキングを年４回今行って

おります。今年度も先月行いまして、1,400人の方が近鉄蟹江駅から蟹江町一円を回り、お

帰りになられたという実績がございます。やるたびに大体近鉄では最低でも1,200人、多い

ときには1,400人を超す方が、遠くは奈良、京都、大阪方面から、岐阜のほうからもお見え

になるということも聞いておりますし、大変、これ鉄道事業者の方も喜ばれているという結

果を聞いております。 

  本町のいわゆる観光協会を中心とした商工会、そしてガイドボランティアの方も大活躍を

しておいででございます。ここでまた、まちなか交流センターを利用したいろいろな交流事

業だとか、それから観光アピールも今並行して行っておりますので、このまちなか交流セン

ターが今後もいろいろな形で情報発信基地になればいいなと、こんなことを考えております。 

  また、観光事業に関しては、名古屋まつり等々も平成19年度から参加をしておりまして、

今年度もまた参加をする予定でございます。特に、会場は名古屋の久屋大通、毎年私も顔を
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出せていただきますが、たんさんの方がお見えになります。特に、蟹江は新撰組、それから

武将隊にまじって蟹江町のアピールをさせていただいておりますし、特に古い文化、歴史を

持った蟹江町の水郷の町蟹江をパンフレットでアピールをしたり、それから担当者の方の１

次産業に携わっている方の商品だとか特産品を出させていただいております。今後ともこれ

も継続してやってまいりたいなというふうに思っております。 

  また、ことしからでありますけれども、愛知県のウオーキング協会に加盟をいたしました。

この３月、今月だったか、まちなか交流センター、ここの中央公民館を出発をいたしまして、

多分400人ぐらいの方がウオーキング協会に入ってみえる方が蟹江町を訪れられます。５月

になりましたら、当然足湯の関係の方、それから尾張温泉の湯の関係も、観光協会の方が集

まられるそういう会もあるということを聞いておりますので、積極的に観光協会を通じ、町

を通じ、また、ふるさと振興課を通じて蟹江町をどんどんアピールしていく施策をこれから

出していきたいな。そして、歴史文化の町蟹江町を皆さんに知っていただきたい。当然、特

産品の販売もそこでやっていき、地産地消も同時に進めていければいいなと。先ほど来、蟹

江駅に触れられましたが、まだ具体的な施策は蟹江駅はつくっておりませんけれども、県の

サポーター制度を十分取り入れさせて、原案は若干ございますが、まだまだいろいろな案件

が複雑に絡み合っておりますので、きちっとした青図は出せませんが、皆さんと一緒になっ

て、このまちづくりに邁進してまいりたいなと、こんなことを思っております。 

  以上です。 

○１番 松本正美君 

  ありがとうございました。 

  今、先ほど町長のほうから健康教育の推進ということで、がんの受診率も上がっていない

ということで、がん検診のほうも力を入れていくというお話があったわけなんですけれども、

特に、若い人のがんの意識というのは非常に少ないと思うんですね。若い人、若ければ若い

ほどその病気に関するそうした興味がないということが聞かれるわけなんですけれども、特

に、学校において、人間教育の中で、そうした理解を深める、そういう学習だとか。また、

特に理解だけでなくして、また、体を動かした運動の楽しみ方だとか、運動をするだとか、

そうした中での運動する中でストレスを解消していくだとか。また、そうした実技と理論を

あわせて教育に、健康教育に取り組んでいくということも、これは今後大事ではないかなと、

こういうふうに思いますので、この点も力を入れていただきたいなと思うんです。 

  それと、もう一つ、がんについてであれなんですけれども、がん患者のやっぱり情報が非

常に少ないということもよくお聞きするもんですから、それで蟹江町には立派な図書館があ

るわけなんですね。そうしたこの図書館の中に、そうしたがんの情報、そうしたがんに対す

る情報のコーナーを設けていただいて、皆さんが関心を持って、そのがんについて勉強でき

るような場所をつくっていただくといいんじゃないかなと、このように思うんですが、この
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点についてもお聞きしたいなと、このように思います。ちょっとこの点について、ちょっと

お聞きしたい。 

○町長 横江淳一君 

  先ほど受診率が上がっていないというお話をさせていただきました。実は特定健診が始ま

りまして、これはがん検診じゃありませんけれども、特定健診の受診率も実を言いますと、

国保の方は大変低うございます。健保、それから共済組合の方は60％をはるかに上回ってい

る状況なんですが、国保の加入者、被保険者の方は30％台にとどまっているんですね。そう

いうことも含めて、やはりもうちょっと啓発・啓蒙というのか、アピールが必要かなという

のも考えております。これもちょっと考えなきゃいけないなと思っています。特に、学校教

育、それから生涯学習の中でも、やっぱり今後活き生きスポーツ、日本の活き生きの中でも

きちっとこれもう一遍やっていなきゃいかんのかなというふうに思っておりますし、生涯学

習の中でも活き生きスポーツを通じながら、総合型地域スポーツクラブが始まりました。２

年目を迎えておりますので、そういう場所でも事あるごとに健診の必要性を訴えてまいりた

いなというふうに思っております。 

  今、それとがん情報が少ないということをおっしゃいました。これは、実は保健センター

のほうでもいろいろな対策を考えておりますけれども、今言われました図書館ではどうだと

いう話ですが、ちょっとまだこれ、今私の考えにはありませんので、もうちょっとこれしっ

かり勉強させていただいて、またそれなりの方策を示していきたいなというふうに思ってお

ります。よろしくお願いします。 

○１番 松本正美君 

  あと２点ほどちょっとお聞きしたいと思います。 

  まず、先ほどの子ども・若者の支援なんですけれども、蟹江町の子供、特に小さい子供さ

んの取り組みというのはかなり多いわけなんですけれども、高校生から成人になられて、大

学卒業されて、この社会に出て頑張ろうというときに、いろいろな悩みを持った方がみえる

わけなんですね。そうした人に対して、やっぱりもうちょっとケアしていただけるような、

そういった取り組みというのはこれから重要になってくるんじゃないかなと思うんですね。

本当に、非常に仕事に、勤めても１年もたたん間にやめなきゃいけないという方も結構みえ

るし、また、そういった相談するところもないし、また、そういう先輩もいないというのが

現状なんですね。 

  そうした中で、もっと、そういった若者がそうした相談ができるような場所というのは、

これからは大事になってくるんじゃないかなと思うんですね。特に、蟹江町のこの将来を担

っていく青年ですので、こうした場というのも必要ではないかなと、このように思うわけな

んです。この点についてもお聞きしたいなと思います。 

  もう一つは、高齢者のほうなんですけれども、高齢者のほうの、昨年からも１人で住んで
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みえる方が途中で亡くなられただとか、また、高齢者所帯でごみの山になっただとか、いろ

いろな問題が浮上しておるわけなんですけれども、先日、全国調査というのが行われたそう

なんですね。これはどういうことかと言うと、安全や健康が脅かされる状態というので、セ

ルフネグレクトという名称なんですけれども、非常に何というんですか、お年寄りの方が医

療や食事を拒むだとか、また、食べ物や御飯を放置するだとか、ごみを放置するだとか、ま

た、健康や安全をみずから損なうという、そうした自分が拒否してしまうという、そういう

お年寄りをこのセルフネグレクトと呼ぶそうなんですね。 

  それで、蟹江町もこれから何というんですか、認知症の方に対して、成年後見人制度を利

用されるわけなんですけれども、このセルフネグレクトというのは、１つは本人の意思によ

る場合と、もう一つは、先ほど言いました認知症による場合と両面が考えられるんですけれ

ども…… 

○議長 伊藤正昇君 

  松本君、あと１分です。 

○１番 松本正美君 

  両面が考えられるということなんですね。そうした判断能力が低い方に対して、今後後見

人制度も利用されるわけなんですけれども、認知症でない、本人の意思による場合もあるも

んですから、こうした方の今後の把握だとか、また、町としての介入、また、仕組みづくり

というか、こういう人たちを守っていくための、その仕組みづくりというのは、今後必要に

なってくるんじゃないかなと思いますが、この点について、最後に町長にお聞きしたいと思

います。 

○町長 横江淳一君 

  大変これ難しい問題です、両方とも。子ども・若者支援地域協議会、これは先ほど来ちょ

っと答弁させていただきましたが、これから本当にしっかり、22年４月にこれ施行された法

律でありますけれども、町としても、今いろいろなセクションで対応しているのも事実であ

りますけれども、実際、どういう状況で何をいうのは、僕自身も今ここで、じゃどうだと言

われても具体的な例が出てきません。しかし、今後こういう状況にあるということも含めて、

この協議会の立ち上げは早急にやらなきゃいかんのかな、それは一番僕は今難しいなと思っ

ているのは、皆さんからご指摘をされる公務員の資質の問題もあると思うんです。蟹江町の

公務員は優秀ですから、すぐできるとは思うんですけれども、やはりそれぞれのセクトから、

なかなかわきからはみ出すということができないんですね。担当として、これをやってくだ

さいというと、多分やれるだけの能力は十分あると思うんですが、ちょっと横の仕事をやる

ということがなかなかできない状況が多分長いこと続いているもんですから、それがなかな

か難しいかなというふうに思います。ただ、そんなことも言っておれませんので、愛知県に

そういう育成計画が出ておりますから、2010年に。これを参考にしてやっていきたいなとい
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うふうに思います。 

  あともう一つは、ニートだとか、引きこもりだとか、例えば不登校だとか、発達障害児だ

とかという、これは本当に小さなころからやっぱりきちっとケアをしていかんと、もうその

状態になってからそれをというのは、絶対これは難しい問題になります。蟹江町も、例えば

ニート、引きこもり、不登校については、そういう不登校の対応のところがございますし、

できるだけそこが活躍しなければいいんですけれども、適応教室もちゃんとあります。です

から、そういうことの情報をしっかり見据えた上で、今後対策をしていかなきゃいけないと

思っていますし、当然先ほど言った部課との連絡を密にしていかなきゃいかんというのもあ

ります 

  特に、教育委員会との、いつも言いますが、教育委員会と町長部局が本当に密にこれから

いろいろな連絡をとらなきゃいけないというのは、もう二、三年前から教育長にもお話をし

ながら、今その密接な環境をつくりつつあるというのか、もうつくって今やっておりますの

で、もうしばらくお時間をいただけるといいと思いますし、いろいろなご提案をいただきま

したので、そのようにまた考えていければいいのかなというふうに思っています。 

  あと高齢者の対策、セルフネグレクト、これも聞いたことあるような言葉でありますけれ

ども、実際我々、成年後見人制度は、実はきちっとこれからやっていきたいなというふうに

思っておるわけでありますけれども、先ほど来から言っておりますが、23年度から新たに協

働まちづくりモデル事業をつくったわけじゃなくて、３年前から協働まちづくりモデル事業

をということで、本格的にきっちりとした形で、再度これ新たに強く推し進めるということ

であります。 

  そういう中で、こういう地域のまちづくりの中にも、こういう後見人制度も含めて認知症、

それに近い方、こういうのの地域でのケアもこれから考えていかなきゃいけないなと、だれ

が、いつどこで、何をするかということをそれぞれの皆さんの能力は違うわけでありますの

で、だれでもできる、それから職員が全部できるというわけでもありません。かといって、

これをやる部署があるわけでもありません。ですから、まず、協議会を立ち上げてという、

先ほど議員おっしゃいましたように、このセルフネグレクトについても、しっかり勉強をさ

せていただき、もしもそういう担当があれば、またお教え願えればありがたいと思いますし、

我々もしっかり勉強させていただき、今後の高齢化対策にもしっかりと見据えてやっていき

たいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○１番 松本正美君 

  どうもありがとうございました。どうか蟹江町の未来を担う青年のためにも、また、今後

の高齢者のためにも、あらゆる施策をつくっていただきまして、蟹江町の本当に住民の皆様

が安心して暮らせるまちづくりに頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いい
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たします。 

  以上で質問を終わります。 

○議長 伊藤正昇君 

  以上で松本正美君の質問を終わります。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会をいたします。 

（午後 ３時３４分） 


